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　『法政大学教育研究』は記念すべき第10号を発行することができました。本紀要は、大学・
大学院教育に関する論考またそれに準ずるものを中心に、本学で開催した大学・大学院教育
に関するシンポジウムや講演等の記録や依頼原稿等、さらには当センターおよび学内FD活
動の記録等もまとめる形で定期的に刊行してまいりました。折しも、2005年度に本学に設置
されたFD推進センターは、創設15年目を迎えました。振り返ってみると、この間、実に様々
な試みをしてきました。そのいずれもが、本学教職員の皆様をはじめ、関係各位の多大なる
ご協力あってのものでした。ここに改めて御礼を申し上げます。

　15年目の節目を迎えた今年度、当センターでは組織を改め、従来の機能別に設けられた5
プロジェクト体制から、役割・ユーザー別の3ユニット体制へと移行しました。新体制のも
とでは、「ミドルレベル（学部・学科単位）でのFD活動の支援」を方針の一つとしており、
これまで高等教育研究の専門家などをお招きしてきたシンポジウム等の学外向けイベントを
見直し、学部執行部との連携により、学部に出向いて講演を行うなど、より地道な活動を実
践していく方向へと舵を切り始めました。合わせて、『法政大学教育研究』のあり方も見直し、
投稿論文集である紀要としての発行は本号を持って取りやめ、今後は『法政大学FD推進セ
ンター活動報告書』（仮称）として、当センターによるそうしたより実践的なFD活動の年次
報告書として装いを新たに発行していく所存です。

　さて、最終号となる本号では、昨今増加する留学生に向けた日本語教育のあり方をテーマ
に、論文と研究ノートをそれぞれ1件、また実践記録を2件収録しているほか、日越大学での
インターンシップ報告も紹介しております。いずれも、グローバル化に直面する多くの大学
において示唆に富む内容となっておりますので、ぜひご一読ください。また、2018年度に当
センターが開催した第19回FDワークショップ、第7回新任教員FDセミナー、第15回FDシン
ポジウムの報告記録のほか、当センターの活動報告も掲載しております。

　『法政大学教育研究』はここに幕を閉じることになりますが、当センターは、その理念・
目的に基づき、引き続き教育開発支援等を推し進めていくことに変わりはありません。引き
続き、皆様からご支援ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

『法政大学教育研究』第十号発刊にあたり
法政大学教育開発支援機構FD推進センター長　竹口　圭輔

巻頭言
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日本語教育におけるアカデミックライティング教育の役割
―専門領域、チューター制度との連携を目指して―
The Role of Academic Writing Education in Japanese Language Teaching: 
Collaboration with Professional Education and the Tutoring System

村田　晶子（法政大学グローバル教育センター教授）
池田　幸弘（法政大学グローバル教育センター専任講師）

キーワード
留学生、日本語教育、アカデミックライティング、論文

要旨
　大学の学部で学ぶ留学生の多くは基礎的な日本語力はあるものの、大学での勉学において求め
られるレポートや論文作成に困難を感じる場合が多い。本稿ではまず、日本語教育におけるアカ
デミックライティング指導を概観する。そのうえで、日本語教育プログラム（JLP）で行われてい
るアカデミックライティング教育の役割とその意義を明らかにすることで、学部や大学院における
レポートの指導とどのように役割を分担し、連携ができるのかを考察する。

論文

１．問題の所在

　大学のグローバル化が進む中で、学部や大学
院で受け入れる留学生数は増加しており、留学
生の勉学や研究活動の支援としての日本語教育
の重要性が高まっている。
　学部や大学院で学ぶ留学生は、入学時点で基
本的な日本語力を身につけているため、身近な
テーマでの作文を作成することはできるが、抽
象的なテーマである程度の長さの論理的なレ
ポートや論文を書く訓練を十分には受けていな
いことが多く、執筆に困難を感じる学生が多い。
　受け入れ側の教員もまた、こうした留学生の
レポートや論文の指導において内容と日本語の
両面の指導をする時間が十分に取れないことが
多く、留学生のレポートにおけるいわゆる「て
にをは」問題に苦慮する教員が多い。こうした
点に対処するために、留学生の個別のレポート
や論文作成を支援するチューター制度を導入し
ている大学も多いが、予算的にそうした対応に

は限界があり、人員の手配も簡単ではない。こ
のため、留学生のレポートや論文指導をクラス
単位で行う日本語教育プログラムのアカデミッ
ク日本語科目に対して期待が寄せられることが
多い。
　しかし、学部や大学院で専門科目を指導する
教員にとって、日本語教育の現場でどのような
レポート作成の指導が行われているのかという
実情を知る機会がないため、日本語教員に寄
せられる要望は漠然としたものが多く、「とに
かくレポートが書けるように指導してほしい」、
「論文作成の基本的ルールを教えてほしい」、
「引用の仕方を教えてほしい」、「『てにをは』
を教えてほしい」など、多様な希望が出される。
また、「（専門的な）内容の添削は不要なので、
文法だけ直してほしい」、という専門内容と語
学を切り分けた要望が出されることも珍しくな
い。しかし、こうした「専門内容」と「語学」
の線引きはそれほど簡単なものではない。なぜ
ならば、アカデミックライティングは、複合的
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な要素で構成されており、専門の教員、日本語
教育の教員、個別チューター（組織体としては
ライティングセンター）の指導をそれぞれ連動
させて成り立つものであるからである。このた
め関係教員がそうしたアカデミックライティン
グの全体像を把握したうえで、それぞれの役割
を意識しつつ、連携を図ることが望ましい。
　日本語教育の研究では、アカデミックライ
ティングの実践分析が多数行われており、論
文スキーマの形成（村岡2014）、アカデミック
ライティングにつながる読解指導（二通2006）、
パラグラフライティングの指導（山口2010）、
レポートの目的に応じた段階的な教育（脇田
2015）、学生の修正を促進する教授法（内藤・
小森2013）など、「いかに」教えるかという研
究が日本語教育の分野において多数なされてい
る。しかし、日本語教育におけるアカデミック
ライティングの指導の全体像を大学教員に発信
し、全学の教員の連携のための情報発信をする
ような取り組みは十分には行われていない。大
学全体として留学生のアカデミックライティン
グの支援を行っていくためには、専門的な教授
法の議論としてではなく、日本語教育の現場で
どのような実践がなされているのかという情報
の発信と共有、役割分担の議論をしていくこと
が求められている。
　本稿ではこうした課題意識に基づいて、以下
の点を検討する。
　1）まず、アカデミックライティングの構成

要素を提示し、日本語教育がどのような領域を
カバーしているのかを明らかにする。
　2）2017年度から新しく本学に設置された日
本語教育プログラム（JLP）におけるアカデ
ミックライティング関係の科目（アカデミック
日本語１，２，３，課題研究）において具体的
にどのような教育が行われているのか情報を発
信する。
　3）最後に、留学生の指導に関わる教員、日
本語教育の教員、チューター、ライティングセ
ンターなどの様々な部門がどのように連携して
いけばよいのかを論ずる。
　本稿の執筆は全体を村田が執筆し、JLPの授
業概要の中の4.2、4.3のセクションを池田が分
担執筆した。

２．アカデミックライティングの構成要素

　アカデミックライティングとは、「大学・大
学院での学習や研究など学術的な目的のため
の文章およびその作成」をさし（二通ほか
2009：285）、学生がレポートや論文を作成する
ためにはアカデミックライティングの基礎力を
養うことが重要となる。
　二通によれば、アカデミックライティングは
大きく分けて、「言語力」、「アカデミックな文
章の作成スキル」、「専門」、そしてそれを支え
る「基礎」（問題意識、論理的思考、客観性な
ど）から構成される（図１参照）。

図1　アカデミックライティングの構成要素（二通ほか2009に筆者が説明を加筆したもの）。

専門

基礎

①一般的な言語力 ②アカデミックな文章の作成スキル

専門知識、専門用語、
専門のライティングスタイル

問題意識、論理的思考、客観性など

（文型、表現、一般語彙、
  文体等）

（テーマの設定、アウトラインの作成、
 構成力等）



7

日本語教育におけるアカデミックライティング教育の役割

　学部で学ぶ留学生は中上級レベル以上の日本
語学習者であるため、図１の①「一般的な言語
力」の基本的な知識や運用力をすでに身につけ
ており、身近なテーマでの作文には対応できる
が、②の「アカデミックな文章作成のスキル」
に関しては十分な経験を積んでいない場合が多
い。このためにある程度のまとまった長さで、
抽象的なテーマのレポート作成や論文作成を困
難に感じることが多く、この部分を強化する必
要がある。
　このため、大学の日本語教育関係者によるア
カデミックライティングの教育は、日本語レベ

ルが中上級以上の学生には②の「アカデミック
な文章作成のスキル」を中心に行い、その中で
留学生が間違えやすい文法、表現、文体などの
指導も行うことが多い。このような留学生のア
カデミックライティング教育は、初年次の学生
向けのレポート作成の指導書と共通する点が多
く、本学の日本語教育プログラム（JLP）のア
カデミックライティングの科目においても、本
学初年次の学生用の「学習支援ハンドブック」
で扱われている文章作成の項目をほとんどすべ
て扱っている（表１）。

表1.　法政大学の「学習支援ハンドブック」とJLPライティング科目との共通点

学習支援ハンドブックで
扱っている項目

JLPのアカデミックライティング科目のレポート

アカデミック日本語1
体験レポート

アカデミック日本語2
論証型レポート

基礎的な
ライティング

パラグラフライティング
論理的接続表現の使い方
書き言葉のスタイルの統一
書き言葉の文中、文末表現

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

レポートの
作成力

レポートの書式の理解
課題の理解
先行研究の収集
情報の整理
構成（序論・本論・結論）
論証（根拠を示す）
推敲
決められた方法での提出
剽窃に対する注意喚起

〇
〇
--- （事前指定）
〇
〇
--- （体験事例）
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

　近年では、留学生、日本人学生を問わず、初
年次学生を対象としたアカデミックライティン
グのクラスを設置する大学が増えており、留学
生がそうしたクラスを履修することで、レポー
トの内容と構成の点数がライティングクラスの
履修前に比べて伸びたという報告もなされて
おり（太田・佐渡島・冨永・齋藤 2011：375）、
日本語のレベルが非常に高い学生の場合、こう
した科目の履修で十分な場合もあるだろう。
　しかし、太田らの報告では、こうした共通教
育（全学生対象の教育）は、レポートの内容と
構成の改善には役立っても、留学生の日本語の

「緻密さ」を補強する上で効果が低いと指摘さ

れている。ここでの「緻密さ」とは、語彙の適
切な使用、文のわかりやすさ、論理性、学術的
文章の形式といった言語面，形式面に関する適
切さ、明確さ、正確さを指す（太田・佐渡島・
冨永・齋藤 2011：375）。

３．日本語教育におけるレポート作成指導

　こうした点から、日本語教育における留学生
対象のアカデミックライティングのクラスでは、
通常アカデミックライティングのスキルを向上
させつつ、文章の緻密さを高める教育（論理的
な文章を作成するための文型、表現、文体など
の教育）を同時に行うことを目指す。以下、日



8

法政大学教育研究第十号

　日本語の口頭表現能力が高く、話している際
には問題を感じない学生でも、作文では書き言
葉と話し言葉の文体を混ぜて使っている学生は
少なくない。このため書き言葉の文体に統一す
る練習を行う。

3.2.　２つのタイプの指導
上記のような書き言葉の基礎を確認した後、

本格的な練習に入るが、留学生向けのアカデ
ミックライティングのテキストには２つのタ
イプがある。タイプAはレポートの構成要素の
流れに沿って日本語の文型、表現を学ぶトップ
ダウンタイプのもの、タイプBは日本語の文型、
表現に焦点を当てて、最後にレポートを作成す
るボトムアップタイプのものである。以下、ア
カデミックライティング指導の代表的なテキス
ト２冊のタイプを示す（表３）。

本語教育でどのような指導を行うのかを、日本
語教育のアカデミックライティングの指導でよ
く用いられるテキストの例を挙げながらこうし
た指導法を紹介する。

3.1.　書き言葉の練習

　まずアカデミックライティングの授業では、
最初に論文で使う表現と日常会話で使う表現の
相違点を確認する。例えば『改訂版 大学・大
学院留学生の日本語④論文作成編』では以下の
表現が提示されており、練習問題で話し言葉を
書き言葉にする練習をする。

表2.　日常会話の表現と学術的文章で用いられる表現の違い

『改訂版 大学・大学院留学生の日本語④論文作成編』（p13）

相違点 日常会話でよく使う表現 学術的文章でよく使う表現

終助詞「か」を使った
発問

（ん）ですか
ますか （の）だろうか／（の）か

終助詞 ね、よ、わ、さ
かな、かしら

――
だろうか

接続助詞 けど、ですから
でも、だけど

そのため／そこで／したがって
しかし

副詞 だいたい、とても、だんだん 約／ほぼ／おおよそ、きわめて、徐々に

疑問表現 どんな どのような／いかなる

指示表現 こんな このような／こうした

縮約形 じゃ、V（verb）てる では、V（verb）ている

その他 和語と漢語 漢語、敬語を使わない表現
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表3.　テキストで扱う項目の２つのタイプ

タイプA：トップダウンタイプ
（レポートの構成要素順に練習）

タイプB：ボトムアップタイプ
（論理的な文章の書き方を練習し、

最後にレポートを書く）

『改訂版大学・大学院留学生の日本語④論文作成編』
（アカデミック・ジャパニーズ研究会編2016）

『改訂版 留学生のための論理的な文章の書き方』（二
通・佐藤2003）

レポートの構成要素を意
識しつつ、論理性を高め
る表現を学んでいく

機能別の文型・表現

最後にレポートの構成要
素を学ぶ

　タイプAのテキストは早い段階からレポート
の構成要素を意識して、レポート作成を進める
ことができ、タイプ Bのテキストでは日本語の
論理的な書き方、緻密性に焦点を当てて練習し
た後で、レポートの作成を行う。タイプの選択
に関しては、学期の最初の段階で執筆テーマが
ある程度明確な学生にはタイプA、そうでない
学生にはタイプBを選ぶなど、学生のレディネ
スによって使い分けることもできる。また、タ
イプBのようなボトムアップタイプの例として、
日本語のレベルが中級程度で基礎の学習が必要
な学生には、短文作成から段落作成、そして最
終的にレポート作成に移行するようなテキスト
もあり（佐々木・細井・藤尾2006）、ミクロの
レベルから教育し、短文から基礎固めを重視す
るのか、マクロのレベルからレポートの構造を

示し、最初からレポート作成を前面に出して教
育するのか、学生の日本語レベルとレポート作
成のニーズの高さによって決めることになる。

3.3.　レポートの構成要素の表現の練習
タイプAのレポートの構造に沿って学ぶ場合

は、序論、本論、結論のそれぞれの構成要素に
必要な表現のパターンを学ぶ。レポートや論文
の表現は大学生用のテキストでもわかりやすく
提示されているものがあり、留学生用に活用す
ることもできる。
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また学生の表現のバリエーションを増やす
ためにレポート、論文でよく用いられる表現リ

ストが掲載されている。以下は論述行動を表わ
す動詞の例である。

表３で示したようにレポート、論文でよく
用いられる文型、表現の練習も入っている。例

えば＜列挙＞の練習として以下の問題が挙げら
れている。

＜最初の主題文の構成要素＞
①　主題：論点とする内容
②　根拠：主題の裏付け
③　主張：自分の意見

＜フォーマット＞
①　＜近年／最近／現在＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　が問題となっている。
②　〇〇（2011）によれば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という。
（『思考を鍛えるレポート・論文作成法』（井下2014：44,50）から編集して留学生クラスで使用し
ているもの）

論述行動を表わす動詞リストの例
・論述：論じる、述べる、論述する
・報告：報告する
・説明：紹介する、説明する、解決する、詳述する、概観する、概説する・・
・掲示：示す、挙げる、記載する・・
・総括：整理する、まとめる、結論付ける
（『留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック』p41から）

「引用」の練習例

1）竹内（は／では／によれば）、日本人がどこから来たかについて、次のように述べている。
2） レイチェル・カーソン（により／によって／によると）、子供にとって知ることは感じること

の半分も重要ではない。
（『留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック』p51から）

「は」と「が」の使い分けの練習問題の例

1）科学技術論文（　　）書き方のルール（　　）明確に規定されている。
2）この本の著者（　　）言いたいこと（　　）何であろうか。
（『改訂版 留学生のための論理的な文章の書き方』（二通・佐藤2003：16））

留学生用のライティングテキストでは、レ
ポートや論文でよく用いる表現や文法の練習問
題が含まれており、よく間違えやすい自動詞・

他動詞や「は」と「が」の使い方などを練習す
ることができるようになっている。

3.4．推敲力の育成
　以上のようにアカデミックライティングに必
要な文型、表現を身につけることは、レポート
や論文を作成するために非常に重要である。し

かし、こうした文型や表現のパターンを練習し、
つなぎあわせてレポートや論文を作成するだけ
では十分とは言えない。留学生が授業を履修し
た後、自律した書き手としてレポートや論文を
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書くためにはまとまった長さの文章を作成した
後で、間違いがないか推敲し、修正する力を身
につけることも必要となる。留学生用のテキス
トの中には学生の推敲力を高めることに重点を
置いているものもあり、テキストの素材文を提
示し、そこに含まれる間違いを見つける練習を
多く取り入れているものも増えてきている。

例えば、村岡・因・仁科（2013）の『論文
作成のための文章力向上プログラム』は、最初
にルールを教えるのではなく、素材文を読み、
それを評価するタスクを通じて、レポートや論
文の内容面や表現面の問題点を見つける訓練を
することで、アカデミックな文章を作成する際
の問題点を十分に意識した上で、自分の文章を
作成するような流れになっており、このテキス
トでは学生がまず問題点に「気付く」こと、他
者の文章を評価する力を身につけることが重要
視されている。

同様に、石黒・筒井 （2009）の『留学生のた
めのここが大切 文章表現のルール』も推敲を
重視するアプローチをとっており、テキストの
中に留学生が共通して間違える文章表現を集め、
学習者が修正する練習を多く取り入れている。
これにより、学習者が提出する前に書いた文章
を推敲する力をつけ、読み手が自然に理解でき
るかどうか、読み手の視点に立って書く習慣を
身につけることが目指される。

このほかに、教室での学生の共同学習を重
視しているのが大島・池田・大場・加納・高
橋・岩田（2014）の『ピアで学ぶ大学生の日本
語表現』で、レポート作成のすべてのプロセス

においてクラスメートとの共同タスクが入って
おり、学生がお互いの文章を読み合い、話し合
い、学び合うことを通じて、自分の文章を練り
直し、改善することが目指されている。こうし
た学習者間の協働を取り入れた教育は、アカデ
ミックプレゼンテーションにおいても実践され
ており（村田2004）、大学という学びの共同体
の中で、学生の多様なアイディアや視点を生か
した学び合いを取り入れていくことが、大学の
多様性教育の観点からもますます重要になって
きている。

４．JLPのアカデミック日本語科目における
レポート指導

　以上のように日本語教育におけるアカデミッ
クライティングクラスでは留学生のアカデミッ
クライティングのスキル向上、日本語の緻密さ
の向上（段落、レポートの構成要素を支える緻
密な日本語表現力）、自律した書き手としての
推敲力の向上という３つの側面での指導が重要
となっており、本学に 2017 年度より新設され
た日本語教育プログラム 1（JLP）ではこれら
の要素を取り入れつつ、レポート作成指導を
行っている。JLP のアカデミックライティング
に関連した科目は以下の４科目である（2019
年度からは大学院の学生が選択履修することが
可能な科目を新設予定）。

（報告型、論証型、実証型の区分は井下2014から）

表4.　科目ごとのレポート作成の違い

科目名 日本語レベル 作成するレポートの種類

アカデミック日本語1 N2 ～ N1 報告型レポート（留学体験のレポート）

アカデミック日本語2 N1以上 論証型レポート（二次資料を用いて論証）

アカデミック日本語３ 研究計画・志望理由書の作成

フィールドワーク・課題
研究

実証型レポート（一次データを収集し、その結果
を考察する）

1　JLPは初級から上級までの7レベルがあり、交換
留学生、私費留学生、英語学位生を主な対象とし、
2018年度秋学期は54科目の授業が開講されている。
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表 4 で示したように、アカデミック日本語
科目において作成するレポートの種類は、クラ
スによって異なる。アカデミック１は日本語が
中上級レベルでレポートを作成することが初め
ての学生向けのクラスとなっているため、難易
度がそれほど高くなく、学生自身の実体験に基
づいて書くことができる報告型（体験報告型）
レポートを課している。それに対して、アカ
デミック２は上級（JLPT のＮ１以上）の学生
を主な対象として、より高度なレポートの作成
を課しており、文献資料に基づいて、自分の主
張を論理的に提示し、相手を説得する論証型レ
ポート（資料に基づいた論証）を作成する。ま

た、アカデミックライティングの科目ではない
ものの、筆者（村田）が担当する「フィールド
ワーク・課題研究」のクラスでは学生がフィー
ルドワークを行い、学期末に実証型（調査型）
レポートを作成する。実証型レポートは単に調
査データを集めるだけでなく、問いの立て方、
文献の批判的な読み、調査データの収集、質的
データの分析力、先行研究との違いの明示など、
複合的な力が求められるため、アカデミック２
で論証型レポートの作成を学んでから履修する
か、２クラスを並行して履修することを推奨し
ている（図２）。

図2　JLPでのレポート作成関連科目

体験報告型
レポート

アカデミック日本語１

論証型レポート
アカデミック日本語２

調査型レポート
フィールドワーク

・課題研究

以下、JLP で開講されているアカデミック
ライティング関係の科目の教育デザインを示す。

4.1.　留学体験レポートの作成（アカデミック
日本語１）

アカデミック日本語１のクラスは中上級レ
ベルの日本語力をもつ留学生を対象とし、アカ
デミックライティングの基礎を学ぶ。コースの
前半では、文章表現の基礎を学び（書き言葉の
文体、レポートに適切な表現、接続詞、パラグ
ラフライティング、引用と要約など）、コース
の後半にレポートを作成する（3000 字～ 4000
字程度）。

本科目はアカデミックライティングの入門
科目であるため、難易度が比較的低い「体験
レポート」を課題として出している。履修者
は、主に１学期から２学期間日本に留学する交
換留学生、私費留学生（海外の大学所属者が多
い）であるため、留学後に帰国し、国の所属大

学に留学レポートを提出することが求められる
ことを踏まえて、レポートの課題は「留学体験
レポート」とし、留学生が実際に帰国後に活用
できるテーマを設定している。授業の流れは以
下のとおりである。

第１週目から７週目まではレポートで使わ
れる文体や表現、レポートの構成などを学習し、
レポート作成の基礎を身につける。第８週目以
降はレポートを構成する序論・本論・結論（結
び）の学習および執筆に進む。ここでは、毎
週 600 字～ 800 字の課題が出され、序論、先行
研究分析、本論、結論の順に執筆していく。合
計で 3000 字から 4000 字のレポートを執筆する。
各論のフィードバックの方法として、教員はオ
ンラインで提出された課題をチェックし、意味
が不明瞭な個所、不自然な表現をハイライトし
て返却し（ここでは適切な表現に訂正するとい
うことまではしない）、学生は修正して再提出
するという作業を根気よく繰り返す（表５）。
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表5.　アカデミック日本語1の授業の流れ（全14週）

週 授業の流れ 詳細

1-7週目 レポート作成の基礎 レポートで使われる文体や表現、レポートの構成などの練習

8-10週目 序論

先行研究の分析

留学体験を記述することがなぜ重要かを記述し、レポートの概
要を示す。
異文化感受性発達モデルの批判的な分析

11-12週目 本論 5W1Hで詳細に留学体験を記述し、考察を加える。

13-14週目 おわりに 留学体験の総括をし、先行研究と比較して自分の体験がどのよ
うなものであったのかをまとめる。

本科目は各学期 10 数名から 20 数名程度の
履修者がいる。この科目の課題レポートでは、

「留学」という、どの学生にとっても関連性の
あるテーマであるために書きやすく、学生のレ
ポートの提出率は 3 学期間でいずれも 100% と
なっており、全員が学期末に 4000 字程度のレ
ポートを提出することができた。学期末のレ
ポート作成に対する学生のコメントでは、レ
ポートを書くための文型や表現、文体を意識し
ながら、ある程度の長さのレポートを書けた
ことが自信につながったというコメントが多く、
また、自分の留学の振り返りと総括ができてよ
かったというテーマ設定に関するコメントも出
された。

指導の留意点：学生にとって留学体験報告のレ
ポートは書きやすいが、学生によっては体験の
具体的な描写が少なく、日本と自分の国の違い
を二項対立的に単純化し、その違いを一般論と
して結論付けようとする傾向がレポート作成の
初期段階でしばしば見受けられた（例：自分の
国は～だが、日本は～）。このため、体験の描
写と自分の意見を分けて書く指導を行うと同時
に、学生が体験したことをできるだけ具体的に
描写できるように、いつ、どこで、だれと、ど
のような接触があったのかを視覚的にマッピン
グさせた後に言語で描写させたり、時系列に体
験を記述させたりすることで、文脈のより深い
分析を促すことが重要であった。

4.2.　レポート作成（論証型）（アカデミック   
日本語２）

本科目ではアカデミック日本語１の上のレ
ベルとして、論証型のレポートを執筆する能力
を養成することを目的としている。期末レポー
ト提出までの流れとしては以下の表６のような
形をとっている。最初の５週程度でレポートに
ついて学習し、その後、各自の期末レポートの
序論、本論、結論を執筆し、教員のフィード
バックを受ける。そして、最終日にまとめて提
出するというものである。各論では、初週と翌
週の中盤まで（本論については第３週の途中ま
で）教科書の解説や練習問題などを用いて、そ
れぞれの書き方や使われる表現などを学習する。
学生はその後、自分のレポートのそれぞれの部
分を執筆する（各部分の執筆前に教科書をもと
に担当者が作成した、自身の考えをまとめる
ためのプリントを配付している）。レポートの
課題は決めず、学習者が関心を持っているテー
マを選び、その問題の背景や実態を明らかにし、
論点を明確にしたうえで、自分の意見を 4000
字以上で述べることを求めている。
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表7.　進学希望者に対する指導

＊第7週と第14週にはそれぞれ中間試験と期末試験が予定されている。

週 授業の流れ 詳細

1-5週目 レポートを書く前に レポートとは何かということから始め、レポートで使われる文
体や表現、レポートの構成などについて学ぶ。

6,8週目 序論 教科書に従って、序論の役割を学習し、背景説明、問題提起、
方向付け、全体の予告などの表現を学ぶ。

9-11週目 本論 序論と同様に、本論の役割を学習し、論拠提示、結論提示、行
動提示、論の展開などの表現を学ぶ。

12-13週目 結論 序論、本論と同様に、結び（結論）の役割を学習し、全体のま
とめ、評価、展望提示などの表現を学ぶ。

本科目は各学期 10 数名から 20 数名程度の
履修者がおり、そのほとんどが期末のレポー
トの提出までできている。期末試験の際に学
生に自由に記述してもらった授業に対するコ
メントには、否定的なコメントも見られたが、
最初は否定的であったが変わった、多くの量
を書かされ否定的に感じていたが終わってみ
たら肯定的に感じられた、他の授業のレポー
トにも活用したい、卒業論文に有用だという
主旨のコメントが見られたことは一定の評価
ができるのではないかと考える。

指導の留意点：本科目は学生がテーマを決め、
それに沿ってレポートの構成要素を段階的に
習得しながら、レポートを作成していくため、
学生の自主的な課題意識をベースとして、レ
ポートの構成要素を段階別に指導することを
前提としている。しかし、レポートのテーマ

が固まっており、スケジュールに従って執筆
を進められる学生が多い一方で、テーマがな
かなか決まらず、レポートを書く必要性も現
時点では特にないが、日本語のレポートの書
き方の習得を希望して履修している学生も存
在する。このため、授業では前者の学生の指
導を中心としつつ、後者の学生に段階的な動
機づけと作成支援をしていくことが必要と
なっている。

4.3.　研究計画書・志望理由書の作成（アカ
デミック日本語３）

本科目では、大学院進学希望者は志望理由
書について学習した後、志望理由書の作成、研
究計画書についての学習およびその作成を行い、
大学進学希望者は志望理由書について学習した
後、志望理由書の作成、記述（小論文等）につ
いての学習およびその演習を行う（表７）。

大学進学希望者 大学院進学希望者

指
導
の
方
法

主に志望理由書と日本留学試験の記述の演習を行っ
た 
序盤：志望理由書（5コマ程度）
中盤：日本留学試験記述を中心に
終盤：志望理由書・日本留学試験記述

志望理由書の指導と作成（2コマ）
研究計画書の指導と作成（10コマ）

　本科目はこれまで各学期数名から10名程度の
学生が履修しており、ほとんどの学生が志望理

由書や研究計画書の提出までできている。将来
の受験のために履修したということではなく、

表6.　アカデミック日本語２の授業の流れ（全14週）
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実際に直近に進学を控えていた学生については、
学生の希望に応じて、志望先に提出する書類の
書式に合わせ授業内外で個別に対応を行うなど
し、中には志望先への進学を決めることができ
た学生もいた。主観的な評価にはなるが、多少
必要に迫られた部分もあろうが、その中でも何
度も執筆し直すことを厭わなかった学生につい
ては、当初と終盤で構成面や展開について執筆
内容に非常に良い変化が見て取れ、また学生自
身の方でも自身が執筆した内容について客観視
でき、自信が持てていたように感じられる学生
もいた。

大学進学希望者の留意点：履修者の志望校を聞
き取り、志望順位、出願締め切り順を考慮して、
可能であれば実際の志望理由書を用いて、作成、
提出させて、フィードバックした（学生によっ
ては４,５回程度作成、フィードバックを繰り
返した）。また、大学学部進学には日本留学試
験も必要であるので、日本留学試験問題の演習
も行い、課題に対する受験者の意見を400－500
字程度でまとめる問題の演習を中間試験、期末
試験を含めて行った。

大学院進学希望者の留意点：志望理由書、研究
計画書のある程度の型を提示し、それを用いて
学生自身のものを作成した。本科目では各学生
の研究テーマの内容に踏み込んだ指導はしてい
ない。具体的な指導教員まで決まっている学生
には志望先の教員、またはこれまでの指導教員
に直接コンタクトを取る方法についても授業で
触れている。

4.4.　調査型レポート
JLPではアカデミック日本語以外にもレポー

トの提出を求める科目として「フィールドワー
ク・課題研究」があり、教育人類学を専門とし
ている筆者（村田）が担当している。「フィー
ルドワーク・課題研究」のクラスでは、留学生
がそれぞれ関心のあるテーマを選び、教室外で
調査活動を行い、その結果をまとめて発表する。
そして学期末に調査レポートを提出する。アカ
デミックライティングの指導は行わず、学生は
アカデミック２の並行履修が推奨されている。
授業の流れは以下の通りである（表８、図３）。

表8.　フィールドワーク・課題研究のクラスの流れ

週 授業の流れ 詳細

1週目 事前指導 フィールドワークとは何か、質的調査法概論

2-5週目 調査準備 テーマ選び、文献収集と要約、リサーチクエッションの設定、
研究計画の作成、インタビュー質問リスト、アンケートの作成、
参与観察の方法の検討（録画、録音の注意など）、研究倫理に
ついて

6-9週目 現地調査活動
チュートリアル

インタビューデータの文字化、写真、映像などをもとにクラス
で検討

10週目 結果分析 結果を統合して、最終的な知見をまとめる

11-14週目 調査結果発表会と最終報告
書提出

学生は研究成果発表会用に作成したパワーポイントの構成に
基づいて、最終報告書を作成する。最終報告書は4000字程度。
学生は調査型のレポートを書くことを通じて、調査方法の記述、
結果の記述と解釈、データに基づいた結論を書くことなど、前
述の論証型のレポート作成とは異なる点を学ぶことができる。



16

法政大学教育研究第十号

指導の留意点：本科目はフィールドワークの経
験のない学生が１学期間でフィールドワークを
実施し、最終レポートを提出するため、学生の
毎週の課題の量が多く、負荷が非常に高い科目
となっている（教室外の学習時間が 70 時間以
上になることが想定される）。フィールドワー
クを実施し、最終レポートにまとめるために、
テーマ決め、文献分析、調査計画作成、調査の
実施、結果の分析、最終発表など各段階での課
題をクリアしていくことが必要となり、学生の
主体的な取り組みが鍵となる。同時に各段階で
の個別のサポートを教員がきめ細かく行い、学
生の取り組みを支援することが重要となる。留
学生が日本でフィールドワークを実施し、大学
内外のさまざまな人々にインタビューをしたり、
現地観察をして情報を収集する経験をもつこと、
そしてデータをもとにレポートを作成する経験
は今後の研究の大きな自信になるという学生の
コメントは多く、将来の大学や大学院での研究
活動の準備として、また、仕事での情報収集や
結果分析などに役立つのではないかと考える。

５．おわりに：自律した書き手を育てる為の
連携

　本稿では、まずアカデミックライティングの
構成要素を示し、日本語教育におけるアカデ
ミックライティング教育の流れと、具体的な
JLP における教育を分析した。

　こうした日本語教育におけるアカデミックラ
イティング教育の実践を大学コミュニティーで
共有することの意味とは何だろうか。大学が留
学生受け入れを拡大し、日本語力を問わずに多
様な留学生を受け入れていくのであれば、レ
ポートや論文における様々な指導側の悩みもま
た増えていくことは避けられないであろう。し
かし、大学が多様な留学生を受け入れていく方
向で進むのであれば、大学全体として、責任と
覚悟、そして多様性への寛容性を持った支援体
制が求められる。多くの大学で「誰が」留学生
の「てにをは」を添削するのか、という点がク
ローズアップされがちであるが、本稿の図１で
示したようにアカデミックライティングの構成
要素は「言語」が「技能」（アカデミックライ
ティング、そして広義のアカデミックスキル）
と連動し、また、その根底にある学生の問題意
識、思考力、論理性、専門性が複雑に絡み合っ
ている。そのため留学生の指導にあたって、ゼ
ミの教員、日本語教育の教員、個別チューター
がそれぞれの領域の強みを理解すると同時に、
全体像を俯瞰しながら、連携して指導にあたっ
ていくことが大切であろう。次の図４ではそう
した様々な立場の役割と接合領域のイメージを
示した。

〈B 教室外のグループ活動〉〈A 教室活動〉

①事前指導 ②調査準備

③現地調査活動

⑥調査結果発表
　最終報告書提出

④教員はチュートリアル
により進捗状況をモニ
ター ⑤結果分析と発表練習

図3.　フィールドワークの流れ（村田2018）
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日本語教育におけるアカデミックライティング教育の役割

図4.　日本語教員（A）、ゼミ教員（B）、チューター（C）の役割と接合領域

　図４のＡが日本語教育におけるアカデミック
ライティング教育の一般的な範疇であり、前述
したように①の日本語力とアカデミックライ
ティング教育の両方をカバーしている。次いで、
Ｂが専門領域を教える教員による留学生のレ
ポートや論文の指導に関わる領域である。そし
てＣが個別のレポートの指導に特化したチュー
ターの役割である。留学生を受け入れるプログ
ラムでは、関係教職員が重点的に対応する領
域をそれぞれ意識すると同時に、他の組織や
チュータープログラムと連携したい部分が何な
のかを明確にすること、そして有機的な連携に
向けた話し合いを全学的にしていくことが重要
なのではないだろうか。そうした場では、留学
生のレポート、論文作成を「誰が」指導するの
かということにとどまらず、広義のライティン
グ教育の意義を考えていくことも重要であろう。
　大学・大学院教育の根底にあるものは、すべ
ての学生が自律的に学び、主体的に社会参加す
るための教育の機会を提供することにある。留
学生のレポート作成においても、最終的な目標
は「自律した書き手」になることであると言っ
ていいだろう。その意味で、北米で広がったラ
イティングセンター 2 の理念と指導法は参考に
なる。ライティングセンターの理念は「自律し

た書き手」を育てることにあり、教員やチュー
ターが学生の論文の問題点を特定し、その都度
添削することだけを対処療法的に行うことは、
学生自身の推敲力、長期的な文章力の向上には
つながらないという考え方に立っている（佐渡
島・太田 2013, 佐渡島・坂本・大野 2015）。こ
の理念に基づいて、チューターのセッションで
は、学生が自分の文章を推敲し、自立的に文章
を書く力を高めるための対話セッションを設け
ている。こうした自律を促す指導は、大学全体
として重視しているアクティブラーニングの流
れと合致しており、学生自身が推敲する力を身
につける、という長期的な目標を教員全体とし
て共有し、そのための指導方法を考えていくこ
とが大切であろう。
　本稿では 3 . 4 で推敲力の指導について述べ、
また JLP の教育実践においても学生の文章に
ハイライトのみして返却し、学生自身が修正す
る作業を根気強く行っていることを述べたが、
文章を作成する主体は、学生である。彼らが自
らの文章を評価する力、見直して修正する力を
最終的に高めていくために、ゼミ、日本語教育、
チュータリングでどのようなことができ、また
どのような連携が可能なのか情報共有の場を設
けることが今後重要になっていくと考える。
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　最後に、留学生のアカデミックライティング
というと「学術活動」を支援するための手段、
という側面に焦点が当たりがちであるが、多く
の学生は卒業後、修了後は研究ではなく、職業
世界に入っていき、また、市民として社会に関
わっていく。レポート作成によって培われるス
キル（情報収集力、分析力、思考力、判断力、
論理的文章の作成力等）は、職業人として、そ
して市民として必要な企画、立案、提言、報告

に役立つものであり、そのために大学が「自律
した書き手」を育むための取り組みを全学的に
検討していくことは非常に重要になっていると
言えるだろう。
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ルを取得するために設けられたもので、全学的な取り組みとして、推進している大学もある。
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学生は日本語ボランティアを通じて何を学ぶのか
―多文化共生に貢献する人材の育成に向けて―
What Do Students Learn through Japanese Language Volunteering? 
： Fostering Multicultural Minds

村田　晶子（法政大学グローバル教育センター教授）
竹山　直子（法政大学グローバル教育センター教育講師）
長谷川由香（法政大学グローバル教育センター教育講師）

キーワード
日本語ボランティア、日本語教育、多文化共生、人材育成

要旨
　本学の日本語教育プログラム（JLP）では、毎学期60名を超える学部生が日本語ボランティアと
して留学生との交流活動に参加している。本稿は日本語ボランティアのアンケート結果を分析し、
学生たちの多様な学びを明らかにする。そして、こうしたボランティアの体験が本学の人材育成
の一環としてどのような意義があるのかを明らかにするとともに、キャリアの一つとしての「日本
語教育」の可能性についても言及する。

研究ノート

１.　はじめに

　大学の国際化の流れの中で、大学で学ぶ留学
生の数が増加しており、キャンパス内で留学生
を見かけたり、外国語の会話を聞くことも珍し
いことではなくなった。しかし、新しく大学や
大学院に入学する留学生の多くは、日本での
ネットワークをもっておらず、言語の壁などか
ら親しい友人が見つけにくいこともあり、学
内で疎外感を感じる学生が少なくない（横田
1991、藤井・門倉2004、中野2006、加賀美・小
松2013）。こうしたことを踏まえて多くの大学
では、多様な学生間の交流を促進するために国
際交流ラウンジを設置したり、多言語の交流会
を設けるなど（英語カフェ、ドイツ語カフェな
ど）、学生達の交流の機会を増やす努力をして
いる。本学の日本語教育プログラムにおいても、
留学生に国際交流の機会を提供するために毎学
期日本語ボランティアを募集しており、60名以

上の学生ボランティアが日本語学習支援や交流
活動に参加している。
　日本語教室における日本語ボランティアのク
ラスへの参加は、留学生にとっては日本語の運
用練習の場として、そして、同じ年代の学生同
士の交流の場として大変貴重な機会であり、毎
学期留学生には好評を博している。日本語教育
研究者による、日本語ボランティアが参加する
授業や交流セッションに関する研究においても、
留学生がボランティアの参加を楽しみにしてお
り（村岡1992）、ボランティアとの交流や協働
学習が日本語学習に役立っていること（寅丸
2007、横倉2006、矢部2005）、社会文化の理解
につながること（横須賀2003）、留学生の学習
意欲を高めること（赤木2013）など、言語や文
化学習の効果が指摘されている。
　しかし、こうした日本語教育の視点からの
「留学生の学び」の研究が数多くなされる一方
で、日本語ボランティアを中心に据え、彼らの
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学びを分析した研究は十分には行われていない。
例えば、日本語ボランティアの参加動機を分析
した杉原（2012）では、ボランティア学生の気
付きは大きく二つに分けられるとして、1）国
際交流への関心（約６割）、2）日本、日本語教
育への関心（約３割）が挙げられているが、ボ
ランティアが実際にボランティア活動をした後
でどのような気付きがあったのかに関しては
分析がなされていない。また、ファン（2005）、
永井（2012）では、ボランティア学生の活動参
加を通じた気付きとして、1）留学生の日本語
力への驚き、2）語学の勉強方法に関する気付
き、3）視野の広がり、4）日本の再発見、5）
今後の国際交流への積極的な参加への動機づけ
などが挙げられているものの、調査の規模が小
さく（実施クラス数がそれぞれ５クラス、３ク
ラス）、ボランティアの背景、参加動機、交流
のトピックなどの情報を含んだ体系的な調査が
なされていない。こうしたことからより多角的
な視点から日本語ボランティアの学びや気付き
を分析することが求められている。
　さらに本学の人材育成の観点から見ても、日
本語ボランティアを通じた学びがどのようなも
のであるのかという点を明らかにすることは重
要であろう。本学の「グローバルミッション」
として、日本の学生の海外留学の促進（「世界
のどこでも生き抜く力をもったグローバル人材

の育成」）と「留学生の受け入れ」の拡大を通
じたキャンパスのグローバル化が目指されてい
るが、日本語ボランティアはこうした二つのベ
クトルの接点としてどのような意義があるのだ
ろうか。こうした点を検討することは本学のグ
ローバル化に対応した人材とは何かを考える上
でも重要であると考える。
　本稿ではこうした課題意識に立ち、日本語ボ
ランティアとして参加する学生たちは、どのよ
うな背景を持ち、日本語ボランティアを通じて
何を学ぶのか、そしてそれは彼らの今後の目標
設定とどのようなかかわりがあるのか、2018年
度春学期に日本語科目に参加したボランティア
の学期末アンケートの分析を行う。
　本稿は村田が全体を執筆し、竹山、長谷川は
ボランティアの受け入れ教員としてボランティ
アに対するアンケートの質問項目の作成に関わ
り、本稿の結論部分に加筆した。

２.　JLPによる日本語ボランティアの募集

　本学の日本語教育プログラム（JLP）では毎
学期日本語ボランティアの協力を得て授業を
行っており、2018年度春学期には以下の17の日
本語科目で日本語ボランティアを募集した。ボ
ランティアの内容は教員が指定している。

表１.　ボランティアを募集した科目とボランティアの内容

番号 科目名 ボランティア内容

1 J1S日本語総合Ⅱ ・ペアまたはグループでの会話練習におけるパートナー
・表記練習におけるサポート

2 J1S日本語総合Ⅲ ・ペアまたはグループでの会話練習におけるパートナー
・表記練習におけるサポート

3 J2S日本語総合Ⅰ ・ペアまたはグループでの会話練習におけるパートナー
・表記練習におけるサポート

4 J2S日本語総合Ⅲ ・ペアまたはグループでの会話練習におけるパートナー
・表記練習におけるサポート

5 J3S日本語総合Ⅱ ・ペアまたはグループでの会話練習におけるパートナー
・表記練習におけるサポート

6 J3S日本語会話 会話、ロールプレイの練習相手、ディスカッション参加等
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7 J4S日本語会話 会話、ロールプレイの練習相手、ディスカッション参加等

8 J5S日本語集中Ⅲ 会話、ロールプレイの練習相手、ディスカッション参加等

9 J5S日本語会話 ・シャドーイングにおけるアクセント/イントネーションのチェック
・会話ロールプレイにおける相手役
・クラス全体での会話におけるファシリテーター役

10 J6S日本語集中Ⅲ 会話、ロールプレイの練習相手等

11 J6S日本語集中Ⅲ 会話、ロールプレイの練習相手等

12 J6S日本語読解文法Ⅰ 練習中のアドバイスとディスカッションへの参加

13 ビジネス日本語1 S 会話の練習相手。日本語についてのご意見番
（若い世代がどんな風に使っているかなどざっくばらんに話してもらいます）。

14 ビジネス日本語2 S サービスの場面や面接に参加するなど、社会参加場面での言葉の使い方を一
緒に考えてもらいます。

15 日本社会とメディア 留学生とのディスカッション、日本事情の情報提供

16 日本社会と文化 留学生とのディスカッション、日本事情の情報提供

17 フィールドワーク・
課題研究Ⅰ

留学生のフィールドワークの支援

　募集に際してはこのようなクラス情報と共に、
ボランティア参加の心構えとして次（表２）の
情報もグローバル教育センターのホームページ
に掲示している。学生の多くは留学生との交流
には英語が必要だと考えていることから、日本
語ボランティアには英語力が必要ではなく、国
際交流として関わる上で参加しやすいことを述

べている。また、学生の中には英語での交流を
希望して参加する学生もいるため、留学生を英
語の練習台として考えてはならないことも強調
している。さらに、コースの途中で来なくなっ
たり、遅刻、欠席が多いと留学生とのペアワー
クに支障が出るため、欠席、遅刻に関する注意
事項も掲載している。

１）国際交流の最初の一歩として参加しやすい内容であること
・このボランティアは法政大学で日本語を学ぶ外国人留学生に対し、【日本語で】授業の補助

を行うもので、英語のレベルは問わない。授業中に英語で会話をすることはないので英語
に自信がなくとも参加できる。

・日本語科目の講師のサポートをするボランティアであり、国際交流ボランティアとして経
験のない学生も参加しやすい内容。

２）欠席しない心構えで臨むこと
日本語科目ではボランティアと留学生とのペア、あるいは小グループで言語運用練習を行う。
ボランティアが休むと授業の進行に支障が出る。また、留学生もがっかりするので登録した
授業には必ず出ること。万が一来られない場合は、出来る限り授業の前日（夜20時）までに
連絡すること。連絡なく休むことは絶対にしないこと。

３）教室では日本語を使うこと
留学生は日本語を勉強しにクラスに来ているため、留学生を英語の練習台として考えないこ
と。教室では以下のようにすること。
　１.　教室では原則日本語で話す。
　２.　留学生が日本語が分からない場合は、まず日本語で簡単な表現に言い換える。
　３.　それでも通じない場合のみ、媒介語を使う（但しその場合も媒介語は最小限にする）。

表２.　ボランティアの心構え
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３.　ボランティアのアンケート結果

以下、2018年度春学期の日本語教育プログ
ラムにボランティアとして参加した学生に学期
末に行ったアンケートの結果を分析する。ボラ
ンティアとして参加した学生は64名で、アン
ケートに回答した学生数は45人であった（回
答率70%）。アンケートの質問項目は次のとお
りである。

①　学生の属性
②　JLP日本語ボランティアの参加回数
③　海外渡航経験と滞在期間
④　ボランティア参加の理由
⑤　日本語教室での交流で話したトピック
⑥　教室外での支援について
⑦　教室外での交流について
⑧　ボランティアを通じた気付きや学び
⑨　ボランティア経験を今後の活動に生かせるか

①アンケートに回答した学生の属性
所属学部は国際文化学部が最も多く

（13人：28.8%）、次いで文学部、法学部
（11人：24.4%）となっている。国際文
化学部が多い理由は、基本的に全員の学
生が海外留学することから、留学前、留
学後の交流の機会を求めている学生が多
いのではないかと考えられる。

学年は３年生が多い（23人：51.1%）。
履修科目数が減り、時間的に余裕があり、
就職活動が始まっていない学生が日本語
ボランティアに参加する傾向にあること
がわかる。

図１. アンケートに参加した学生の属性
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②ボランティア参加回数

③海外渡航経験と滞在期間

JLP日本語ボランティアへの参加回数
については、ボランティアに初めて参
加する学生が多いことがわかる（32人：
71.1%）。日本語での国際交流は英語での
交流に比べて気軽に参加することができ
ることから国際交流の「はじめの一歩」
として参加する学生も少なくないのでは
ないかと考える。

ほとんどの学生が渡航経験があり、
３回以上の海外経験のある学生が全体の
半数を超えている。この結果から日本語
ボランティアに参加する学生の多くが海
外に興味があり、異文化環境に身を置い
た経験があることがわかる。

学生の海外渡航期間をみると、短期
（１か月以内）の学生が20人（57.7%）
で最多となっている。このことから多く
の学生が海外旅行、あるいは短期の語学
研修をきっかけとして、国際交流や日本
語ボランティアに興味を持ち応募してい
るのではないかと考えられる。

図２.　本プログラムのボランティアに参加した回数

図３.　海外渡航経験と滞在期間
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④ボランティア参加の理由

図４.　ボランティア参加の理由

ボランティア参加の理由としては、留学生
との交流に関心があるという回答が最も多く
（93%）、次いで日本語教育への興味となってい
る（51.1%）。この２つの項目は、杉原の調査で
明らかになった動機（留学生交流への関心、日
本／日本語を教えることへの関心）とも共通し
ている。しかし、杉原の調査ではボランティア
申し込み時の参加理由を調べたのに対し、本稿

のアンケートは参加前（学期最初）ではなく、
ボランティア参加後（学期末）に学生に参加理
由を尋ねているため、実際に日本語教室に参加
して日本語教育に興味を持ったことも、参加理
由における「日本語教育への興味」として反映
されているのではないかと考えられる。次回の
調査では参加前にもアンケート調査を行い、再
度検証したい。

⑤ボランティアとして教室での交流で話したトピック

図５.　交流で話したトピック
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ボランティアとして教室での交流で話したト
ピックとしては、日常生活のこと（86.6%）、相
手（留学生）の国のこと（82.2%）、大学の勉強
（77.5%）、住んでいる所のこと（73.3%）、旅行
（62.2%）などさまざまなものが挙げられてい
る。これは授業のトピックとして取り上げられ

たもの、ディスカッションの中で出てきたト
ピック、休憩時間に話した内容などさまざまな
ものが含まれていると考えられる。この結果か
ら、全体としてはボランティアと留学生が身近
な日常のことや留学生の国のことを中心に話し
ていることがわかる。

⑥教室外での交流
交流は教室活動を中心としており、

教室外での交流はあまり行われていない
ことがわかる。この結果から考えて、教
室での交流が自然に教室外での交流に発
展するかというとそうではないことがわ
かる。こうした点を踏まえて、留学生が
日本の学生と話す場として、日本語教室
がボランティア学生と交流する場を継続
して提供することが大切であろう。

図６.　日本語教室以外での留学生との交流

⑦教室外での支援
ボランティアは留学生からさまざまな相談

を受けており、次のリストに示したようにおい
しい店、銀行口座の作り方、携帯端末の手続き
など多様な情報を提供したり、留学生の調査に
協力したりしている。

・おいしい店を教える
・銀行口座の作り方を教える
・パソコンの使い方	
・ＳＩＭカード解約	
・床屋の予約の仕方	
・式典やイベントの服装	
・入試センターの場所、Ｊラウンジについて
・アルバイト探しの話し方	
・ラインで日本語添削インタビュー協力

⑧ボランティアを通じた気付きや学び
ボランティアを通じた気付き、学びは、次

の表３に示した通りで、「日本語の難しさ、面
白さ」（16）、「留学生の学習へのポジティブな
驚き」（7）、「留学生の日本語学習を見て、自分

も刺激を受けた」（7）、「自分の視野の狭さ、知
識の少なさに気づいた」（6）、「多様性への気付
き」（6）、そして「積極的なコミュニケーショ
ンの重要性への気付き」（2）などのコメントが
挙げられた。詳細は以下の通り。
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表３.　ボランティアを通じた気付きと学び（回答例）

項目 回答例

１ 日本語の難しさ、
面白さ（16）

・ 日本語を勉強し始めたばかりの留学生が多く、私たちが普段当たり前に使ってい
た日本語をどうしてそのように言うのかと聞かれることがあり、日本語の活用や、
状況に応じて変わる使い方は改めて難しいと思いましたし、言葉の面白さを感じ
ました。（例えば、いいの過去形はいかったではなく、よかったになるなど。）

・ 今まで当たり前に使っていた日本語が実はとても難しいということを認識できま
した。日本語に対して、私自身も理解を深められました！

２ 留学生の学習へ
のポジティブな
驚き (7)

・ 日本語を1から（ひらがなから）教えることから始まり、（学期末の）今では普通
に日常会話ができるようになっていたのには驚いた。

・ 日本人は外国語を話すことに抵抗があるけれど、留学生は日本語を話そうとする
姿勢がすごくあること。

3 留学生の日本語
学習を見て、自
分も刺激を受け
た（7）

・ 勉強に対する意欲と熱意に感銘を受けました。理解できないことを何回も聞いて、
徹底的に理解する方が多いと感じ、自分は彼らのこういう所を見習いたいと思い
ます。

・ ボランティアで新しい友達ができるたびに、自分が勉強不足であることを多々感
じます。教育環境や国からの圧力の違いもありますが、勉強への熱意や意識が違
い、もっと自分も頑張らなくてはと留学生たちは思わせてくれます。

・ 多くの留学生にとって日本語は第三言語であるにも関わらず、その日本語で多く
のリサーチをし、発表していて本当にすごいなと思った。自分は第二言語にすら
苦戦しているため。

4 自分の視野の狭
さ、知識の少な
さに気づいた（6）

・ 留学生と交流することで、物事を考える際に、自分の視野の狭さを感じもっと
色々な角度から物事を見る必要性を実感しました。

・ 自分が他国の文化のことは勿論、自国の社会の特徴についても知らない部分が多
いことに気付き、またそれらを多く理解しているほど留学生との会話が盛り上が
ることを知った。

5 多様性への気付
き（6）

・ テレビでやっていた情報は全ての外国人にあてはまるわけではない。あまり国籍
ではなく、そのひと個人として人を見ることが大切だと感じた。

・ 日本人と授業を受けるスタンスが違う。遅刻や欠席、話を聞くタイミングも自分
のペースで進めようとする留学生が多い。そのペースを大事にした方が良いと
思った。

・ ロールプレイを通して日本人とは他者に対しての対応が全く違うことに驚きまし
た。例えば、隣人がパーティーをしていてうるさいから注意してみよう、という
例題では、騒いでいる隣人が注意しに来た人をパーティーに誘ってしまったり、
誘われた方も怒っているはずなのにパーティーに参加しようとしていました。日
本人には自分に対して注意しに来た人を逆に巻き込むことは考えられないためと
ても驚きました。

6 積極的なコミュ
ニケーションの
重要性への気付
き（2）

言葉がわからなくても、伝えようと思うことが大切なのだと感じた。私は、英語を
話そうとする時、自分の英語の拙さを相手に笑われるのではないかと思っていまし
たが、よく考えてみれば、私はボランティアをやる中で、一生懸命 日本語を話そ
うとする留学生を笑おうとは1mmも思ったことはありませんでした。このことか
ら、私は「誰も私のことを笑おうとは思っていない」と気づき、「英語を話すと笑
われるのではないか」という不安が少なくなり、英語を話すことへの抵抗が減りま
した。

7 学び合いの喜び
（1）

自分はボランティアセンターの学生スタッフで日々ボランティアに貢献しており、
互いに学び合いたいという想いを強く持っています。今回のボランティアでは日本
語を教えると共に、相手からも自国について素敵な事や美味しい物、自分の家族な
ど様々な内容について教えてくれました。それは文化の学習にも結びつき、日本と
の生活環境や言語、人との関わり方の違い、多くの事を学ぶ事が出来ました。正直
英語や他の言語が得意でない人がいくら国際交流といっても相手の言いたい事が全
て聞ける訳ではありません。片言の日本語であったとしても（留学生が）日本語が
少しでも会話に入ることで我々の理解にも繋がります。やはり言葉が通じるって良
いですね。

（　）内は筆者が追記した。
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表４.　ボランティアは今後の活動に生かせるか（回答例）

活動 学生のコメント

１ 仕事・将来のキャ
リア（7）

〈日本語教育・外国人サポート業務への関心〉
・将来日本語教師になりたい。
・ 日本語教員になることができたら、ボランティア活動を通して感じた、自分に対

する問題点や課題を解決して、わかりやすい授業を行うことができる。
・この経験から在日・訪日外国人のサポートに強く関心を持つようになった。
〈就職活動〉
・就職活動でもこの経験を通して自分の興味の分野が広がった。
・ 留学生がとても明るく、母国から離れて頑張っている姿を見て自分も来年からの

就活を頑張ろうと思えた。
・ 就職活動で留学生と討論しあった日本側からと海外側からの視点の意見を盛り込

むことができている。
〈アルバイト〉
・ この経験は、アルバイト先の海外のスタッフとの接客、お客さんの接客に生かせ

ると思う。

２ 外国語コミュニ
ケーション（4）

・ 今回は日本語を使っての交流だったが、外国語でも円滑にコミュニュケーション
を取る為の役に立つと思う。

・ 留学生が一生懸命日本語を話している姿をみてとても嬉しかった。私の英語がた
どたどしくても外国人の人は嬉しいと感じると思うので積極的に話そうという気
持ちが芽生える良いきっかけとなった。

・留学生の友達が増えたので外国語学習の意欲が高まった。
・（外国語を話すとき）話し方、ジェスチャー、文法に気をつけようと思った。

3 今後の多文化交
流（4）

・ このボランティアを通してできたかけがえのない友達とこれからも交流を続けて
いきたい。

・今後も留学生との交流イベントに参加しやすくなった。
・外国の人と関わる時に話す内容など活かせると思いました。
・留学生と出かける約束をして日常生活の中で楽しみを増やすことができる。

4 留学（4） ・留学生と関わることにより自分自身が留学をする決心がついた。
・ 留学生が自国と日本に関して知識をたくさん持っていたように自分もそのように

準備して留学に臨めるとより良いものになると感じた。
・留学するときの課題、困難さを理解し、心構えができた
・現地の人とのコミュニケーションのあり方を学んだ

5 日常生活（4） ・人に分かりやすく話したり、説明する能力
・人見知りをしないで人間関係を作ること
・人に気軽に声をかけられるようになったこと
・まず何かやってみる勇気がもてたこと

6 学業・知的活動
（4）

・勉強への意識が変わり様々な面で自分を変えてくれた。
・ゼミの研究（多文化共生）とつながっている。
・ 国際文化学部の学生として異文化交流をできたので、学業にとても活かせる良い

経験。

⑨ボランティア経験を今後の活動に生かせる点
ボランティア経験を今後に生かせるかどう

か、そして生かせるとしたらどのような点かと
いう問いに対するコメントは次の表のとおりで

あり、「仕事・将来のキャリア」（7）、「外国語
コミュニケーション」（4）、「今後の多文化交
流」（4）、「留学」（4）、「日常生活」（4）、「学
業」（4）などが挙げられた。

４.　教員が感じる日本語ボランティアの成長

日本語教員にとって日本語ボランティアは
留学生の日本語練習のパートナーという意味合

いが強い（留学生科目の担当教員として、日本
語や日本事情の学習、交流の機会を提供するこ
とに力を注いでいるため、日本語ボランティア
の学生の気付きや学びを強く意識した活動をし
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ているわけではない）。
しかし、ボランティアを受け入れていたク

ラスの教員７名のアンケートでは、教室での日
本語ボランティアの成長として以下のようなさ
まざまな点が挙げられている。これらの項目は

ボランティア達が挙げた学びや気付き、将来に
生かせると考える点と重なっており、ボラン
ティア学生の学びや気付き、成長を裏付ける
データとなっている。

５.　留学生の感想

留学生から学期末の最終クラスでのボラン
ティアへの感謝のメッセージとして以下のコメ
ントが出された。感謝のコメントとしては、ボ
ランティアの優しさがうれしかったこと、日本

語や日本事情学習として役立ったこと、勉強以
外の支援や交流がうれしかったこと、同世代の
若者と交流ができてよかったことなどが挙げら
れており、日本語ボランティアが積極的に留学
生と関わっていたことがうかがえる。

表５.　教員が感じるボランティアの成長

項目 教員のコメント

１ 社会性、積極性
の高まり

・ お客さん気分で座っていたボランティア初参加の学生が、学期の終わりには積極
的にサポートに回るようになった。緊張の面持ちで現れた学部１年生が、留学生
とともに法政の一員として生き生きと活躍するようになる姿を見た。

・ 最初は（特に学部１年生）不安なくらい消極的だった学生が回を重ねるごとに積
極性を増し、自分から動き留学生と活動、交流していく過程は毎回目撃している。
相互作用があるんだと改めて感じた。

・ 留学生の意見や彼らの勉強に対する姿勢、日本への興味や知識に刺激を受けたの
ではないか。

２ 自国（語）を知り、
視野を広げるの
に効果があった
のではないか

・ 留学生から思いもよらぬ質問（日本語や日本文化など）をされ、自分なりに考え、
答えている姿も見られた。

・ 敬語の体系や、日本語を客観視する力、学習者の学び方を知るなど。日本語につ
いても新たな発見があり、日本語の教科書を買って勉強したいという学生もいた。

3 異文化理解・国
際交流の楽しさ
を経験した

異文化を学んだことがプラスになったとのコメントが学生からあった。外国人と親
しく話す機会を持ち、またいろいろな考えや意見の交換ができて楽しかったようだ。

4 将来の方向性へ
の影響

ボランティアさんからも、ボランティアに参加したことで留学を目指すようになっ
た、価値観が変わった、教職に自信がついたという声も聞いた。

5 コ ミ ュ ニ ケ ー
ション力の向上

（ボランティアは）おとなしい留学生をどうやって会話に巻き込むかを意識したの
で、（ボランティア自身も）そういうコミュニケーション能力が向上したと思う。
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表６.　ボランティアへの感謝のコメント

テーマ 留学生の日本語ボランティアに対する感謝のコメント

１ 優しく接してく
れた

・親切に接してくれてうれしかった。
・熱心に自分の話を聞いてくれた。
・安心して日本語が話せる環境を作ってくれた。

２ 日本語、日本事
情の学び

・日本語を話す練習ができてよかった。
・日本の若者の考え方が聞けた。
・日本人といっても大学生の考え方、地域差など多様であることがわかった。
・ ボランティアのことだけでなく、親世代の考え方について話してくれたので世代

による違いが分かった。
・交流を通じて日本語のバリエーションを知ることができた。
   （若者のよく使う言葉、男言葉、悪い言葉、大学生も敬語ができないことなど）

３ 勉強以外の支援、
交 流 が う れ し
かった

・店、おすすめの場所などの情報を教えてくれた。
・アルバイトの探し方のアドバイスをもらった。
・調査に協力してくれた。
・履歴書を添削したり、面接の練習を一緒にしてくれた。
・一緒に遊びに行ったりして友達になれた

４ 同世代の若者と
しての意見交換
ができた

・同じ大学生として共通する悩みを話し合えた。（進学、仕事、結婚など）
・ 同じぐらいの年齢のみなさんに、就職活動、インターンについての体験談を聞け

て、自分のことも話せてうれしかった。

６.　考察：先行研究との比較

　本稿は、学生たちが日本語ボランティアを通
じた気付きや学び、そしてボランティア経験を
今後の学生生活やキャリアにどのように生かせ
るのかという点を学生アンケート結果を中心に
分析した。以下、先行研究と比較する中で本稿
で得られた知見を４点あげたい。
　第一に、ボランティア参加により日本語およ
び日本語教育への関心の高まりが見られた。杉
原（2012）は、前述したようにボランティア申
し込み時の参加理由を分析し、1）国際交流への
関心、2）日本、日本語教育への関心の２つを挙
げており、これは本稿でも共通している。ただし、
本稿の調査では、参加申し込み時ではなく、参
加後に調査したものであるため、実際に日本語
教室に参加して日本語教育に興味を持ったこと
も関係しているためか、「日本語教育への興味」
が全体の５割を占め、より高い割合の学生が日
本語教育に興味を持っていることがわかる。
　第二に、杉原はボランティア参加の動機が
「日本語を教えたい」というものである場合は、
マジョリティーのマイノリティーに対する規範

の押し付けにもつながるので注意が必要である、
と述べている。しかし、本学の学生のコメント
には規範的なコメントは見られず、むしろ自分
が日本語を知らないということに対する反省を
述べる学生がほとんどであった。こうしたこと
から本稿の調査結果では、日本語ボランティア
が日本語教育への興味を喚起するものであると
ともに、学生が自明としていた日本語を問い直
す機会となっていることがわかる。
　第三に、ボランティア学生たちの背景や学び
についてより多面的に分析したことも本稿の
特色としてあげられる。ファン（2005）、永井
（2012）らは、ボランティアの参加を通じた学
びとして、1）留学生の日本語力への驚き、2）
語学の勉強方法に関する気付き、3）視野の広
がり、4）日本の再発見、5）今後の国際交流へ
の積極的な参加への動機づけなどを挙げており、
本稿のアンケート結果でもこれらの項目は共通
している。しかし、本稿ではこうしたカテゴ
リーだけでなく、本学のボランティア参加者の
背景も含めた調査を行い、ボランティアの多く
が、短期の旅行や語学研修の経験があるものの、
国内の国際交流活動の体験が少なく、大学での
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ボランティアが国際交流の「はじめの一歩」と
いう意味合いが強いこと、そして、そうした参
加者が、ボランティア体験を通じてさまざまな
ことに気づき、学んだことをカテゴリーだけで
なく、各カテゴリーの中の様々なコメントで示
した。これによって、本稿はボランティアの学
びの背景と内容をより多面的に分析することが
できたのではないかと考える。また、学生の学
びとして、日本語自体への気付きや興味に関す
るコメントが多い点でも先行研究の結果とは異

なるといえるだろう。
　第四に、本稿の知見として最も重要な点は、
ボランティア経験を今後にどのように生かせる
のかという点に関して、学生たちがどのように
考えるのかを明らかにしたことである。アン
ケートの回答に仕事や将来のキャリア、外国語
コミュニケーション、今後の多文化交流、日常
生活、学業、留学など多様な可能性が挙げられ
たことが、これまでの研究では指摘されていな
い新しい点である（図７参照）。

図７.　日本語ボランティアがどのように今後に生かせるのか
　　　（学生のアンケート結果まとめ）

図７の「仕事・キャリア」を例にとってみ
ると、ボランティア経験が生かせると答えた学
生の中には、日本語教師に興味がある学生だけ
でなく、広く在日・訪日外国人サポート業務に
関心を持ち始めた学生、留学生と討論した経験
が就職活動にも役立つと考える学生、アルバイ
ト先での外国人スタッフや客とのコミュニケー
ションに生かせると考える学生など、ボラン
ティア経験の将来に向けたさまざまな可能性が
挙げられている。また、学生たちの挙げたコメ
ントからは、外国語コミュニケーション、学業、
日常生活における多様な他者との積極的な交流

など、さまざまな面でボランティア経験を生か
すことができることがわかる。こうしたことか
ら、ボランティア経験が学生が今後主体的に学
び、行動していくうえでの刺激になっているこ
とがうかがえる。

７.　今後の展望

このような学生の学び、そしてボランティ
ア経験を今後に活かしたいと述べている学生達
のコメントは、本学の人材育成の観点からみる
とどのような意味を持つのだろうか。前述のと
おり、本学は「グローバルミッション」として、
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要旨
　大学の国際化が加速化する中で、大学における外国人留学生数が拡大し、多様化する留学生の
支援としての日本語教育の重要性が高まっている。本稿ではまず留学生政策、高等教育のグロー
バル化戦略の中で日本語教育に期待される役割がどのように変化してきたのかを検討し、留学生
の多様化の流れの中で新しい日本語教育を位置づける。そして、本学で2017年度から開始された
日本語教育プログラム（JLP）の役割と意義を分析する。

実践記録

１.　�大学のグローバル化の中で求められる
日本語教育

　高等教育のグローバル化が強く求められる中、
多くの大学において留学生数が増加し、多様な
留学生への支援として、日本語教育の重要性が
高まっている。従来の大学の日本語教育は、学
部の留学生を対象とし、来日してから日本語学
校で１～２年学び、ある程度日本での生活に慣
れ、一定レベル以上の日本語力を身につけた後
に大学に入学する学生を対象としてきた。しか
し、高等教育のグローバル化と連動した大学の
留学生の受け入れルートの拡大と多様化の流れ
の中、英語学位プログラム、交換留学生プログ
ラム、短期私費留学生プログラムなどさまざま

なプログラムで来日する学生が増えた結果、留
学生の日本語レベル、学習ニーズも多様化して
おり、日本語学習歴のない学生から上級の学生
まで多様なレベルの学生に対応した柔軟な日本
語教育を行っていくことが大学の日本語教育に
求められている。
　さらに近年の留学生政策（留学生30万人計画、
アジア人財構想）では、留学生の受け入れ拡大
が国の労働者確保とリンクして位置づけられて
おり、大学における留学生教育は、従来のよう
なアカデミック日本語力の養成だけでなく、留
学生のキャリア支援を視野に入れたビジネス日
本語教育なども注目されるようになってきてい
る。
　大学における日本語教育の役割と意義を考え
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る際、こうした留学生政策、高等教育のグロー
バル化の流れの中に日本語教育を位置づけてマ
クロの視点からその役割を俯瞰するとともに、
日本語をいかに教えるかというプログラム実践
のミクロの議論をしていくことが必要であろう。
これまでの日本語教育の研究の多くが、日本語
能力の向上を研究テーマとして取り上げてきた
が、マクロの視点とミクロの視点を連動させた
分析は非常に少ない。教育のグローバル化にお
ける日本語教育の新しい方向性と意義を考えて
いく上で、こうした視点からの研究が求められ
ている。
　本稿ではこのような点を踏まえて、以下の３
点を検討したい。
1）広義の日本語教育の役割について検討する
ために1980年代からの留学生受け入れ環境の変
化を分析し、大学における留学生の受け入れ拡
大と多様化がどのように政策的に推し進められ
てきたのかを検討する。さらに、本学における
留学生受け入れを、政策的な外国人留学生受け
入れの流れである「大学のグローバル化」、「労
働力確保」、「英語化」などの文脈の中に位置づ
ける。
2）日本語教育プログラム（JLPプログラム）が、
大学のグローバル化がもたらす学生の多様性に
対応した教育としてどのように行われているの
か具体的に分析をする。JLPプログラムは留学
生の日本語の習熟度に応じて初級から上級まで
の７レベルで教育を行っているため、各レベル
で教育分析を行い、課題を明らかにする。
3）本稿で検討した事項を踏まえて、グローバ
ル化時代の大学の日本語教育の多様な役割と今
後の展望を明らかにする。
　本稿は村田が１～４章、６章を執筆し、５章
（JLPプログラムの各レベルの教育概要）は
長谷川（初級）、竹山（中級）、池田（中上級）、
村田（上級）が分担執筆した。

２.　留学生受け入れ政策の変化

　高等教育のグローバル化が進められる中、大

学キャンパスで多くの留学生が学んでおり、多
様な言語文化的な背景をもった学生間の交流
の機会も増えている。しかし、40年前の大学
キャンパスにおいて、留学生は珍しい存在であ
り、1980年代には日本全体で１万人程度にすぎ
なかった（平成20年度文部科学白書）。そうし
た状況は留学生政策による留学生数の目標設定、
そして受け入れの目的の転換の中で、どのよう
な変化をたどってきたのだろうか。
　留学生数の増加の契機として、1980年代に中
曽根内閣によって打ち出された「留学生10万人
計画」の提言が挙げられる。10万人計画では、
経済先進国となった日本の留学生受け入れが他
の先進国と比較して非常に少ないことを踏まえ
て、開発途上国の人材育成支援としての留学生
の受け入れを目指し、21世紀初頭に10万人の留
学生（国費留学生１：私費留学生９の割合）を受
け入れることを目標とした。この計画により政
府が留学生受け入れに力を入れるようになって
以降、留学生数は徐々に増加していったが、こ
の段階では、留学生の招致は、途上国の人材育
成への国際協力という意味合いが強かった。
　これに対して、「留学生10万人計画」達成後
の2008年に打ち出された「留学生30万人計画」
では、国家のグローバル戦略の一環として、30
万人の留学生を受け入れるという目標が設定さ
れ、日本への留学生の招致活動、大学における
受け入れ体制の強化が提言されると同時に、留
学生を労働力確保の文脈の中に明確に位置づけ
ている。ここでは留学生が卒業後に帰国して母
国に貢献することが前提とされるのではなく、
卒業後には日本に定着して、働くことが念頭に
置かれるようになっている。その視点の転換は、
30万人計画の骨子の冒頭にある「我が国にとっ
ての留学生交流の意義」のセクションで明確に
述べられており、留学生の必要性を「我が国の
科学技術、産業等の国際競争力の維持・向上」、
「我が国の経済活動の担い手として、労働市場
に（優秀な）人材を確保」といった経済的ニー
ズとリンクさせている。
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　こうした留学生政策の変化には、経済社会の
グローバル化が加速化する中での世界規模での
留学生獲得競争が激化し（Brown & Tannock 
2009）、日本の経済発展のために優秀な人材を
国境を越えて獲得しなければならないという政
府や経済界の危機感があることは言うまでもな
い（グローバル人材育成推進会議 2012）。こう
した傾向は、30万人計画の１年前に発表された
「アジア人財資金構想事業」（2007-2013）に顕
著に見て取ることができ、この事業では６年間
で100億円を超える予算が投入され、大学、企
業、地域が共同で留学生の就職支援を行い、こ
れにより大学における「ビジネス日本語教育」
が新しく確立された（神吉2017）。
　さらに、政府は2018年の経済財政運営の指針
「骨太方針」において、外国人労働者の受け入
れ拡大を打ち出しており、今後ますます外国人
の就労を意識した日本語教育の重要性が高まる
ことが予想される。こうした中で、大学の日本
語教育には、留学生の生活・勉学に必要な日本
語教育だけでなく、卒業・修了後のキャリア
まで視野に入れた広義のトランジション教育
（OECD 2010、溝上・松下2014）の中にその
役割を位置づけていくことが求められるように
なっている。

３.　留学生の「多様化」と「英語化」

留学生政策（留学生30万人計画）における
もう一つの注目点は、日本が留学生に「選ばれ
る」ための「多様な」受け入れプログラムの推
進であり、日本語を学ぶ、という障壁を撤廃し
た「英語のみによるコース」拡大の推進が挙げ
られる。「英語のみによるコース」とは、①英
語で専門科目を履修することにより学位を取得
することができる英語学位コース、②海外の協
定大学から来る交換留学生を対象としたコース
を指す。

従来の大学の留学生の受け入れでは、ある
程度の日本語の学習歴が求められてきたのに対
し、「英語のみによるコース」は、日本語学習

歴がほとんどない学生でも応募することができ、
日本語レベルを問わず、日本留学の間口を広
げ、より多くの、より多様な留学生の受入を行
うための役割を果たしている。また、英語のみ
のコースは留学生だけでなく、日本人学生の留
学準備クラスとしても活用されており、留学生、
日本人学生の双方に開かれた国際教育の機会と
なっている。

このような大学のグローバル化に伴う英語
による学習環境の拡充は、日本語教育を不要に
するように見えるが、実際は大学での英語によ
る学習環境から一歩外の世界に出たとき、生活、
交流、アルバイト、就労などさまざまな場面で
日本語でのコミュニケーションが求められる。
「英語のみで行われる」はずの授業において
も、日本人学生の多いクラスでは学生間のディ
スカッション、質疑応答が日本語で行われたり、
研究室メンバーとの交流が日本語でなされたり
するなど、現実的にはすべてを英語で行うこと
が難しく、留学生が自分の環境に応じて、ある
程度の日本語力をもっていることが望ましいこ
とが指摘されている（村田2011）。

とりわけ言語力に関して問題になるのが、日
本での就職活動であり、日本企業が留学生に求
める日本語能力は依然としてN１以上であるこ
とが多い。経済産業省委託事業「平成26年度外
国人留学生の就職及び定着状況に関する調査」
（2015）によれば、９割近い企業が英語力の高
い留学生に対してもN1以上の日本語力を求め
ていることからも、英語学位コースの学生が大
学での勉学、就職の機会を限定されないために、
大学入学後に、希望者に対して日本語学習の機
会を提供していくことが重要となっている。

また、「英語のみの専門科目」を履修する学
生には、英語学位コースの学生だけでなく、短
期間（１、２学期間）、日本の大学で学ぶ交換
留学生も含まれるが、多くの大学で、短期の留
学生の受け入れにも力が入れられており、留
学生受け入れ拡大目標の大きな要となってい
る。こうした短期留学生の多くは、日本のアニ
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メ、マンガ、ドラマ、Ｊポップなどポップカル
チャーへの興味をきっかけとして日本に留学し、
英語による科目だけでなく、日本語科目への
ニーズが高い（本学の交換留学生の場合もその
約9割が日本語科目を履修している）。短期留学
生の日本語学習のニーズは、英語学位コースの
学生のように４年間日本で学ぶ留学生とは異な
る側面を持っており、１、２学期間の留学期間
に日本社会や文化を知り、学内外で多様な人々
と交流するために日本語を学びたいと考える学
生は多い。それと同時に大学３、４年生の参加
者が多いことから、将来の就職に役立つ日本語、
大学院進学のための日本語など、多様なニーズ
に対応した教育を提供することもまた日本語教
育プログラムに求められている。

さらに、18歳人口の減少に伴い、多くの大
学が経営上の観点から学部への留学生の受け入
れを増やす方向にあり、受け入れ方法にも変化
が表れている。大学によっては従来の方針を転
換し、上級の日本語学習者だけでなく、より幅
広い日本語レベルの学生を受け入れ始めている。
しかし、そうした大学では学部で学ぶ留学生の
日本語レベルにも多様性が広がると同時に、ご
く初歩的な日本語の指導に苦慮しているという
声も聞かれ、多様性にどのように対応していく
のか大学側の変化が求められている。

以上のような「英語のみによるコース」の
拡大に加え、留学生のリクルーティングの一環
として、超短期プログラム（１か月以内の語学
留学）の提供、日本語学校との連携、私費の短
期留学生を対象とした日本語コースの設置など、
さまざまな手法を取る大学が増えており、留学
生の受け入れは多様化している。

４.　大学の日本語教育の新しい潮流

以上にみたような近年の留学生増加政策の
変化、留学生の多様化の流れの中で、大学で行
われている日本語教育は従来の学部留学生に対
して行ってきたような教育（上級学習者への補
強教育）とは異なる対応をしていくことが求め

られている。ここで注意しなければならないの
は、留学生の「多様性」に対する考え方であろ
う。政府による高等教育のグローバル化政策は、
その背景に国益としての優秀な外国人労働者確
保という動機が働いていることは間違いない。
しかし、「グローバル競争に有利だとされる状
態が、多様性の許容を前提としなければ成り立
たなくなっている」（恒吉2016：24）という点
は大学教育における留学生受け入れを考える際
に非常に重要である。従来の学部の留学生教育
において、留学生は学部生と同じようにレポー
トを書き、大学に「適応」し、「同化」するこ
とが自明視される傾向にあった。しかし、留学
生の多様化が進む中で、「レベルの高い日本語
力を習得していること」は決して自明のことで
はなくなっており、また学部留学生の「高い」
とされる日本語能力は彼らが職業世界に出てい
くために十分なものであるかどうかという分析
も十分にはなされておらず、支援の体制も行き
届いていないのが現状ではないだろうか。大学
は留学生の多様化を受け止め、責任ある受け入
れの環境を確立すること、そして積極的に多様
性から学ぶ姿勢が求められており、日本語教育
が留学生の「同化教育」ではなく、多様性を伸
ばし、学生間が共に学び合う多文化学習の場と
しての役割を果たすことが重要になってきてい
る（村田2018）。

また、大学教育全体が、従来の講義形式の
教育から学習者中心への転換を進めている中で、
留学生、日本人学生を問わず、学生が自律的に
学び、主体的に人生を切り開き、社会に参加す
ることを支えていく教育が求められている。日
本語教育においても、言語を知識体系（文法、
語彙、表記など）として教え込むことが重視さ
れた時代から、1980年代以降の言語運用力を重
視するコミュニカティブアプローチへとパラダ
イムシフトが起き、現在では学習者中心の言語
運用力を重視した教育が定着している。さらに、
近年では日本で生活する外国人や外国にルーツ
を持った人々が増加する中で、「生活者」のた
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めの日本語教育の重要性が増しており、留学生
だけでなく外国人、外国にルーツを持った人々
が主体的に生き、社会とかかわるための言語コ
ミュニケーション教育（社会参加のための日本
語教育）、言語的なマイノリティーである外国
人、あるいは外国にルーツを持った人々の言語
学習権を守り、学びの場を提供するという意味
でも日本語教育の役割が重要になっている。

こうした中で、大学における日本語教育は、
多様な留学生の日本語レベルやニーズに対応し、
柔軟な日本語教育支援を行うと同時に、留学生
が生活、勉学、研究、キャリア構築などのさま
ざまな場面で自律的に学び、言葉を通じて社会
と主体的にかかわっていくための学習支援の機
会を提供してくことが非常に重要になっている。

5.　JLPプログラム

本学において2017年度より開始された日本
語教育プログラム（JLP）は、こうした多様な
留学生を対象とした言語文化教育を行ってい
る。JLPはもともとは短期の交換留学生プログ
ラム（ESOP）の一部として留学生に提供して
いた日本語科目群約30科目をベースとしており、

2013年度に開始された文部科学省のグローバル
人材育成事業、スーパーグローバル大学創生事
業に採択された大学のグローバル化事業の一環
として、日本語教育の充実化が図られたことを
きっかけとして、科目数を約60科目に増やし、
2017年度から日本語教育プログラムとして発足
することになった。

JLPでは、交換留学生、私費留学生、英語学
位生など多様な日本語学習歴と学習ニーズを
持った留学生に対する日本語教育を行っており、
日本語の知識がほとんどない留学生のための生
活日本語から高度なアカデミック日本語、ビジ
ネス日本語に至るまで多様な学生のニーズに対
応し科目を提供している。従来の学部の日本語
教育と比べたJLPプログラムの特徴は以下のと
おりである。

①多様なレベル（初級から上級の７レベル）
②科目数の充実（54科目：2018年度現在）
③ニーズに応じた科目の提供（ビジネス日

本語、アカデミック日本語、ブリッジング科目
（日本語学習だけではなく、日本社会文化のコ
ンテンツ学習も重視した科目群）など）

図１.　JLPプログラムの科目構成
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以下では、日本語教育プログラム（JLP）にお
ける初級、中級、上級のレベル別日本語教育に
ついて、各レベルの概要と科目構成、教育実践
の分析を紹介する（各レベルの目安は巻末資料
を参照）。なお、2017 年春学期に JLP 科目を履
修した学生 122 名に対し、Google Form による
期末アンケートを行い、103 名から有効な回答が
得られた。以下の各レベルの「日本語学習の理
由」については、本アンケート結果に基づいて
いる。

5-1.　初級の教育
（1）初級の学習目標と対象者

初級レベルの目標は、日常的な生活場面にお
いて日本語でコミュニケーションができるよう
になることである。基本的な文法・文型を理解し、
四技能において運用できるようになることを目
指している。初級には J1、J2、J3 の３レベルが
置かれている。

J1 レベルは初めて日本語を学ぶ学生を対象
とし、日常生活のごく限られた場面において簡
単なコミュニケーションができるようになるこ
とを目標とし、ひらがな、カタカナの導入のほ
か、漢字も 50 字程度読み書きできるようにす
る。J1 の修了時の目標レベルは、CEFR の A1、

ACTFL-OPI の初級－中～初級－上である。
J2 レベルは初級中盤のクラスであり、50 時間

程度の学習歴がある学生を対象としている。日
常生活の限られた場面でコミュニケーションが
とれること、そして基礎的な語彙や漢字を使っ
て短い文章を読み書きできるようになること
を目標としている。J2 の修了時の目標レベル
は、JLPT の N5、CEFR の A2、ACTFL-OPI
の初級 - 上～中級 - 下である。漢字は 100 字程度、
語彙は 800 語程度の習得を目指す。

J3 レベルは初級後半のクラスであり、初級レ
ベルの修了を目指し、150 時間程度の学習歴があ
る学生を対象としている。日常生活において必
要な表現を理解し、自分なりに意見を述べ、説
明ができるようになることを目標としている。
漢字は 300 字、語彙は 1500 程度を習得し、短い
文章を読んだり、簡単な説明文・感想文が書け
るようになることを目指す。修了時の目標レベ
ル は、JLPT の N4、CEFR の A2 ＋、ACTFL-
OPI の中級 - 下である。（レベル設定の詳細は資
料を参照。）

（2）初級の科目構成
J1，J2、J3 レベルの科目構成は下記の通りで

ある（表１）。

各レベルとも、「総合」クラスが週に３コマ
あり、単位取得のためには週３回の授業に出席
する必要がある。J3 には「総合」クラスに加
えて「J3 聴解・語彙・漢字」と「J3 会話」ク
ラスがある。「J3 聴解・語彙・漢字」クラスで

は、聴解練習、語彙・漢字の練習およびクイズ
が行われ、進度の速い総合クラスと併せて履修
することで確実な定着を図る目的がある。「J3
会話」クラスでは J3 総合の学習項目に関連し
た会話練習を行うことで、より口頭運用能力を

表１.　初級の科目構成

レベル 科目名（コマ数）

J1 J1総合Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（３コマ）

J2 J2総合Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（３コマ）

J3 J3総合Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（３コマ） J3聴解・語彙・漢字
（１コマ）

J3会話
（１コマ）
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高めるようデザインされている。

（3） 初級レベルの学生のニーズに対応した教育実
践の分析

初級の学生が日本語を学ぶ最も大きな理由
としては、日本社会や文化に対する関心、日常
的コミュニケーションへの必要性の２点が挙げ
られている（図２）。初級クラスを受講する留
学生は、短期の交換留学生と英語学位生であり

（図３）、どちらのプログラムの学生もせっかく

日本へ留学したのだからせめて日常会話はでき
るようになりたい、というニーズが高い。こ
うしたニーズを踏まえて、J1 ～ J3 クラスでは、
まず日常的なコミュニケーションがとれるよう
になることを第一の目標として、４技能の向上
を目指している。授業では新しい語彙や文法を
導入し、十分な口頭練習を行ったのち、ペア
ワーク・グループワークなどで聞いたり話した
りする練習を行い、各章の最後で読む練習や書
く練習にもつなげていく。

図２.　初級の学生の日本語学習の理由 図３.　初級の学生構成

また、初級の全レベルにおいて週２回は日
本人学生のボランティアが参加しており、クラ
ス活動の中でなるべく多くの日本語を話すこと
に重点を置いており、学生にはボランティアと
の日本語を使った交流が好評である。初級の
J1 レベルでは全く日本語を学んだことがない
学生が日本語を学び始め、授業に積極的に参加
し、課題をきちんと提出する学生は１学期間で
大きく成長する。学期の最初には、日本語の文
字も挨拶表現も全く知らなかった学生が、１学
期の終わりには日本語だけで会話が続くように
なり、自分の家族や趣味、日本や母国について
書いたりスピーチしたりできるようになる。

一方で、初級レベルで学ぶ学生の多くは非
漢字圏の学生であり、彼らにとっては、ひらが
なやカタカナに加え、漢字や語彙を学ぶことは
かなり大きな負担となっている。漢字学習が好
きだという学生もいるが、中には毎回の漢字ク
イズでほとんど得点ができない学生も見られ、
週３回の授業で毎回３～５つの漢字と熟語を覚

えていくことが負担となる場合もある。宿題の
提出率やクイズの成績、最終成績を総合的に考
察すると、成績がふるわない学生、および学習
につまずく学生は、総じて漢字の問題を抱えて
いるように思われる。こうした文字学習の困難
さは、学生の日本語学習のモチベーションにも
つながっていると考えられ、初級前半の途中ま
では問題なく進んできた学生が、漢字学習が始
まってからドロップアウトする例も見られる。
日本語を学ぶ以上、漢字学習は避けては通れな
いものであるが、いかに効率的に、楽しく、負
担を感じさせないように漢字を習得していくか
は、今後の大きな課題の一つである。クラス活
動に加え、Google Classroom 等の e ラーニン
グも活用しながら定着をはかっていきたい。同
様に、つまずきやすい文法項目についても分析
をすすめ、よりきめ細かな指導方法を工夫する
必要がある。

学習のモチベーションについては、冒頭で
も述べた通り、日本社会文化に対する関心およ
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びコミュニケーションの必要性が第一の理由と
なっている。しかし、その一方で、就職活動や
仕事を念頭において日本語を学ぶ学生も一定数
見られる。半年あるいは１年のみ日本に滞在す
る ESOP 生に対し、英語学位生は４年間を日
本で学び、日本での就職を考える学生もいるた
め、日本語学習に対して長期的な視野を持って
いると考えられる。このようにモチベーション
や目的が異なる学習者が一つのクラスに混在し
ていることにより、多様性が高まっているが、
同時に教育に工夫が必要とされている。初級の
総合クラスは週３コマしかないが、４年間日本
語を続けていく学生にとっては基礎を固める重
要な時期である。その一方で、半年間だけ勉強
して少し話せるようになったことに満足して帰
国する学生たちもおり、その双方を満足させる
クラス運営を工夫していく必要がある。一案と
して、次学期は属性および目的別のクラス設定
を考えている。ESOP 生の半年滞在のゼロレベ
ルを J1 クラスに、英語学位生および漢字圏の
学生、また多少の学習歴のある学生を J2 クラ
スに設定し、それぞれ進度や課題の質量、到達
目標に変化をつけるという対応策を考えている。
また、次学期以降も中級レベルの学習を継続す
る学生については、中級レベルの担当者との情
報共有と連携を密にとる必要がある。

さらに、初級クラスでは複数の教員（２～
３名）が一つのレベルを指導するチームティー
チングを行っているが、各教員によるアプロー
チの違いは学習効果にも影響を与えると考えら
れる。初級では総合教科書を用いているが、例
えば、同じ学習項目であっても、講師によって
すべての学習項目をパワーポイントを用いて指
導する場合と、そうでない場合があり、今後は
教員間の連携、情報共有を図り、教授法の統一
を図っていく必要があると考えている。

5-2.　中級の教育
（1）中級の学習目標と対象者

中級レベルの目標は、一般的な話題に関し

て日本語でコミュニケーションができるように
なることである。初級では日常的な生活場面で
のコミュニケーションを目指して会話を中心に
教育を行うのに対して、中級になると、抽象的、
概念的なことを表す学習言語を習得することが
目標になり、会話よりも読み書きの学習に重点
が置かれるようになる。中級には J4、J5 のふ
たつのレベルが設置されている。

J4レベルは中級序盤のクラスで、400時間程
度の学習歴がある学生を対象としている。日常
的な話題について、複数の文がつながった、あ
る程度まとまりのある内容の日本語でコミュ
ニケーションできるようになることを目指し
ている。修了時の目標レベルは、JLPTのN3、
CEFRのB1、ACTFL-OPIではIntermediate- 
Midである。漢字は600字程度、語彙で3000語
程度が目標となる。

J5レベルは中級中盤のクラスで、600時間程
度の学習歴がある学生が対象である。一般的な
話題について、複段落レベルのまとまりのあ
る長さで物事を説明したり意見を述べたりする
ことを目標としている。会話の際には相手と
の関係を考慮して適切な表現を選ぶことも求
められる。修了時の目標レベルは、JLPTのN2、
CEFRのB1＋、ACTFL-OPIではIntermediate-
High-Advanced Lowであり、漢字は1000字程
度、語彙は6000語程度である（レベル設定の詳
細は資料２を参照）。

中級レベルで学んでいる学生の内訳を見る
と、短期の交換留学で来日した ESOP 生が７
割近くを占め、SCOPE、GBP など英語で学
位を取得する英語学位生が 20％弱、残りの約
15％が日本語学習を目的に半年から１年間在籍
する JLP 生（私費科目等履修生）である。こ
のうち、JLP 生は日本での進学や就職を視野に
入れて集中的に日本語を学習し、上級レベルを
目指す学生である。また、ESOP 生の半分程度
は国で日本語を専攻しており、日本語学習に熱
心で高いレベルを目指している。それに対して、
専門が日本語でない ESOP 生、また英語で学
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位を取得する英語学位生は、日本で何とか日常
生活が送れる程度でよいという学生から、将来
の日本での就職を見据えてネイティブレベルに
なりたいという学生まで、日本語習得へのモチ
ベーションの強弱は学生によってかなり差があ
る（こうした学生への履修指導の工夫は後述す

る）。

（2）中級の科目構成
J4、J5 レベルの科目は以下の通り多彩に開

講されており、学生は自らのニーズに合わせて
科目を選んで履修することができる（表 2）。

表２.　中級の科目構成

レベル
（コマ数） 科目名

J４
（週10コマ）

復習Ⅰ・Ⅱ（N４文法）、復習Ⅲ（生活漢字）、集中Ⅰ・Ⅱ（N３文法）、
読解文法Ⅰ・Ⅱ、聴解・語彙・漢字、会話、作文

J５
（週11コマ）

集中Ⅰ・Ⅴ（読解文法）、集中Ⅱ・Ⅳ（N２文法）、集中Ⅲ（聴解会話）、
読解文法Ⅰ・Ⅱ、聴解・語彙・漢字、会話、作文、JLPTN２対策

J4 では集中Ⅰ・Ⅱと J4 読解文法Ⅰ・Ⅱ、J5
では集中Ⅰ・Ⅴ、集中Ⅱ・Ⅳ、J5 読解文法Ⅰ・
Ⅱ、が文法・読解を扱っているので、このいず
れかを軸に、ほかの技能別の授業を組み合わせ
て受講する学生が多い。しかし例えば、読み書

きの必要はないが毎日の生活で日本人とスムー
ズにコミュニケーションができるようになりた
い、といった学習者であれば、文法や読解の授
業は受講せずに会話の授業だけを単独で履修す
るようなこともできる。

（3）中級レベルの学生のニーズに対応した教育実践の分析

図４.　中級の学生の日本語学習の理由 図５.　中級の学生構成

中級レベルの学生が日本語を学ぶ理由とし
ては、初級と同じような、日本の社会や文化へ
の関心、日常的なコミュニケーションの必要性、
といったことに加えて、就職活動のため、日本
語能力試験準備といった項目も挙がってくる

（図 4）。
実際、このレベルの授業で扱うのは、毎日

の日常会話ではなく、一般的な話題についての

読み書きが中心になる。そのため、初級のとき
以上に漢字の習得が不可欠で、これは非漢字圏
の学生にとって多大な努力を要する。また、初
級までと違い、新しい文型や語彙を学んでもそ
れを全てそのまま日常会話で使えるわけではな
く、かといって日常的に目にする日本人向けの
文章を読むのはまだ難しいので、上達を実感し
にくい。非漢字圏の学習者の場合、初級までは
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順調に学習が進み、コミュニケーションがどん
どんスムーズになる実感を得られていたのに、
中級に入って漢字の習得がうまく進まず、また
上達を実感できずに挫折してしまう例も多い。
学習のモチベーションを維持するのが難しいレ
ベルだと言えよう。

2017 年度、初級を終えたので次のステップ
に進みたいというだけの理由で中級クラスに上
がってきた学生からは、「中級の（特に、メイ
ンとなる読解文法の）授業は漢字の負担が大き
すぎる」、あるいは「学習した文法が日常会話
で役に立たない」といった不満が目立つように
見受けられた。また、受講できる授業をすべて
登録して消化不良を起こす学生もいた。そこ
で 2018 年度は、学生が受講科目を決める前に
丁寧なオリエンテーションを行い、中級の授業
の中心になるのは日常会話ではなく読み書きで
あること、そのためには漢字の習得に大きな労
力を費やさなければならないこと、日常会話の
上達が目的であれば聴解や会話の授業だけを受
講することもできること、などを詳しく説明し、
本人のニーズに合わせた丁寧な履修指導を行う
ように心がけた。

また、多くの学生が受講する読解文法の授
業では、クラスで必修とする漢字の数を絞り、
さらに上のレベルを目指す学生には授業で扱わ
ない漢字の自習を促すために教材を紹介するな
どした。また、初級の漢字が十分習得できてい
ない学生に対して、部首など漢字の仕組みを知
り、初級の漢字を復習するとともに、日常生活
で頻繁に目にする漢字を読めるようにするため
の授業を設けた（復習Ⅰ「生活漢字」）。また、
自習用の漢字シートやオンラインの宿題を整備
することによって漢字を自主的に学習できるよ
うにした。

このようにきめ細かい指導をすることに
よって、クイズのたびにやみくもに漢字を覚え
てはすぐに忘れるといったことがなくなり、ク
イズや試験でも安定した成績が取れ、学生間の
差が小さくなったことでクラスのまとまりや一

体感も感じられるようになった。
今後は、さらに丁寧な履修指導により学生

のニーズを把握し、それぞれの学生に合わせた
指導を工夫していきたい。また、ここでは技能
別の科目については触れられなかったが、たと
えば会話クラスでは、初級・上級レベルととも
にこれまでの教科書の内容を見直し、全レベル
を通して話題・機能（依頼・許可求めなど）・
丁寧さのレベルなどが包括的にかつ順序よく学
習できるように教科書や扱う課を調整した。今
後さらに、同レベルの科目間の連携や上下のレ
ベルとの連携を強化していきたい。

5-3.　中上級の教育
⑴ 学習目標と対象者

J6 レベルの目標としては、「話す」技能につ
いては、幅広い話題に関して、ある程度のまと
まりのある長さで具体的に、詳しく説明したり、
自分の意見を論理的に表現したりできるように
なること、場面に応じて、会話の相手との関係
を考慮しながら敬語等の待遇表現を適切に用い
てコミュニケーションができるようになること
である。「聞く」技能については、幅広い場面
において自然に近いスピードのまとまりのある
会話、ニュース、ドラマ、ドキュメンタリーな
どを聞いて、内容、要点が、理解できるように
なることである。「読む」技能については、幅
広い話題について書かれた論旨が明快な文章を
読んで内容を理解し、また、要約できるように
なることである。「書く」技能については、幅
広い話題に関して複数の段落を用いて内容に一
貫性があり、論理的な文章が書けるようになる
ことである。

対象となる学生のレベルとしては中級後半
から上級の学生で、800 時間以上の学習歴があ
る学生である。修了時の目標レベルとしては日
本語能力試験の N1、CEFR の B2 であり、漢
字は 1200 字以上、語彙数は 8000 以上、多様な
トピックに対応できる語彙力を身につけること
が目標となる。
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このレベルの特徴としては、その扱う内容
が日常や一般的なものから、幅広い分野に広が
り、J7 レベルのアカデミックなものやビジネ
スに関わるようなものに近づいていくというこ
とである。

⑵ 科目構成
J6 は８科目あり、科目内訳は、集中Ⅰ・Ⅱ、

集中Ⅲ、集中Ⅳ・Ⅴ、読解文法Ⅰ・Ⅱ、聴解・

漢字・語彙である（表３）。このうち、集中Ⅰ
～Ⅴでは、科目名の通り、それぞれ文法（集中
Ⅰ・Ⅱ）、会話（同Ⅲ）、読解（同Ⅳ・Ⅴ）を中
心に集中的な学習が行われ、比較的宿題や小テ
スト等の課題も多く、進度も早い。読解文法の
クラスでは、課題文の読解後に読解文のテーマ
についてクラスで意見を交わす話し合いも行わ
れる。

表３.　中上級の科目構成

主な学習内容 科目名

文法 集中Ⅰ・Ⅱ

会話、聴解 集中Ⅲ、聴解・語彙・漢字

読解 集中Ⅳ・Ⅴ、読解文法Ⅰ・Ⅱ

（3）中上級レベルの学生のニーズに対応した教育実践の分析

図６.　中上級の学生の日本語学習の理由 図７.　中上級の学生構成

このレベルの学生のニーズは、他のレベル
の学生のニーズと同様に、日本の社会や文化に
ついて学ぶことがトップに来ているが、他のレ
ベルとの違いは、日本語能力試験の準備が２位
に来ていることにあり、これは J6 レベルでは、
JLPT の N1 を目標とする学生が多いことを反
映している（図 6）。

J6 レベルの学生の構成としては、ESOP 生
（交換留学生）が多くを占めており、次いで
JLP 生となっている（図 7）。ESOP の学生は、
ESOP が提供する科目、そして JLP の科目の
両方を履修する学生もいるため、彼らが日本語
学習に充てられる時間、またはモチベーション
を考慮しながら教育を展開していく必要がある。
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課題として挙げられるのは、まず学生の語
彙力の養成についてである。中上級レベルの学
生の多くは、新しい文法事項を習得する力、お
よび読解力は高いものの、文法や読解の学習、
およびアカデミック日本語などでの文章作成の
際の語彙力が低い傾向にある。そのため、新し
い文法を習得しても、それを用いて文を作成さ
せると、その文で使われる語彙が文法レベルに
適していなかったり、読解においても語彙がわ
からないために内容の把握ができないといった
ことが見られ、語彙力をどのように増強させて
いくかということが課題である。

また、語彙と同様に課題となるのが漢字で
ある。学生に手書きで提出させる課題などを見
ると、非漢字圏の学生を中心に、初級レベルの
漢字の書き誤りや、ほぼ全て平仮名で提出して
くるといったものも見られる。初級レベルのよ
うに一つ一つの漢字を一画ずつ教えるというこ
とは中上級では通常行われないが、大量の語彙
とともに提出される漢字についてもどのように
習得させていくかが課題となる。

それに加えて、学生のコミュニケーション
力に対する自信のなさ（自己評価の低さ）に対
する指導の工夫も必要となる。学生はこのレベ
ルに至るまでにすでに初級、中級の学習を終え
ており、日常のコミュニケーションにおいては
支障がないレベルに到達しているはずであり、
また実際にそうであるが、彼らはまだ十分では
ないと感じている。これについては、これまで
の学習が文法の習得、読解を中心に行われ、話
す練習をあまりしてこなかったのではないかと
いうことが理由として考えられる。しかし、中
上級の会話の科目となると、その主眼は日常の
コミュニケーションというよりも、長めの独話
やビジネスの日本語、アカデミックの発表など
に充てられる。この両者の乖離をどのように埋
めていくかも今後の課題である。J6 のレベル
では、会話を主に扱う科目が集中Ⅲのみとなっ
ているため、読解文法の科目で、本文読解後、
その内容についてディスカッションをする時間

を設けて、発話機会をできるだけ作るようにし
ている。

今後の方向性としては、上級レベルの学習
がより専門性を増してくる中で、上記のような
学生の構成および性質、学習目的を考慮しなが
ら、学生の語彙力・漢字力を増強させ、また学
生のニーズにも応えていく方法を考えていくこ
とである。

5-4.　上級の教育
⑴ 上級の学習目標と対象者

J7レベルは JLPT N1 レベル相当の学生（日
本での勉学や生活に必要な基礎的な日本語の勉
強は終わっている学生）を対象とし、ビジネス、
日本社会文化、アカデミック日本語の３つの分
野を通じて総合的なコミュニケーション力を高
め、日本社会や文化に関する知識を深めること
を目的とする（表 4）。学生は留学の目的、自
分の興味に合わせた科目を履修することができ
る。このレベルの学生は、学部の科目を履修す
る日本語力を有するため、学部科目と並行して
履修する学生も多い。

⑵上級の科目構成
J7の科目構成は以下の通り。
Ａ）のアカデミック日本語科目ではレポー

ト作成に重点を置き、学部生用（アカデミック
１～３）、大学院生用の科目（アカデミック４
と５）を提供する。アカデミック日本語１では
基礎力と簡単な留学体験レポートの作成（4000
字程度）、アカデミック日本語２では論証型の
レポートの作成（4000 字程度）、アカデミック
3 では大学、大学院進学を目指す学生の志望理
由書と研究計画の指導を行う。そして 2019 年
度からは大学院生のための論文作成基礎科目と
してアカデミック４, ５も設置予定である。

Ｂ）のビジネス日本語科目ではビジネス日
本語１と２で敬語の基礎と運用力を身につける
ことを目標とする。ビジネス日本語３では具体
的な就職活動の準備、そして社会参加活動（ボ
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表４.　J7レベルの科目

目的別カテゴリー 科目名

Ａ）�大学、大学院での勉学・研究に必要
な日本語

・アカデミック日本語１～３（学部生対象）
・アカデミック日本語４～５（大学院生対象,�2019年度～）

Ｂ）�将来の就職活動に役立つ日本語 ・ビジネス日本語1（敬語１）
・ビジネス日本語2（敬語２）
・ビジネス日本語3（就職準備）

Ｃ）ブリッジング科目 ・日本社会とメディア
・日本社会と文化
・日本の近現代史
・日本の政治経済
・フィールドワーク・課題研究

ランティア、インターンシップ）の振り返りを
行う。

Ｃ）のブリッジング科目では、日本社会文
化のコンテンツ学習を重視しており、「日本社
会と文化」、「日本社会とメディア」、「日本の近
現代史」、「日本の政治経済」を履修することに
より、学生は日本社会の諸側面を学び、討論す
ることができるようになる。これらの科目の多
くは学部のボランティア学生も参加するため、
多文化協働学習の場ともなっている。また、社
会文化の研究調査を行う学生のために質的調査
の技法を学ぶフィールドワーク・課題研究の科
目を設置しており、卒業論文のための調査、大
学院での研究活動の準備として履修することも
できる。

J7 レベルの学生の構成は、図 9 が示す通り、
交換留学生、私費留学生の順で多く、どちらの
グループも日本語日本文化専攻の学生が多い。
このため図８のアンケート結果が示す通り、学
生の興味は、1）日本社会や文化に対する興味

（84%）、2）コミュニケーション力向上（76％）
という２つの項目が上位を占めており、次いで
3）研究のために（44%）、4）専門科目を日本
語で学ぶため（40%）、5）アカデミック日本語
のニーズ、就職活動のため（各 32%）などと
なっている。このような学生の多様なニーズに
対応して、J7 レベルではさまざまな科目を提
供しているが、まだ十分に対応できていない部
分もあり、今後の取り組み、指導上の留意点を
以下に挙げたい。

（3）上級の学生のニーズに対応した教育実践の分析

図８.　上級の学生の日本語学習の理由　 図９.　上級の学生構成
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第一にアンケートにおいて最もニーズの
あった「日本社会や文化に対する興味」に対
応するために、社会文化のブリッジング科目、
フィールドワーク科目を提供しており、学生の
ニーズに基本的には対応できているのではな
いかと考える。しかし、教育の課題として、J7
レベルの学生はブリッジング科目と並行して
学部の専門科目を履修できる段階にきているが、
学部の専門科目を履修する際に最初は戸惑いを
感じる学生が多いことが挙げられ、そのための
学習支援をより充実していくことが必要になっ
ている。JLP で学んでいる多くの学生は大学で
の専門が日本語であるため、日本語以外の学部
の専門科目を履修する際に講義を理解するため
に必要な背景知識が不足しており、学部教員の
話すスピードに慣れるのにも時間がかかるため、
講義理解に何らかの困難を感じることが多い

（特に学期の最初の１、２か月間）。また、クラ
スでの授業内リアクションペーパー、クラス内
テストなど時間制限のある課題は日本語で書く
スピードが遅い留学生にとっては負担が大きく、
学期末のレポートに対する不安も聞かれる。こ
のため、J7 のブリッジング科目では、学生の
日本語力を配慮しつつ、背景知識の補足説明を
入れながら、社会、文化、歴史、政治経済、メ
ディアのコンテンツ科目を教えており、学部科
目の履修で必要とされるリアクションペーパー
作成、記述試験、レポート課題なども取り入れ、
学生たちが無理なく学部の専門科目履修ができ
るような橋渡し（ブリッジング）に努めている
が、ブリッジング科目の教え方に関しては教員
間でまだ十分な意思統一がなされておらず、今
後さらに担当教員間で検討し、充実させていく
必要がある。また、学部の専門科目と連携した
授業開発なども検討していきたい。

次にアンケートの２位の「コミュニケーショ
ン能力向上」のニーズに関しては、J7 のブリッ
ジング科目（日本社会とメディア、日本社会と
文化、フィールドワーク）、ビジネス日本語科
目を中心に、日本社会や文化のさまざまなテー

マについて話し合う機会を設けている。しかし、
課題としては、クラスの履修者数が多くなると、
学生の発話やディスカッションに対して教員が
フィードバックすることが難しいことが挙げら
れる。このため、ボランティアに授業に入って
もらい、彼らとの交流を通じてコミュニケー
ション力を高めると同時に、同世代の若者の視
点を学んだり、教室外での交流を深める機会と
して活用してもらえればと考えている。本学で
は日本語教育専攻の学科はないが、全学の 60
名以上の学生が毎学期日本語ボランティアとし
て JLP のクラスに参加してくれており、こう
した機会に留学生が日本語で交流し、言語文化
的に多様な学生（留学生、日本の学生）と共に
学ぶことで、コミュニケーション力を磨いてほ
しいと考えている。また、授業ではペアワーク、
グループワーク、少人数のポスター発表のセッ
ション、クラス全体に対する調査研究発表など
さまざまな形式での自分の意見の発信とディス
カッションの機会を設け、できるかぎり学生た
ちのコミュニケーションを促すように工夫して
いる。今後、学生のコミュニケーション力を高
める活動をさらに増やしていきたい。

これに加えて、アンケートでニーズの高かっ
た「大学院進学」、「就職準備」に関しては、ビ
ジネス日本語科目、アカデミック日本語科目を
提供し、それぞれのニーズに対応した教育を
行っており、ある程度学生のニーズに対する対
応はできているものと考える。しかし、履修希
望者数が年々増加しており、クラスの受け入れ
可能な人数にも限りがあることから、今後さら
なる教育体制の拡充が必要となってくるだろう。
ビジネス日本語は、前述したとおり、一般的な
敬語会話を練習したい場合は「ビジネス日本語
１、２」、具体的な就職活動やインターンシッ
プのための日本語を学びたい学生には「ビジネ
ス日本語３」というように、きめ細かくニーズ
に対応した履修指導をしている。また「アカデ
ミック日本語１～３」に関しても学生の学部科
目や大学院科目のレポートに対応した指導をす
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るとともに、大学、大学院進学希望者には志望
理由書、研究計画書の作成の支援を行ってい
る。これらの科目は、日本語教育にとどまらず、
キャリア支援にもつながるもので、日本語教育
だけでなく、進学指導、キャリアカウンセリン
グの経験を持った教員が担当しているが、今後、
ますますこれらの科目のニーズは高まると予想
される。よって、JLP の教員間で指導方法の情
報共有や研修を行うことで、教員全体の指導力
を高めていきたい。

６．今後の展望：全学で統一した日本語教
育の重要性

本稿では高等教育のグローバル化、留学生
政策と連動した大学の留学生の受け入れルート
の拡大と多様化の流れを俯瞰し、本学の新しい
日本語教育プログラムがそうした多様化に対応
してどのような教育を行っているのかを分析し
た。こうしたマクロとミクロの視点からの分析
は日本語教育の研究では非常に少なく、本稿は
新しい知見を提供できたのではないかと考える。

本学のJLPプログラムは、政府からのグロー
バル化のための競争的資金に本学が採択された
ことが大きな契機となってできたものであり、
その意味では本稿は、グローバル化を推進する
教育政策が大学の言語教育プログラム、留学生
支援にどのようなインパクトを与えたのかを具
体的に知る上での貴重なリソースになるであろ
う。

同時に、JLPプログラムは、そうした競争的
資金によるインセンティブをきっかけとしつつ
も、本学が多様な留学生を受け入れ、大学のす
べての学生が学び合う環境を実現するためには
何が必要なのか、という課題に向き合い、作り
上げたプログラムでもある。本稿の実践分析
は、多様性に対応した日本語教育が単に留学生
の「日本化」を目指すのではなく、初級から上
級までの留学生の多様な言語レベルやニーズに
対応した教育を提供していることを明らかにし、

多様な言語文化的な背景を持った学生達が自律
的に学び、主体的に大学コミュニティーや社会
に参加していくための学習支援として何が必要
なのかを踏まえた日本語教育の新しい役割、意
義、そして今後の課題を明らかにした。これに
より、教育のグローバル化、留学生の多様化に
対する大学の責任ある取り組みの一端を示すこ
とができたのではないだろうか。

よって、本稿は大学関係者（学部教員、大
学院の教員）が留学生の多様化に対応した受け
入れ体制や教育を考える際に役立つと同時に、
高等教育のグローバル化に対応した日本語教育
の実践分析として新しい知見を提供できたもの
と考える。

最後に本学における日本語教育の今後の展
望について考えたい。JLPは多様な受け入れ
ルートを介して来日する留学生の「多様性」に
対応して作られたプログラムであるが、本プロ
グラムは現在のところ、学部の留学生を対象と
した日本語教育とはほとんど連携していない。
図10の「連携」に関しては今後の課題である。
上級（J7）の教育で述べた通り、JLPの最上級
のレベルの学生は学部の留学生とほぼ同じレベ
ルの日本語力を持っており、アカデミック日本
語は、学部の日本語教育と共通する部分も多く、
教育リソースの共有化、教員の教育実践の一貫
性を担保するような連携が取られることが、大
学全体の留学生支援の体制をより充実させるた
めに望ましいと考える（図10の上部の連携部分
参照）。

また学部の日本語教育では留学生のキャリ
ア支援としてのビジネス日本語教育は十分に
提供されていないが、JLPではビジネス日本語
３科目が提供されており、履修者は年々増加し
ていることから、留学生のビジネス日本語教育
へのニーズは高いと言える。今後政府の外国人
労働者受け入れが拡大する方向にあり、ビジネ
ス日本語科目へのニーズが全学的にさらに高く
なることが予想される。このため、ビジネス日
本語教育の分野においても学部とJLPで教員間
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の連携、教育方法の情報共有、教材の共同開発
などが進められていくことが全学としての留学
生の学習支援の在り方として望ましいであろう。
さらに、2019年度より大学院の学生のためのア

カデミック日本語科目が新設され、大学院との
連携も始められるが、大学院レベルでのアカデ
ミック日本語教育に関しても今後、全学の日本
語教育科目の一貫性のある発展が望まれる。

図10.　JLPと学部日本語教育の連携
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日本語教育プログラムにおけるLMSの活用分析
―Google Classroom導入の教育効果―
An Analysis of the Application of Learning Management System 

（LMS） to the Japanese Language Program： The Effect of 
Introducing Google Classroom to Education

村田　晶子（法政大学グローバル教育センター教授）
長谷川　由香（法政大学グローバル教育センター教育講師）
竹山　直子（法政大学グローバル教育センター教育講師）
池田　幸弘（法政大学グローバル教育センター専任講師）

キーワード
ICT、日本語教育、LMS、Google Classroom

要旨
　高等教育におけるICTを活用した教育が進められる中、LMS（learning management system）
を導入する大学が増加しており、多様な活用方法の分析と情報共有が必要になっている。そこで
本稿では日本語教育プログラム（JLP）において2018年度より導入しているGoogle Classroomの活
用方法と教育効果を分析する。日本語教育におけるプログラムレベルのGoogle Classroomの活用
分析はこれまでなされておらず、多様な活用方法を分析することにより、活用の可能性と留意点
を明らかにした。

実践記録

１.　�はじめに

LMS（ 学 習 支 援 シ ス テ ム ） はLearning 
Management Systemの略で、コンピューター
ネットワークを通じた授業支援、学習支援の環
境を提供するシステムを指し、LMSを通じて
授業連絡、課題の配信やフィードバック、成績
管理、参加者とのコミュニケーションなどを行
うことができる。

高等教育においてICTを活用した様々な授業
支援、学習支援が進められる中、多くの大学
がLMS（学習支援システム）を導入している
が1、LMSの実際の利用率は明確には把握され
ておらず、多くの機関において一部の科目の
利用にとどまっている（「高等教育機関等にお
けるICTの利活用に関する調査研究」京都大学

2014）。今後、LMSを用いた学習環境の学習支
援を推進していくためには、LMSを実際に活
用した教育実践の分析と情報共有が求められて
いる。

LMSには様々な種類があるが、その中でも
Googleが2017年に無償で一般公開したGoogle 
Classroomの活用が広がりを見せており、教育
機関のG Suite2の活用も増えていることからも、
大学の学習支援のツールの１つとしてのGoogle 
Classroomの効果的な活用方法を分析すること
が必要とされているが、これまでのところ個別
の教員による活用分析はなされているものの、
プログラムレベルでの活用分析がほとんどなさ
れていない。

そこで、本稿ではJLP（日本語教育プログ
ラ ム： 以 下「JLP」） に お け るLMS（Google 
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Classroom）の活用方法を明らかにし、その可
能性と課題を検討する。本稿は日本語教育分野
におけるLMSの活用に関する新しい知見を提
示するとともに、大学関係者が学習支援のツー
ルとしてのGoogle Classroomの活用の可能性を
考える際の教育リソースとして役立つものと考
える。本稿の執筆は１～３章、５章の執筆を村田
が行い、４章のJLPでの活用実践分析をレベル
別に執筆した（初級は長谷川、中級は竹山、中
上級は池田、上級は村田）。

２.　Google�Classroomの利点

高等教育機関ではすでに様々なLMSが用いら
れており、2016年の調査では、大学による利用
の割合は、オープンソースのMoodle（37.1%）、
独 自 シ ス テ ム（19.3%）、manaba （13.1%）、
Universal passport （13.6%）、Web Class 
（12.8%）の順となっている（大学 ICT 推進協
議会（AXIES） ICT 利活用調査部会 2016：19）。

本稿で分析するGoogle Classroomは、2015
年の調査の時点では普及していないが、その後、
Google Classroomの一般公開が始まり、また課
題の自動採点機能が追加されたこと、Google
が提供する教育機関向けのクラウドサービスG 
Suite for Educationを導入する大学が増加して
いることなどから、今後急速に利用大学が増加
していくことが予想される。

Google Classroomの 長 所 は、1）Googleの
多様なアプリケーションと連動していること、
2）教育機関向けのLMSとしてだけでなく、個
人でもGoogleアカウントがあれば無償で活用で
きること、3）携帯端末で学生が日常的に活用
しやすいこと、4）バージョンアップが頻繁に

行われ、最新の機能を無償で使えること、5）
教育関係者によるディスカッションフォーラム
があり、使用方法を調べやすいことなどで、大
学におけるGoogle Classroomの導入報告でもこ
うした要素が導入の理由として挙げられている
（鈴木2016、倉掛2017、福井・鵜川・上山2016、
Smith 2016、Smith & Enochs 2018）。

さらに、留学生教育で使用する際の重要な
利点として、Google Classroomでは、Googleの
提供する多言語サービスを利用できることが挙
げられる。JLPで学ぶ留学生の中には、日本語
の既習歴がなく、日本語での表示が理解できず、
使用に戸惑いを感じる学生も少なくないため、
Googleの多言語設定が利用できることによる利
便性は非常に高い（100以上の言語のリストか
ら選ぶことができる）。

このような利点を踏まえて、JLPではプログ
ラム全体として2018年度からGoogle Classroom
を利用している。

３.　外国語教育とGoogle�Classroom

大 学 の 外 国 語 教 育 の 現 場 で のGoogle 
Classroomの 活 用 事 例 と し てSmith（2016）、
Smith et al.（2018）では、Google Classroomを
用いた学生の英語のエッセイ課題のフィード
バックの利点を挙げており、教員のフィード
バックにGoogle documentの編集機能、Voice 

図１.　Googleの言語設定画面

1　LMSを導入している大学は国立大学では87.3％、私
立大学では63.2％の大学、公立大学では50％となっ
ており、いずれも近年急速に増えている（大学ICT
推進協議会2015）

2　G Suiteとは、Webアプリケーションサービスのパッ
ケージで、Google社によって提供されており、ビジ
ネスやグループ活動に必要なアプリケーションが
揃っている（G-mail、Googleカレンダー、Googleド
キュメント、Googleドライブ等）。
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typing, Keep notepadなどを用いることで、作
文評価の時間が短縮すると同時に、フィード
バックの質が高まったと報告されている。

日本語教育においてはGoogle Classroomの
活用事例分析は管見ではまだなされていないが、
LMSを用いた漢字教育、語彙教育では、画面
上で宿題ができる気軽さ、すぐにフィードバッ
クを受けられることによる学習意欲の持続（山
田2011）、時間や場所の制約なく繰り返し学習
できることの利点が挙げられている（礒江・
安・市瀬2007）。また、LMSを渡日前教育（留
学生が来日する前の教育）に活用した古川・毛
利・村田（2013）では、留学準備の段階で初級
文法の習得の確認ができること、そして渡日前
の学生間のコミュニティー作りとしてもLMS
が活用できることが報告されている。このほ
かにLMSを用いた文法の反転授業においても、
LMSで講義の動画と練習問題を配信し、授業
活動と連動させることで教育効果が上がったこ
とが報告されている（古川・手塚2016）。

こうした様 な々LMSの利点はGoogle Classroom
においても共通しており、さらにGoogle Classroom
は、機関用としてだけでなく無償で個人が活用
できるという利点がある。このため、LMSを
組織的に導入していない日本語学校の教員の間
でもGoogle Classroomの使用は広がりを見せて
おり、活用方法の実践分析とその情報発信が求
められている。

以上のように、LMSを用いた様々な実践が
行われ、その利点が報告されているが、Google 
Classroomを用いた教育実践はまだこれからの
分野であり、Google Classroomの活用方法を分
析することは、大学の教育関係者にとって、そ
して日本語教育関係者にとって有用な情報の提
供になると考える。以上を踏まえて、本稿では
JLPにおけるGoogle Classroomの活用事例を分
析し、可能性と課題を明らかにする。

４.　�JLPにおけるGoogle�Classroomの
活用の分析

本稿の分析対象となるのは、2018年度春学
期にJLP科目に登録していた留学生142名であ
り、その内訳は、科目等履修生22名（15.5％）、
英 語 学 位 生22名（15.5 ％）、 交 換 留 学 生98
名（69.0 ％） で あ る。 分 析 デ ー タ はGoogle 
Classroomの各種機能やGoogle Spreadsheetに
よる集約データ、Google Formの集計データ、
さらに、学期終了時にGoogle Formを利用して
行ったアンケートの結果、学生および担当教員
への聞き取り内容である。

以下では、まずプログラム全体のGoogle 
Classroomの活用状況を紹介する。次に、初級、
中級、中上級、上級の各レベルにおける活用方
法および活用例を具体的に紹介するとともに、
その教育効果について分析を行う。なお、以下
のデータにおける学生の名前やデータの使用に
ついては学生から承諾を得ている。

まず、JLPではプログラム全体としてGoogle 
Classroomを活用して課題を出しており、活
用状況は次の表１のとおりである。「③Google 
Classroomと連動するGoogle アプリ」の欄に
示した通り、学生連絡にはGmail, 自動採点の
宿題にはGoogle Form, 課題の保存にはGoogle 
Drive, 作文作成とフィードバックにはGoogle 
Document, 発表スライドとしてはGoogle Slide, 
成績管理にはGoogle Spreadsheetなど、Google
の提供するさまざまなアプリケーションを
Google Classroomの一環として活用している。
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JLPは初級から上級まで７レベルに分かれる
が、ほとんどのレベルで共通して用いている機
能として、宿題の自動採点機能が挙げられる。
以下、日本語のレベル別の活用方法と教育効果
を分析する。

4-1.　�初級レベルでのGoogle�Classroomの
活用分析�

⑴  初級レベルの宿題（Google Formを用いた自
動採点）
初級レベルでは、宿題のうち選択問題を中

心にGoogle Classroomを利用している。従来は
テキストの一つの課が終了したタイミングで宿
題プリント（オリジナル作成問題）を提出させ
ていたが、2018年度よりこれらの問題のうち

選択問題を中心にGoogle Classroomに移行した。
問題の種類としては、助詞の選択、動詞や形容
詞等の活用練習、語彙の選択問題、短文作成等
である。なお活用表の作成や短文作成について
は、プリントの宿題（手書き）として残し、並
行実施した。ひらがなやカタカナ、漢字が正し
く書けているか、表記のチェック機能として、
手書きの課題も依然として必要と考えられるた
めである。

宿題はGoogle Formで作成して「課題」にリ
ンクさせ、期限を設定して出題した。Google 
Formの問題作成の際、基本的には紙ベースの
コンテンツをそのまま利用したが、選択肢は最
低でも３つとし、誤用の出そうなものをなるべ
く意識して盛り込んだ。J1レベル（初めて日本

表１.　レベル別のGoogle Classroomの活用状況

①活用方法 ②内容 ③�Google�Classroomと連
動するGoogle�アプリ

④�活用したクラ
スのレベル

１. お知らせ機能 Gmail 全レベル

２. 課題配信（自動採
点）
学 習 進 捗 状 況
チェック

総合教科書の宿題のオンライン化、
文法や漢字の宿題、自動採点、学
生へのフィードバック

Google�Form� 全レベル

3. 作文課題・
レポート提出

Google�Documentを用いた作文
作成とフィードバック

Google�Document 中級、上級

4. 写真課題 生活漢字の写真課題提出 Google�Drive� 中級

5. 録音課題 自分で録音した独話の提出とFB Google�Drive 中級、上級

6. 録画課題 発表授業の録画振り返り（Google�
Formを用いた自己評価も含む）

Google�Drive� 上級

7. 学生間の相互コメ
ント

「質問」機能によるリアクション
ペーパーの作成と学生間の相互コ
メント

（Google�Classroom の
「質問」機能で学生の同士
のコメントができるように
設定すると、スレッドとし
て活用することができる）

上級

8. レポートのひな型
の配信

Google�Document� 上級

9. 発表スライドの作
成

発表スライドの定型フォーマット
の配信、スライド作成、提出

Google�Slide� 上級

10. 成績管理 全課題の結果が集計されたGoogle�
Spreadsheetで学生の学習進捗状
況をチェックし、最終成績をつけ
る

Google�Spreadsheet� 全レベル
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語を学ぶ学生のクラス）については、負担軽減
のためローマ字表記も併記した。宿題の難易度

について学生に尋ねる質問も毎回の宿題の最後
に加えた。

① 助詞の選択問題 ② 語彙の選択問題

③ 文や会話を完成する問題 ④ 語彙や短文を書く問題

図２.　初級レベルの宿題例
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図３.　初級レベルの宿題の回答結果の分析およびフィードバック例

①成績の分析
　宿題の得点範囲と平均点を確認し、
学生の習得状況を把握する（表示の
画面では19点のうち、得点範囲は10
～ 19点、平均点は13.29点であること
を示している）

②誤答パターンの分析
　誤答が多かった質問と正答者数を
確認する（左の問題では7名中3名が
正答である）。

③クラス全体の回答状況
　各問題について、学生の回答状況
が確認できる。（例：「ビザ（　　）
いります」で４名が誤答「を」を選
択している）

④各学生の回答状況
　各学生の回答内容と誤答部分が確
認できる。
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⑵ フィードバック
Google Form では教員用画面の「概要」から、

学生の回答についての「分析情報」が確認でき
るため、各学生の点数とクラスの平均点、誤答
の多い問題、各学生の回答内容について詳細に
確認することができ、フィードバックに有用で
ある（図３参照）。

フィードバックを行う際は、教室に上記の
各画面を直接投影して見せたり、誤答の多い質
問を報告したり、印刷してもう一度回答させた
りした。点数が極端に低い学生については個別
指導を行う必要もあった。誤答となった理由に
ついて学生の方から質問をしてくることもあり、
つまずきやすい項目を学生自身が意識化できる
という点で、有効といえる。教員にとっても、

添削にかかる時間と労力が軽減されたばかりで
なく、複数の教員が結果の分析画面を参照する
ことで、情報共有できるようになった。

⑶ 教育効果
Google Form を用いた宿題は学生には好評

であった。用紙やペンを取り出す必要もなく、
スマホなどのデバイスで授業の空き時間や電車
での移動中に宿題ができるという点が便利に感
じられたとの声が聞かれた。また、従来は紙の
スケジュール表を確認して宿題を提出する必要
があったが、Google Classroom では締め切り
が近づくとリマインドが届くため以前より宿題
の把握がしやすくなったこともあり、提出率が
10％程度上がった。

さらに、宿題を行った直後に正答が表示さ
れるようになっているため、宿題の返却を待た
ずに確認ができ、復習の動機付けともなる。従
来の紙ベースの宿題では、回収後、次の授業日
に返却およびフィードバックを行っていたが、
複数の教員で授業を担当しているため、フィー
ドバックが最大で１週間後になることもあった。
Google Classroom 導入により、提出からフィー
ドバックまでの時間が大幅に短縮できたのは大
きな利点であった。加えて、全ての宿題の点数

を一覧表としてエクセルに集約することができ
るため、成績管理作業も効率化された。

⑷ 成績の分析とフィードバック
（Google Spreadsheet による成績統合機能）
次に Google Classroom による宿題の結果に

ついて実際のデータ（Google Spreadsheet に
集約された成績データ）を参照しながら分析す
る。各クラスにおける宿題の平均点と得点率を

【表 2】～【表 4】に示す。J1 クラスではテキ

図４.　携帯端末での利用イメージ 図５.　課題提出率の変化
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スト（『大地』全 42 課）1 課から 14 課を、J2
では 14 課から 22 課を、J3 では 23 課から 40
課までの課を学習した。全体の平均得点率は、

J1 が 79.2 点、J2 が 62.8 点、J3 が 79.6 点であっ
た。

各課の得点率に注目すると、各クラスにお
いてどの課の難易度が高いのか、つまずきやす
いのかが見えてくる。例えば、J1 については
14 課（動詞の辞書形・グループ分け）と７課

（形容詞）、J2 は 22 課（授受表現）、21 課（仮
定の「たら」）19 課（普通形）が低く、後半の
課は学習者にとって負荷が高いことが推察さ
れる。J3 は 26 課（「～とき」「～なければなり
ません」）が唯一７割を下回っている。Google 
Classroom を利用することで、容易にこのよう
なデータを得ることが可能であり、データの分
析により学習者にとってつまずきやすい課と理
解しやすい課がある程度可視化できることが明
らかになった。学生にも得点は通知されるため、
学生は自らの弱点を知ることができ、学習の動
機付けにもつながるであろう。今後の授業にお

いてはより理解を促すような導入や練習の工夫、
課題を加えていく必要性がある。

⑸ 今後の課題
教員にとっての今後の課題：今回の宿題の

誤答率や回答状況をさらに分析し、問題の修
正、追加などの改訂作業を行いたい。また、今
回は Google Form を利用したため、自由回答
問題はほとんど含まれていない。選択問題は
Google Form で、短文作成や活用表作成など
は紙ベースで、というすみわけがあったためで
ある。今後、Google Form の自由記述問題や
Google Document 等を利用して、書く問題の
バリエーションを増やしていきたい。入門段階
のひらがなやカタカナの習得、漢字練習などに
も利用できそうである。一方で、手書きの機会

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 合計

満点 10 15 12 15 23 13 35 19 19 23 14 15 17 21 251

平均点 8.3 13.0 10.5 12.8 20.5 10.5 23.5 14.0 14.3 18.0 11.8 12.8 12.0 13.3 13.9

得点率 82.5 86.7 87.5 85.0 89.1 80.8 67.1 73.7 75.0 78.3 83.9 85.0 70.6 63.1 79.2

L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37

満点 28.0 20.0 21.0 19.0 19.0 25.0 18.0 26.0 24.0 34.0 27.0 23.0 25.0 27.0 20.0

平均点 23.6 14.4 17.6 13.3 16.1 19.3 13.1 22.3 19.9 27.3 21.9 17.0 21.7 21.3 14.4

得点率 84.2 72.1 83.7 69.9 85.0 77.1 73.0 85.7 82.7 80.3 81.0 73.9 86.9 78.8 72.1

L38 L39 L40 合計

満点 20.0 16.0 16.0 408.0

平均点 15.6 13.5 13.4 22.7

得点率 77.9 84.4 83.8 79.6

L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 合計

満点 21 30 21 25 17 22 16 24 16 192

平均点 16.3 22.9 12.8 17.7 10.3 12.3 9.5 12.8 8.0 13.6

得点率 77.8 76.2 61.1 70.7 60.5 55.8 59.4 53.5 50.0 62.8

表２.　J1の宿題結果一覧

表４.　J3の宿題結果一覧

表３.　J2の宿題結果一覧
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をすべてなくしてしまうことの弊害も考えられ
るため、手書きの宿題は今後も行う必要がある
と考えている。

また、音声認識機能による録音練習や、録
音内容のフィードバック、リスニング練習など、
会話や聴解の問題も加えていきたい。さらに、
日本語学習に役立つサイトや情報の共有のほか、
コメント機能や記事の投稿機能を利用した学生
間・教師とのコミュニケ―ションにも有用と考
える。

加えて、学生のオリエンテーションについて
もよりきめ細かく行いたい。Google Classroom
は大学のアカウントからのみアクセスすること
ができるため、大学のアカウントに入る方法を
理解していない学生や、アカウント情報を紛失
したり、操作方法を誤解していたりしたために
学期半ばまで Google Classroom に入れなかっ
た学生も見られた。特に、初級の学生に対して
は、操作方法などの説明について学期初めのオ
リエンテーションとサポートをきめ細かく行う
必要がある。

4-2.　�中級レベルでの Google�Classroom
の活用分析

⑴ 漢字・語彙の宿題（Google Form）
中級レベルでは、軸となる 6 科目（読解・

文法関連科目）で漢字・語彙の宿題に Google 
Classroom を活用した。中級レベルではこれま
で、教科書に出てくる漢字・語彙は授業前に予
習させ、課の開始時にクイズを行って習得を確
認するという方法を取っていた。しかし、特に
初級漢字の習得が不十分な学生にとっては、そ
の漢字の量が膨大なものに感じられるようで、
やみくもな暗記を試みては挫折する例が多く見
られた。そのため、教科書に出てくる漢字をレ
ベル別に整理し、下のレベルのものは復習を促
し、上のレベルのものは外し（上級を目指す学
生には自習とした）、適正レベルのものに絞っ
て必修リストを作って予習させたうえで、読み
を Google Classroom の宿題として授業前に提
出させ、授業で漢字や語彙の意味や使い方にも
触れたうえで課の終了後にクイズで確認するこ
とにした。

Google Classroom の宿題では、語彙は選択
肢を選ぶ方式、漢字は読み方をタイプする方式
を採用した。中級以上の漢字は、書きも自習は
させるが読みのみを必修とすることで負担を軽
減している。なお、どのクラスでも学習した文
型を使った短作文も宿題にしており、初級同様、
表記チェックの機会を残すために、そちらは紙
ベースで提出させている。

図６.　中級レベルの宿題例

① 語彙の選択問題 ② 漢字の読みをタイプする問題
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⑵ フィードバック
初級同様、学生の回答についての分析情報、

つまり各学生の点数やクラスの平均点、誤答の
多い問題、クラス全体あるいは各学生の回答状
況などを確認し、フィードバックを行った。誤
答の多い問題については、解答後に正誤を判断

するだけでなくキーになるコメントを表示させ
るように問題を修正した。このことにより、学
生は宿題を提出すると同時に自分の誤りに気づ
き、場合によっては瞬時にフィードバックを受
けられるようになった。

なお、本来あってはならないことではある
が、誤答が多いことで問題自体が適切でないこ
とがわかり、問題を修正したケースもあった。

また、学生が問題の誤字脱字や間違いに気づい
た場合、その場で教師にフィードバックできる
という利点もあった。

① 誤答の多い問題（分析情報の画面） ② コメントを入力（問題作成画面）

学生からの問題へのフィードバック例

図７.　中級レベルの宿題の解答の分析とフィードバック

図８.　中級クラスの学生からのフィードバック例

⑶ 教育効果
学生からは、初級と同様、空き時間にスマ

ホで手軽に宿題ができてよい、リマインドが届

くのが便利、正誤と（問題によっては）その解
説がすぐ確認できてよい、といった声が多く聞
かれた。中級では従来、同一教員が担当してい
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る授業であっても、ある日に出た宿題は次の授
業で提出、その次の授業で返却するのが通常で、
週二回の授業で一週間のタイムラグがあった。
欠席をしても宿題を受け取り提出できる、リマ
インドが届くので忘れにくい、締め切りを過ぎ
ると自動的に受け付けてもらえなくなってしま
う、などの理由から、締め切りを守ってきちん
と提出する学生が増えた。オンラインの宿題が
課されることで日本語のタイピングに慣れるこ
とができる、といった声もあった。結果として
漢字や語彙を学習する習慣がついて課ごとのク
イズや定期試験の漢字・語彙のセクションで安
定した点数が取れる学生が増え、全体として漢
字・語彙習得がスムーズになったように感じて
いる。

教員にとっては、学生の課題提出状況が瞬
時にわかるようになった、添削にかかる時間と
労力が軽減された、情報の管理や教員間での共
有が容易になった、などの効果があった。

今後の課題であるが、必修として Google 
Classroom に出題する漢字の選定をさらに工夫
したい。また、誤答の多い問題以外についても、
問題に関するコメントを表示する機能をもっと
積極的に利用していきたい。クラス全体につい

ても学生個別でも宿題の提出状況を一目で確認
できるので、これをさらに指導に活かしていき
たいと考えている。

⑷ その他の活用例
中級では読解文法での語彙・漢字の宿題の

ほか、漢字クラスの写真の提出、会話クラスで
の音声や文書の提出にも Google Classroom を
活用している。これらの例についても簡単に述
べておきたい。
A）写真の提出

復習Ⅰ（生活漢字）のクラスでは、生活場
面の写真を見て漢字を学び、授業後に自分もそ
のテーマに合わせて漢字語彙を含む写真を撮り、
その漢字について調べて次の授業時に発表する
という活動がある。この写真を提出させるのに
Google Classroom を活用している。

画像が示す通り Google Classroom の課題機
能を利用することにより、学習者は携帯端末で
撮影した漢字の写真を「提出」の欄を押すだけ
で、直接 Google Classroom に提出することが
できる。操作が簡単なため心理的負担も少な
いのか、早い時期に提出する学生が多い。
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教員側も、メールを一通一通開くような手
間もなく学生の提出状況を一括して確認でき、
前の授業内容を反映した宿題を次の授業の前に

受け取れるため、次の授業での発表の準備をス
ムーズに進めることができる。

② カメラの選択 ③ 写真の撮影 ④ 提出

図９.　漢字クラスの課題例

① 復習Ⅰ（生活漢字）の出題画面
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① 提出状況の確認 ② 提出課題のアップ

① 会話クラスの出題例（音声） ② 提出状況の確認

図10.　漢字クラスの課題提出状況

図11.　会話クラスの課題例 ①

B）音声や文書の提出とフィードバック
中級の会話の授業では、学期開始時など、

学生が話した日本語を録音し、それについて

フィードバックしたり、ほかの学生と共有した
りするのに Google Classroom を活用した。

またこの授業では、スピーチ原稿などの文
書も Google Classroom から提出させた。
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3　この６クラスについてはレベルのコーディネー
ターが課題等を作成しているが、この６クラス
以外にも会話のクラス等、授業担当者が独自に
Google Classroomを使用しているクラスもある。

① 会話クラスの出題例（スピーチ原稿） ② 提出された原稿

図12.　会話クラスの課題例 ②

Google Classroomを利用すると、学生が自
分の携帯機器を使用して録音できるため、録音
機材がいらないこと、すべての作業を授業内で
済ませる必要がないため、後日ゆっくり提出さ
せたりフィードバックしたりできることなどの
メリットがある。もちろん教室でフィードバッ
クを行うこともできる。定期試験ではこちらが
準備したレコーダーで音声を録音するが、その
場合も音声を学生と共有してフィードバックを
行うことができる。特に学生にとって学期の集
大成となる期末試験は、通常では話しっぱなし
でフィードバックの機会がないため、Google 
Classroomでフィードバックを行えるのは大き
な利点であると感じている。なお、録音した音
声を提出させる機能は、中上級の会話クラスで
も利用している。

4-3.　�中上級レベルでのGoogle�Classroom
の活用分析

⑴ 活用例
中上級レベルにおいては、レベルの基盤

となる科目を中心に６クラスにおいてGoogle 
Classroomの自動採点機能を用いた宿題を出
している3。宿題は全てGoogle Formで作成し、
課題とした。文法科目では、2017年度までは学
習した文法項目について、文整序問題および文
を作成する宿題を課してきたが、2018年度から
文整序問題をGoogle Classroomで実施し、各文
法項目について２問ずつ文整序の問題を作成し
た。問題は2017年度まで紙で実施していたもの
を基本に、改変を加えながら作成した。読解科
目では、各課について、教科書の語彙リストに
あるものから５つずつ語彙を選び、それらの語
彙を入れられるような短文を５つ作成し、短文
に語彙を選択して入れるという形式をとった。
また、読解文法の科目では読解本文の内容確認
の問題（正誤）をGoogle Classroomで宿題とし
て課した。問題は2017年度まで紙で実施してい
たものを基に作成した。
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⑵ フィードバック
中上級レベルでは、これまで紙媒体で行っ

てきた課題のうち、文整序、語彙の選択、内容
確認（正誤）といった機械的に添削できる課
題についてGoogle Classroomを使用した。その
ため、具体的なフィードバックは現在までして
きていない。自動採点の活用方法としては、初
級・中級同様、間違いが多かったものについて、
教室で改めて確認するなどの方法が考えられる。
今後は、誤りの多かった問題の収集と、現在は
自動採点と正答の提示しかしていないところを、
誤答を選択した場合の解説まで提示できるよう

にしていきたいと考えている。

⑶ 教育効果
Google Classroomを導入するメリットとし

て、初級・中級同様学生への宿題の返却がス
ピーディーに行えるようになった。また、自動
採点機能により教員の添削時間の短縮時間にも
つながり、文を作成する宿題の添削など、より
教員の判断が必要になる宿題に時間を充てるこ
とができるようになった。Google Classroomの
宿題に対する学生の反応は概ね良いものであっ
たが、学生からの声として、同じ問題を繰り返

① 文整序の課題例 ② 語彙選択の課題例

③ 内容確認（正誤）の課題例

図13.　中上級クラスの宿題例
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図14.　作文のチェック例

オンラインフィードバック（修正が必要な部分をハイライト）

して行えるようにしてほしいというものがあっ
た。

今後の課題としては、締切時刻から遅れて
宿題を実施する学生の対応、学生の声にもあっ
たが、学生が繰り返して同じ問題にあたれるよ
うに設定するかどうかの判断、誤答を選択した
学生への解説が挙げられる。

4-4.　�上級レベルでのGoogle�Classroomの
活用分析

上級レベルでは、初級～中上級で示した項
目以外に活用例と教育効果として、A）作文教
育（Google Document）、Ｂ）発表訓練の振り
返り（Google Drive）、Ｃ）リアクションペー
パーとスレッド（Google Classroomの質問機
能）を分析する。

⑴ 作文とフィードバック
上級のレポート作成のクラスではGoogle 

Documentを用いた作文課題を出している。
Google Documentを作文課題に利用する理由と
して、オンラインでの共時編集ができること、
フィードバック機能の充実などが挙げられる。

従来の上級レベルの学生の作文教育では、
Wordでの課題提出を求めていたが、Wordを

用いた文書添削では、教員が学生の提出した
WordファイルをLMSからダウンロードして
フィードバックを記入し、再度LMSにアップ
ロードして返却する必要があり、時間と労力が
かかった。また、オンラインで文書が共有され
ていないため共時的な教員のフィードバックを
することができなかった（Word文書のオンラ
インでのフィードバックにはCALL教室の環境
が必要）。

しかし、こうした問題はGoogle Documentを
用いるようになって解消した。Google Document
は、オンラインで文書の作成を行うアプリケー
ションであるため、他のユーザーとの共同編集
を行うことができ、オンラインで文書を開いて
チェックし、直接コメントを記入することがで
きるようになった。また、学生が提出した文書
をチェックするだけでなく、授業中に学生が文
書を作成している途中でも教員がオンラインで
文書を見てアドバイスやフィードバックを送る
ことができるようになった。さらにフィード
バックの質も向上し、フィードバックコメント
をあらかじめGoogle Classroomの「コメントバ
ンク」に登録しておくことにより、学生の習熟
度に合わせたフィードバックがより効率的にで
きるようになった。
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図15.　コメントバンクの例

図15のように「コメントバンク」によく用
いるコメントを保存し、活用している（まった
く同じコメントを用いるのではなく、学生の作
文の内容に応じてフィードバックを調整、ある
いは追加して、一人一人一人のニーズに合った
フィードバックを送るようにしている）。

教育効果：�
Google Documentを用いたレポート指導の教

育効果として以下の4点が挙げられる。
1）学生にとっては、Wordでのレポート作

成と比べて文書の保存が簡単になり（Google 
Documentの画面を閉じることで自動保存）、
文書の保存場所がわからなくなって書き直す
という問題がなくなった。2）文書の作成を携
帯端末で気軽にでき、日常生活の空いている
時間に課題をすることができるためか、課題
の提出率が高まった（Wordでレポート作成し
た学期の課題提出率は83%であったのに比べて、
Google Documentでは89％になった）。3）教員
にとってはGoogle Classroomを用いてフィー
ドバックコメントを蓄積して、学生に合わせ
て調整して書くことができるようになったた
め、フィードバックにかける時間が減り、か

つ学生に合わせて調整したよりきめの細かい
フィードバックを書き加えて送ることができる
ようになった。4）共時的なフィードバック機
能を用いたことで、教室内で学生と一緒にイン
タラクティブに推敲する（何が問題なのかを考
える）ことができるようになり、教員と学生と
のコミュニケーション、ピアフィードバックの
機会を作ることができるようになった。まだ十
分に行えていない点としては、現在活用してい
る「コメントバンク」はクラスで活用している
ルーブリックとおおよそ連動させて作成してい
るが、よりシステマティックな連動方法を検討
していく必要があることが挙げられる。

⑵ 発表録画を用いた自己評価課題
Google ClassroomはGoogle Driveと連動して

いるため、動画を簡単に共有することもできる
（中級で挙げられていた写真や音声の共有と
同様）。上級後半のクラスでは、プレゼンテー
ションの練習の一環として学生の発表を教員が
録画しており、発表後に学生の録画をGoogle 
Classroomにアップして、学生が自分の発表録
画を見ながら振り返り、良かった点、改善すべ
き点を自分で考える時間を設けている（学生の



68

法政大学教育研究第十号

教育効果：
自分の発表録画を初めてみる学生が多く、

最初は抵抗感がある学生もいるが、定期的に発
表の録画を共有し、自己評価、ピアフィード
バックを行うことで学生は動画を用いた内省活
動に次第に慣れていき、その重要性に気づいて
いった。学期を通じて３回の録画を用いた振り
返りを行い、最初の録画と最後の録画の比較を
してもらったところ、１学期間の自分の変化が
実感できたと述べる学生が非常に多かった（学
期末の聞き取りから）。Google Classroomは動

画を共有したり、繰り返し見る操作が容易であ
るため、定期的な録画の振り返りのツールとし
て気軽に使うことができ、学習支援として有用
であると考える。

⑶ リアクションペーパーとスレッドとしての
活用

Classroomには簡単な質問に答えてもらう際
に用いる「質問」という機能があり、オンライ
ンの「リアクションペーパー」として活用する
ことができる。次の例は日本のドラマ「逃げる

録画課題

図16.　発表授業の録画の共有（振り返り用）例

自己評価は事前に配布したルーブリックの評価
基準を用いて行う）。発表録画を用いた学生自
身の振り返りやクラスメートのフィードバック
（ピアフィードバック）は、上級学習者が必要
とする自律的な日本語のモニタリング力を高め
る上で効果があることが報告されており（村田
2004）、Google Classroomを用いた録画データ

の保存・共有とフィードバックはそのための
ツールとして活用している。次の画像は学生が
自分の発表を見て振り返るために共有している
ものであり、学生はビデオを見ながらルーブ
リックに沿って自己評価を行い、自分の良い点
と改善点を記録し、Google Formに入力して教
員にも報告する。
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図17.　リアクションぺーパーの例

学生 A

学生 B

は恥だが役に立つ」を視聴した後、クラスで内
容をディスカッションを行い、最後に感じたこ

とを学生が書いて提出した例である。

学生Aが書いた内容に教員がフィードバック
を書いて返却することも可能であるが、Google 
Classroomで学生がお互いのコメントを見られ
るように設定すると、クラス全体で情報を共有
することもできる。共有設定にすると、学生は
お互いのリアクションペーパーを見て、フィー
ドバックをするという課題を出すこともできる
（例として画像の下にある学生Bの返信参照）。
こうした相互コメントをクラスで共有すること
により、クラスでのディスカッションをさらに
活性化させることもできる（この例では学生A
とBのやりとりを見たクラスのメンバーからさ
らに反論も出され、オンラインと対面での学生
間のコミュニケーションが連動してクラスの
ディスカッションが活性化した）。なお、留学
生のコメントには日本語表現の問題点もあるた
め、学生の自由な表現に対する意欲を削がない
ように配慮しながら、最後に日本語表現に関し
て数点コメントしている。

教育効果：

筆者（村田）のクラスではGoogle Classroom
の「質問」機能を使ったリアクションペーパー
（２段落程度のコメント）の課題を多く出して
いる。こうした活用方法のメリットは教員側に
とっては、紙媒体でリアクションペーパーを学
生に書かせるのに比べて回収にかかる手間と労
力を減らすことができること（各学生の提出状
況が自動的に記録される）、フィードバックや
評価がオンラインでできるためにより詳しいコ
メントを記入することができること、そしてよ
いリアクションペーパーを全クラスで（画面に
映し出して）共有し、コメントすることができ
ることなどが挙げられる。

また学生にとっての利点として、日常生活
で使い慣れている携帯端末を用いたリアクショ
ンペーパーの作成は文章作成としての敷居が低
く、特に漢字を読むことはできても書くことに
困難を感じる非漢字圏の学生にとって負担が少
ないこと、当日中であれば提出可としているた
め、携帯端末で授業後にゆっくり作成して提出
することもでき、書くスピードの遅い学生も自
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分のペースで課題を行うことが可能であること、
オンラインでの提出により、自分の提出記録、
評価が一覧できるため、学習の達成度を自分で
把握できることなどが挙げられる。

これに加えて、例で見たように学生のリア
クションの共有は、教員と学生の閉鎖的なやり
とりではなく、クラス全体、そして学生同士の
学び合いの機会を広げるという点で役立ってい
る。学生同士の相互フィードバック、コメント
の共有は協働学習、相互理解のための１つの
ツールであり、対面でのインタラクションと連
携する形でICTを用いた学生間の協働学習の機
会を作っていくことは、学習の促進のためだけ
でなく、学びの共同体を構築する上でも重要
である（村田2014、村田・古川2014）。Google 
Classroomのスレッド機能にはそうしたツール
としての可能性もあると考える。

5．今後の課題と展望

本稿ではJLPにおけるGoogle Classroomの活
用方法と教育効果を分析した。日本語教育にお
けるプログラムレベルのGoogle Classroomの活
用分析はこれまで十分になされておらず、本稿
では多様な活用方法を分析し、活用の意義と留
意点を明らかにしたことにより、新しい知見を
提供できたものと考える。

前述したように、高等教育においてICTを活
用した様々な授業支援、学習支援が進められ、
多くの大学がLMSを導入しているが、LMSの
実際の利用率は明確には把握されておらず、活
用も限定的であるとされる。本稿で示したよ
うにLMSはさまざまな点で学習支援に役立つ
ツールであり、今後、LMSを用いた学習環境
の学習支援をさらに推進していくためにも、本
稿で示したような活用事例と教育効果の分析、
そしてその情報発信が重要となっていると言え
よう。

本稿の活用分析は、JLPでの実践例であるが、
検討した内容は、語学教育だけにとどまらない

汎用性の高い機能の分析であり、自動採点機能
付きの課題のフィードバック、モバイル端末活
用による課題提出率の向上、写真、録画、音声
ファイルなど多様な媒体の共有、レポートの
フィードバックの方法、オンラインでのリアク
ションペーパーの集め方、共有、学生間の相互
コメントの方法など、大学関係者が学習支援の
ツールとしてGoogle Classroomを活用する際に
も役立つものであると考える。

最後に、今後の活用に向けたGoogle Classroom
の使用の留意点として次の４点を挙げる。

1）学生に対するオリエンテーションをきち
んと行い、使用マニュアルを用意する必要があ
ること（Google Classroomは教育関係者のニー
ズを取り入れてバージョンが毎年のように更新
されるため、それに対応したマニュアルを作成
し、更新していくことが大切である）。

2）教室での使用に際しては注意が必要で、
アクセスが集中しすぎると機能しなくなる恐れ
があり、あらかじめ使用する教室環境でどの程
度の通信キャパシティがあるのかチェックして
おくことが必要であること（キャパシティが低
い場合はCALL教室やPC教室を活用すること
が必要）。

3）大学のG Suiteを活用する場合、学生がプ
ライベートのGoogleアカウントと混乱すること
が多いので、オリエンテーションで何度も「大
学のアカウントから入ること」という指示を徹
底させることが必要であること。

4）学生のみならず教員のITリテラシーにも
差が存在するため、システム導入時には使用
方法について充分な研修が必要でもある。今
後、大学の留学生受け入れが増え続け、Google 
Classroomを利用するプログラム、クラスが増
えていけば、教員研修の機会も必要になるだろ
う。

以上のような留意点はあるものの、JLPの受
講者は全体として問題なくGoogle Classroomで
の課題を提出できており、学期最初の段階にお
けるきめ細かいオリエンテーションの実施、マ
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ニュアルの充実、教員によるフォロー、そして
プログラム全体としての一貫性のある使用方法、
教員が使い方に習熟することにより、本稿で示
したような様々な学習支援のツールとして効果

的に活用できると考える。今後、さらに学習者
のGoogle Classroomや他のLMSの活用方法を
分析し、教育現場における効果的な活用方法に
ついて検討したい。
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日越大学でのインターンシップ報告
―ベトナムにおける社会人学生への
　　　　　　　　大学院教育の現状について―

半田　朋之（法政大学学務部教学企画課）

書評・紹介

１.　�はじめに

本レポートは、職員のSD（スタッフ・ディ
ベロップメント）の一環で実施されたベトナム
の日越大学での２週間のインターンシップの成
果をまとめたものである。なお、インターン
シップの中で、「ベトナムにおける社会人学生1

への大学院教育の現状について」把握すること
を調査テーマに掲げ、日越大学の学生や日越大
学をはじめとしたベトナムの大学の教職員にイ
ンタビュー調査を行ったので、その成果につい
ても触れたい。

２．日越大学の概要

日越大学はベトナム政府と日本政府の協力
の下、2016年度９月に設立され、2018年10月現
在修士課程７コース（公共政策、ナノテクノロ
ジー、地域研究、社会基盤、環境工学、企業管
理、気候変動・開発）で運営されている。なお、
大学の運営に際しては、日本政府、JICAが支

援をしていることに加え、各コースの運営に際
して、東京大学等の日本の大学が幹事校として
関わっている。

教育の特徴として、①授業は英語で実施、
必須科目として日本語教育を実施する他、日本
文化・ビジネス慣習への理解を高めるカリキュ
ラムを整備していること、②２年次におけるイ
ンターンシップを実施すること、③問題解決型、
参加型学習に重きをおいた教育を実践すること
の３点が挙げられる。

３．日越大学での職員インターンシップ

インターンシップでは、2018年8月29日～ 9
月11日の２週間、教務課での業務体験、各種イ
ベント行事の見学を行った。また、調査テーマ
を定めたうえで、日越大学をはじめとしたベト
ナムの大学の学生や教職員へのインタビューを
行った。各日のスケジュールは下記の表１のと
おり。

表１　インターンシップのスケジュール

日　程 業　務　内　容

8月29日（水） ・ベトナム入国
・日越大学キャンパス見学

8月30日（木） ・日越大学スタッフ研修への参加@ニンビン
　－日越大学の将来構想、ビジネススキル等のセミナー実施

8月31日（金） ・修士2年生への日本でのインターンシップに関する説明会見学
・日越大学学生へのインタビュー

9月3日（月） （建国記念日のため祝日）
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４．調査テーマの設定と目的

⑴ 調査テーマの設定
著者は2010 ～ 2014年にかけて大学院事務部

大学院課に所属し、文系大学院の入試・広報を
担当していたが、文系研究科（修士課程）では
社会人学生の受け入れが多かった（2018年度入
試の入学者のうち社会人学生は44.4%2）ことも
あり、その理由の解明やさらなる受け入れ拡大
のための広報促進や教育プログラムの検討を積
極的に行っていた。社会人学生への大学院教育
に強い関心をもっていたことから、上述のテー
マを設定した。

⑵ 目的
日本では18歳人口が減少する中、文部科学

省をはじめ、多くの高等教育機関において社会
人の受け入れ拡大を目指している。ただ、大学、
大学院、短期大学の正規課程の社会人入学者数
は2008年の1.9万人をピークに微減（2017年は

1.7万人）、また全学生のうちの割合が10%未満
といった状況である3。社会人の受け入れを拡
大するための取組みとして、履修証明プログラ
ムの設置、教育訓練給付金の充実、オンライン
講座の提供等の取組みが行われているが、ベト
ナムにおける社会人学生への大学院教育の現状
や取組みを把握することで、さらなる促進に役
立てたい。

５．調査概要

⑴ インタビュー概要
ａ．調査対象者
　日越大学学生　18名
　日越大学教務課職員　２名
　他大学教員　２名
　計　22名
ｂ．調査方法
　学　生：質問紙を用いた直接インタビュー
　教職員：フリーでのインタビュー
　一人20 ～ 30分程度

9月4日（火） ・ハノイ国家大学ハノイ校人文社会科学大学（副学長）にインタビュー
・日越大学教職員にインタビュー

9月5日（水） ・ハノイ国家大学ハノイ校経済大学（教務部長）にインタビュー
・日越大学教務課の業務体験

9月6日（木）
・新入生オリエンテーション見学（3日間）
・新入生にインタビュー9月7日（金）

9月8日（土）

9月10日（月）
・入学式見学
・�日越大学副学長、教職員に「日本の高等教育の現状」「インターンシップの振り返り」
をプレゼンテーション

9月11日（火） 帰国
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⑵ 日越大学の学生へのインタビュー

【インタビュー対象】
・学生18名のプログラムの内訳は下記のとおり。
公共政策5名、ナノテクノロジー2名、地域研究1名※、社会基盤4名、
環境工学2名、企業管理4名

　　　※地域研究・日本語コースを選択している学生であった。
・フルタイムで働きながら学んでいるのは１名のみであった。
�・大半がベトナム国籍だが、うち2名はマレーシアからの留学生である。

【インタビュー内容・結果】
Q１.�大学院で学ぶ目的（複数回答可）
　・専門知識の修得（12名）
　・よりよい仕事を得るため（半数）、博士号の修得を目指すため（2名）
　・日本の経営について学びたい（2名）、日本の文化に興味がある（2名）

Q２.�大学院の中で日越大学を選んだ理由（複数回答可）
　・奨学金が魅力的（16名）
　・日本でのインターンシップが魅力的（8名）
　・日本の文化や日本語を学びたい（5名）
　・日本の有力大学の教授による授業が魅力的（3名）
　・キャンパスのロケーション、授業でのアクティビティが魅力的（１名ずつ）

Q３.�大学院で得たもの、修了後の展望（複数回答可）
　・専門的な知識（15名）
　・研究スキル、プレゼンテーションスキル（5名）
　・博士号を取得したい（3名）、日本で働きたい（2名）、前よりもいい職を得たい（2名）

Q４.�学費をどのように工面しているか
　（2年間で約3,300ドルで、日本でのインターンシップはJICAが負担）
　・�アルバイトでの給料やこれまでの貯金を学費に充てているという話しもあったが、ほとんどの学生が奨学金
（JICAが負担している）を受給しており、それで工面していた。中には全額免除の学生もいた。

Q５.�１週間のスケジュール、学習時間
　・�多くの学生が週3～4日で各日3、4コマ履修しているとのこと。準備や復習のため、8時～17時くらいま

で学校にいることが多いとのこと。
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⑷ 考察
ａ． 2016年にベトナムを訪問した際、高校

や日本語学校の教員、受験生や保護者と
話す機会があったが、ほとんどが奨学金
のことを話題に挙げていた。今回もイン
タビューの中で奨学金が魅力といった声
が多かったため（セメスターごとに、約８
割の学生が、授業料の全額または50%の奨
学金を日越大学または日本企業から受給
できている）、ベトナムから学生を受け入

れるうえで奨学金は非常に重要であると
いえる。

ｂ． 日本では新卒一括採用が主流である
が、ベトナムでは通年採用が行われてお
り、実際に大学卒業後すぐに就職をしな
いケース（将来について考えたり、大学
院に進学する）や正規雇用の仕事を辞め
て学ぶケースも見られた。そのため、仕
事に活かせるプログラムや、修士号・博
士号の取得は一定のニーズがあるといえ

⑶ ベトナムの大学関係者へのインタビュー

【インタビュー対象】
日越大学（教務課長）�Dinh�Quang�Hung�氏
日越大学（教務課・広報担当）�Ngo�Thi�Duc�Luu�氏

【インタビュー内容】
・日越大学（修士課程のみ）を修了するためには、2年間在籍し、64単位修得する必要がある。
・�夜間コースは設けておらず、必修科目が平日の昼間に開講されていること、2年次にインターンシップがあるこ
とから、フルタイムで働きながら日越大学で学ぶのは難しい。ただ、大半の学生がパートタイム等で働いている。
・学生に進路希望調査をしたところ、日本で働きたい、ベトナムの日系企業で働きたい学生が一定数いる。
・�ベトナム人が大学を選ぶうえで奨学金は重要で、JICAの協力で給付している奨学金は日越大学の特徴の一つで
ある。

【インタビュー対象】
ハノイ国家大学ハノイ校人文社会科学大学（副学長）�Tuan�A.�Hoang�氏

【インタビュー内容】
・�夜間コースを設けており、平日夜間（17：30～20：30）、金曜（昼～20：30）、土日（終日）に授業を開講し
ている。
・毎年400～500名が修士課程に入学するが。約8割が社会人学生である。
・30あるプログラムのうち、JournalismとTourismが社会人に人気である。
・仕事で必要な知識の修得、昇進や転職、学位を取得したい、教員になりたいといった理由で学ぶ学生が多い。
・学費は修士課程2年間で1,200ドル、奨学金はほとんどない。

【インタビュー対象】
ハノイ国家大学ハノイ校経済大学（教務部長）�Nguyen�Anb�Tuan

【インタビュー内容】
・�ハノイ国家大学ハノイ校では、教員の約 8割が博士の学位をもっており、ベトナムで最先端の研究が可能である
（他の大学では約 5割程度）。
・学生が大学院で学ぶ理由、開講形態は、同大学のメンバー校であるため、ほとんど同じであった。

※その他、日越大学の教員（JICA専門家）２名にインタビューしたが、ここでは割愛。
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る。
ｃ． 本学では2016年にベトナム政府165プ

ログラム研修（公務員の職員研修で日本
の経営、法律、観光等の講義を実施）を
受け入れた実績があるが、日越大学では、
日本文化や日本式の経営について興味を
持っている学生がいたため、短期での受
け入れプログラムを実施することが考え
られる。

６．振り返り

インターンシップの中で、日越大学の副学
長、教職員等に「日本の高等教育の現状」につ

いてプレゼンテーションを行った、内容は、18
歳人口が減少する中での社会人学生や留学生の
受け入れ拡大、学修の質保証について触れた。
プレゼンテーションの後、指導教員あたりの学
生規模の在り方、日本の就職活動の実態等につ
いて意見交換を行った。

グローバル化の影響により本学でも留学生
の受け入れ拡大、英語学位プログラムの設置な
どが進む中で、英語による研修を受けられたこ
と、海外大学の運営や戦略を学べたことはとて
も貴重な経験となったので、今後の職員人生に
活かしていきたい。

1　社会人学生とは、正規雇用でフルタイム働きながら大学等の正規課程に在籍している社会人のことをいう。
2　入試経路「社会人入試」で入学した者を社会人学生として算出。
3　文部科学省将来構想部会第23回資料１－３「今後の社会人受入れの規模の在り方について」より抜粋（2018年7

月5日開催）。
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「職員の基本知識『大学制度』とは何かを学ぶ
　　～教学組織のしくみから単位制度、学位まで～」

2018年9月7日（金）　13：00 ～ 17：00
法政大学 市ヶ谷キャンパス　ボアソナード・タワー 26階 スカイホール

開会挨拶
廣瀬 克哉

（教育支援本部担当常務理事・副学長／法学部教授）

　皆さん、こんにちは。教育支援本部担当常務
理事・副学長・法学部の廣瀬です。昨日未明
に北海道で大きな地震がありました。実際、今、
あるゼミ合宿は北海道で行われていて、実は岡
松先生も寸前に帰って来られたばかりと聞いて
いますが、いくつかの学会が北海道で開かれて
いて本学関係者も滞在しています。
　また、法学部では、来週月曜日から夕張で
フィールドワークを行う予定で数十名の法学
部の学生を夕張に連れて行くのですが、それを
どうするかということを、今日の夕方ぐらいに
は決めなければいけません。いろいろと慌しく、
余裕を持って研修を受けている雰囲気ではない
かもしれません。今日は大学の制度について改
めて確認をしようという機会として企画されて
います。
　私自身は政治学とか行政学とかが元々の専攻
で、制度というのは２つの次元があるのだとい
うことを授業の中でもよく言います。法律など、
いろいろな書かれたルールに基づいた制度を今
日は中心に再確認をしていくことになるかと思
います。
　もう１つは、ある組織や集団の構成員が、皆、
こういうふうに行動するだろうとお互い想定し
ていて、実際ほとんどの人がそのように行動す
る。特に、ルールとして意識されてたり、根拠
は何なのかはよくわからないけれども、大学で

はこのようにするものだと概ね皆が認識してい
るという、書かれていない事実上の制度。この２
つがあります。
　今日、お集まりの職員の皆さんも、年齢層は
さまざまですが、もうそろそろ定年退職の方を
除くと、ほぼ全員が大学を卒業しておられるか、
大学院を修了しておられるかでしょうか。教員
もほぼ全員そうです。教員の中には得意な技能
を持っていて、いろいろな職務経験を経て、大
学は出ていないのだけれども、その仕事上での
業績で教員になっているという方などが大学に
は稀にいらっしゃいます。そうでない限り、皆、
学生だったり院生だったり、あるいは教員とし
て経験をしてきた人の集まりで、今、大学は運
営されています。
　ですから、実は書かれたルールのことをあま
り意識しなくても行動できてしまう。特にある
種、個人のタレント活動みたいな感じで、授業
をしっかりやれば、中身がちゃんとしていれば
良いのだ、という感覚を持っている教員とい
う集団が一番そうで、書かれたルールのことを
あまり意識しない人が結構多いのです。中には、
困ったことに、意識しないことに価値があると
思っている人さえいます。そういう人を相手に
して運営していかなければいけないのだという
難題を、皆さんが抱えていることは念頭に留め
ておいていただきたいのです。
　ただ、この両方が合わさって大学というもの
は動いていっています。さらに言えば学生諸君
は書かれたルールというのは面倒臭いと思いな
がらも履修要綱を見て、最低限生き延びるため

法政大学　第19回FDワークショップ
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に必要な制度は、ちゃんとした学生は身に付け
るし、相対的にちゃんとしていないけど何とか
なる学生たちは、人のふりを見て制度の中へ何
とか適応します。それらが全然できなくて、な
かなかうまく付いて来られない学生も一部いて、
そういう人たちには個別な対応も必要です。
　しかし、いずれにしても書かれた制度と書か
れていない制度のバランスを取って、この組織、
この教育機関が組織目的である、学生に対する
教育、そして研究といったことがちゃんと秩序
立って、あるいは有効に行えるような組織であ
るためには、やはり書かれたルールのことにつ
いてわかっている集団がちゃんといて、それと
は別な次元で動きがちな構成員、学生、教員が
いる、そういったことも含み込んだ上で、しかし、
組織全体としては本来の目的がちゃんと達成で
きるようにするために書かれたルールである制
度と、書かれていない不文律としての制度がい
いバランスになるように、うまく調整していっ
ていただく。そういう現場の知恵はすごく大事
になってくるのだと思います。
　そういう意味で、大学を出ている集団である
がゆえに、書かれていない制度だけでも何とか
運営できる気分になりがちな現在の大学ですが、
改めて、その書かれたほうについてもう一度初
心に返って確認をすることを通して、なぜその
ような仕組みがあるのだろうか、この仕組みは、
仕組みのための仕組みではなく、誰でもその制
度の中に入ってきたら何を予測していいか、ど
んなことを期待していいかということを安心し
て認識できる、そういうために制度はあるのだ
と思いますが、そのための制度について再確認
をして、改めて何のためにこの制度があるのか
という考えを巡らせる機会にしていただければ
と思います。
　きょうは半日、長丁場ですが、よろしくお願
いします。

基調講演
「基礎から学び直す大学制度」
小林 信一 氏 
（広島大学高等教育研究開発センター特任教授）

１．はじめに
　こんにちは。ただいま紹介いただきました小
林です。突然車いすで壇上に上って来てびっく
りされたかもしれません。最近、ダイバーシ
ティ推進シンポジウム等が結構ありますが、今
日はそれではありません。最初にお話しいただ
きましたように、大学を考えることがテーマで
す。とはいえ、今回は開催に当たり、いろいろ
配慮していただいたり、工夫をしていただいた
り、非常に感謝しています。
　実は、ちょうど去年の今ごろ、隣にある東京
逓信病院に３カ月くらい入院していました。あ
る難病になって、足が動かなくなってしまった
のですが、いろいろ気が付くこともありました。
とにかくいろいろな方がサポートしてくれる社
会になっているなという気がしています。少な
くとも今の段階ではそれほど悲壮感は感じてい
ません。それで、今年は大学に戻り、また仕事
を始めています。
　障害者と言っても多様でいろいろな方たちが
いるので、いま私が言ったことを同じように考
えている人たちがいるかどうかはわかりません。
それと、よくユニバーサルデザインと言われる
のですが、個人的には、あれはちょっと健常者
の押し付けかなという気がしています。障害者
も健常者もとても多様です。１つのもので対応
できるはずがないし、実際いろいろな人に助け
ていただかないといけない。そういうことを経
験しています。
　もう１つ、ついでなので言っておきたいのは、
最近インクルーシブとかインクルージョンとい
う言い方をすることがあります。要するに、多
様な方たちが仲間になり、一緒に活動をしてい
くということでしょうが、この言葉にも若干違
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和感があります。大学で教員をずっとやってい
たし、いろいろなことをやってきたので、もと
もと仲間だと思っていたのに、インクルージョ
ンという言葉を聞くと、障害者として外にはじ
かれてしまうような感じがあります。とはいえ、
いろいろご迷惑をかけながらもきょうここで、
お話しできるのは非常にありがたいことだと感
謝しています。
　いま廣瀬先生のご挨拶の中にあったように、
組織とか制度はとても面白いもので、例えば昔
よく学生に話すとき、こういう例えを使いまし
た。法政大学や、近くにいろいろな大学があり
ますが、もし宇宙人が来てこれを見たら、いっ
たいこれは何だと思うだろうか。それを自分で
考えてみなさいということをよく言いました。
　初めて見た宇宙人には、単なるビルがたくさ
ん密集しているというふうにしか見えないかも
しれません。あるいは、こんな狭いところにた
くさんの人間が、しかもどちらかというと若い
人たちが多くうごめいているような、そういう
場所でいったい何をやっているのだろうと思う
かもしれない。全く無条件に見た場合に見える
姿は、そのようなものだろうと思います。
　例えば、この近くには高いビルがたくさんあ
りますが、皆さんがそれを見てわかるかという
と、皆さんは地球人の大人ですから、そこには
たぶん会社が入っているというような想像をす
る。会社名も読めばわかります。しかし、その
中で何をしているのかとか、人々はどのように
動いているのかとなると、わからないことがほ
とんどだろうと思います。私も正直なところ同
じです。

２．大学には制度やルールがある
　そこで大学の問題ですが、ここにいる皆さん
は大学の関係者です。私も大学にずっといまし
た。では、その大学の中にいる人間が大学を
ちゃんと理解できているかというと、簡単に言
えば宇宙人と同じようなものです。大学の中に
はいろいろな場所がありますが、その場所は何

だろうかと考えても、実はほとんどの場所には、
何も説明は書かれていないわけです。学生はこ
こを通りなさいと書かれているわけでもなけれ
ば、私は学生ですと顔に書いてあるわけでも何
でもない。ところが、そういう目に見えないと
ころ全てに、仕組み、制度、ルール、役割、あ
るいは動き方といったルールがある。慣習とか、
慣行といったものがあり、会話の仕方まである。
私たちはそういう中にいます。
　つまり、皆さんはなんとなく大学だとわかっ
ているのですが、パッと見たときに今のこの風
景が大学かと言われると、すぐにわかるかどう
かは難しいことだろうと思います。例えば学生
がこのワークショップ会場に突然連れてこられ
て、これも大学の１つの姿だと言われても、た
ぶんびっくりしてしまうだろうと思います。
　このように、実は大学にはルールもあります
し、歴史もあるし、個々の大学の持っている文
脈のようなものがあります。そのために、大学
ごとにいろいろな慣行とか習慣のようなものが
あります。大学の中もいろいろなローカルルー
ルがあり、明確には定められていないのだけれ
ども、決まった動き方があったりする。私も高
等教育について専門の一つにしてきているので、
トリビアな話はいくらでもできるのですが、そ
れを言うきりがないので、きょうは基礎に立ち
返り、そもそも大学とは何かということを学び
直そうという趣旨で、基本的なところを中心に
話します。時間が限られているので、飛ばしな
がら基礎的なことだけをお話しします。
　そもそも大学とは何なのか。大学には学部が
ありますけど、学部って何なのだろう。あるい
は教授会って何なのだろう。さらに、大学の中
で非常に重要な役割を果たしているのは単位と
いうものですが、単位制度とは何か。単位をと
ると、最後には学位授与ということになるので
すが、これはどういうものだろうか。こうした
根本的なことがあります。
　しかし、これらは根本的な問題でありながら
常に改善の対象、あるいは議論の対象になって
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います。たぶんお聞きになったことがあると思
いますが、３ポリシーとか３つの方針といった言
葉で最近議論されているものがあります。これ
も、単位など基本的な問題と非常に関係が深い。
教学と経営に関して、大学のガバナンスという
ことが最近、よく言われます。これにも、大学
の制度の問題はもちろん、その運用の問題が密
接に絡んでいます。ですから、基礎的なことが
非常に重要です。それをわかった上で、各種の
現代的な政策課題、３ポリシーとかガバナンス
とか、その他の問題を考えていかなければいけ
ない。そこで、基礎的なところから話をしよう
というのが、きょうの狙いです。
　レジメには内容をたくさん書きましたが、こ
れを全部説明していくと何時間でもかかってし
まうので、飛ばしながらやりたいと思います。
最初に、大学とは何かという問題、大学の組織
はどのようなものかという問題。その後に、主
として教学関係の問題である単位、学位プログ
ラムと３ポリシーの問題、ガバナンスの問題と
いう順でやっていきます。実は、認証評価の問
題も少し付け加えてファイルを送ったつもりで
いたのですが、どうも送るのを忘れていたよう
です。時間があれば口頭でそれについてもご説
明したいと思います。なお、多くのページは法
律の紹介なので、後で復習するときに参考にし
ていただければと思います。

３．大学と憲法
　大学は、日本の場合には法律に従って設置さ
れているので、いろいろな法律の枠の中で動く
ように決まっています。当然ながら法律は、こ
こに書いてあるように憲法から始まって国会で
決める法律もあります。さらには、法律ではあ
りませんが、行政レベルでは政令とか省令と
いって、国会の決議を経ずに行政で決めている
いろいろな規則や基準があります。あるいは通
知とか通達もありますし、さらに各種の事業な
どが行われており、そこにもいろいろなルール
があります。多くの大学の方たちが政府との関

係で直接目にするのは、省令とか通知とか、各
種の事業に関わるような、かなり細かいレベル
のものが多いと思います。
　それに対し、各大学もいろいろなルールを
持っているわけです。先ほど目に見えないルー
ルのことをお話ししましたが、目に見えるルー
ルもたくさんあります。各種の規則が大学ごと
にたくさんあります。まず根本のルールである
学則があります。さらに元をたどると、学校法
人を設置するときの寄附行為というものがあり
ます。企業で言えば定款、国で言えば憲法のよ
うなものです。そういう、国が決めているルー
ルと大学が決めているルール、その２つの中で
大学は動いています。
　法律としては日本国憲法から始まり、主要な
ものだけでも教育基本法、学校教育法、国立大
学法人法、私立学校法、私立学校振興助成法な
どがあります。以下は省令ですが、学位規則と
か大学設置基準・大学院設置基準等々の設置基
準や会計基準もあります。私学の場合は、学校
法人会計基準です。これ以外にも関係する法令
はたくさんあるのですが、主だったところはこ
ういったところです。これらが大学のあり方を
決めている法令ということになります。一度勉
強していただくといいと思うのですが、細かく
やっているときりがないので、簡単に紹介する
だけにしたいと思います。
　大学に関係する行政組織には何があるか。政
府は法律に従って行政行為を実施します。行政
行為にはそれぞれ実施主体になる役所がありま
す。大学に関係するものに何があるかというと、
まず、最近は官邸主導とよく言われますが、首
相官邸に教育再生実行会議が設置されていて、
そこで大きい方針を決めていきます。これは大
学の制度を改善していくとき、大学の運用を改
善していくというときに、運用レベルだけでな
く、制度改革も含めて議論しています。これは
非常に高いレベルの行政組織です。
　教育再生実行会議の背後には、自民党の教育
再生実行本部というものがあります。そこでい
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ろいろな方針を決めています。昔は大学に関し
ては、もっぱら文科省の中で議論していたので
すが、最近は官邸から下りてきた課題に関して
文科省が中央教育審議会等で、その中でも主と
して大学分科会で議論するという形になってい
ます。そして、具体的な施策に落としていく。
文科省には大学設置・学校法人審議会という審
議会もあります。これは学校の基準を決めたり、
各大学が基準に従っているかどうかを審査した
りするところです。
　独立行政法人の中には、留学生問題とか、奨
学金問題に関連するものとして学生支援機構が
ありますし、私立学校振興・共済事業団は、私
学助成や私学共済を担当しているところです。
これらの機関とは、たぶん皆さんも関わりがあ
ると思います。
　認証評価機関は行政機関ではないのですがた
くさんあります。認証評価機関というのは基本
的には国の機関ではないのですが、機関別の認
証評価機関と分野別の認証評価機関があります。
機関別のものとしては、大学基準協会が非常に
古くからあります。例外的に国の機関である大
学改革支援・学位授与機構も認証評価機関です。
そのほかに日本高等教育評価機構があります。
短大は短大でまた認証評価機関があります。こ
うした認証評価機関は、皆さんのお仕事の中で、
付き合っていくことになる組織です。
　それでは、こうした法令や行政機関の中で、
大学はどのように規定されているか。憲法には
大学という言葉は直接出てこないのですが、大
学に関して規定しているところがあります。一
番有名なのは憲法第23条の学問の自由というと
ころです。この中に大学の自治とか、教授の自
由とか、そんな原則が含まれるものと理解され
ています。ですから憲法第23条は、大学という
ものの存在する精神的支柱のようなものです。
　私学で重要なのは憲法第89条です。これは、
私学助成を、場合によっては禁止しているとも
読めるような条文です。公的な資金、税金を公
の支配に属さない教育事業に対して支出しては

いけないと規定しています。実は、いろいろな
法律によって私学助成は合法なものとして存在
しているのですが、しばしば私学助成は違憲で
ないと言うためには改憲をしなければいけない
と、この条文が持ち出されることもあります。

４．大学の歴史と国際性
　話の順番があちこちに飛んでしまうのですが、
大学という存在はわかっているようで、実はわ
かりにくいものです。法律的な規定について考
える前に少し考えていただきたいのは大学の歴
史です。大学は11世紀、12世紀、その頃からす
でに存在して、非常に長い歴史を持ち、かつ変
化し続けています。さらに大学には、地域性、
国際性という、ある意味では相反するような特
徴があります。国や地域により異なっている面
と、もう一方では国際的に共通する面もありま
す。大学は常に国際的でした。決してその国の
中だけにとどまっているものではないという歴
史は、大学を考える上で重要なポイントです。
　あまり脇道にそれると時間がなくなりますが、
私はドイツの大学関係者と話をしていてハッと
思ったことがあります。ドイツの大学の先生は
非常に誇りを持っています。大学は10世紀近い
歴史を持っているけれども、政府なんていうも
のはたかだか何十年でしかない、と言うのです。
ヨーロッパ、特に大陸ヨーロッパの歴史を考え
てみれば、確かに頻繁に国、政府は変わるわけ
です。国境線が変わってしまい、国の名前も変
わったりする。それに対し大学はずっと大学と
して存在し続けているわけです。ですから、大
学のほうが、国とか、あるいは政治とかいうも
のより、ずっと長い歴史を持っているのです。
だから、われわれこそがこの社会を代表するパ
ブリックな存在なのだ、という自信や誇りを
持っています。ここまで言われると、「参りま
した」というしかありません。大学というもの
は、それくらい長い歴史を持っていて、場合に
よっては強力な影響力を発揮したこともあると
いうことです。
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　おもしろいのは、大学は国ごとに違うにもか
かわらず、大学の学習経験は世界的に通用しま
す。初等・中等教育や職業教育は国により違っ
ていて、国際的に通用しない部分があるのです
が、大卒というだけで、どこの国へ行っても大
卒だと言ってやれる仕事などがあります。大学
の国際的通用性は、最近、多少怪しくなってき
ているという問題も出てきていますが、大学の
制度はどこの国でも似たような性質を持ってい
るので、大卒とか学位はある種の国際共通通貨
のように扱われることがあります。これは歴史
的に見て、大学という存在が、本質的にグロー
バルに発展してきた、国際的に交流しながら発
展してきたということの反映だと思います。で
すから、大学は非常に多様ですし歴史もあり、
一国の中でも多様性はあるのですが、世界共通
に大学として認識されているという、非常に不
思議な、しかし誇るべき制度と言えるのではな
いかと思います。

５．各種の法令が大学の姿を決めている
　法律に戻ります。法律上、大学は、日本の場
合は教育基本法で規定されています。実は、以
前の教育基本法は「大学とは」と書いていませ
んでした。2006年に教育基本法が大幅に改正さ
れたときに初めて大学とはという条文が書かれ
ました。条文を全部読むと時間がかかるので省
略しますが、簡単に言えば、よく言われている
大学の３大機能である教育、研究、社会貢献を
するのが大学だ。それを通じて社会の発展に寄
与するのだと書かれています。
　教育基本法に次いで重要な法律に、学校教育
法があります。これは、大幅改定はされずに戦
後ずっと続いているものですが、その中で大学
の定義が書かれています。そこには教育基本法
の規定と内容的にはほとんど同じようなことが
書いてあります。ただし、若干、表現の違いが
あるので、比べてみるとおもしろいと思います。
あとで、ぜひ比べてみてください。学校教育法
が大学に関して規定しているのは、基本的には

「学術の中心として、広く知識を授ける」、要
するに教育です。そして、「専門の学芸を教授
研究し」というのは専門的な教育と研究です。
あと、「知的、道徳的及び応用的能力を展開さ
せる」、これには教養教育などが入るかもしれ
ません。
　第２項で、「その目的を実現するための教育研
究を行」って、さらに「その成果を広く社会に
提供する」という、これも教育、研究、社会貢
献に相当するものです。昔は学校教育法を標準
として考えていたので、今でもこちらの条文で
考えていただければいいのだろうと思います。
　このようにして、大学は法律上存在すること
ができるのですが、では大学とはどういう内部
組織を持っているものかということについても、
法律等で決まっています。実は、大学にはさま
ざまな組織があります。昔は今ほど多様性がな
く、非常に限られた組織の種類しかありません
でした。学校教育法が定める組織の基本は、学
部、大学院、研究科、専攻科及び別科、あと研
究所（研究施設）です。なお、徐々に多様な組
織が追加されて非常に雑多な、多種多様な内部
組織が存在するようになってきました。名前を
聞いてもすぐにはわからないようなものまで最
近は出てきました。
　大学設置基準、大学院設置基準は省令に相当
するもので、文科省が決めています。設置基準
は頻繁に変更されます。この中で設置の基準が
定められているのが学科、もしくは課程です。
学科と課程はどちらを置いてもいいことになっ
ています。大学院設置基準が定めている組織と
しては、専攻があります。ですから普通は、学
部、学科があり、大学院には研究科、専攻があ
ると理解していますが、学部や研究科は学校教
育法で、学科や専攻は設置基準で、別々の法令
で決められているという、制度のつくりになっ
ています。
　非常に不思議なことなのですが、最近は法的
根拠がない組織や制度がたくさんあります。例
えば「学位プログラム」は、最近、盛んに行政
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上用いられていて、答申にも出てきますし、文
科省の各種の事業などでも出てくる言葉です。
盛んに議論されている言葉ですが、実は法律的
な根拠は全くないものです。恐らくこれについ
ては、今後、あと１年か２年のうちには、早け
れば来年くらいには設置基準の中で明確に定め
られるのではないかと予想します。
　学部とは何かとか学科とは何かというのは説
明するときりがないので、ここでは法律の紹介
だけにしておきたいと思います。学校教育法は
大学には学部を置くことを常例とすると規定し
ています。ただし、ここ20年の間に制度が変
わってきて、学部以外の教育研究上の基本とな
る組織を置くことができることになったので、
今は学部という名称の組織を置かずに、別の名
称の組織を置く大学が結構出てきています。大
学設置基準の中には、学部以外の基本組織がど
のような条件を満たしていなければならないか
ということが書かれています。基本的には、呼
び方が違うのと、組織編成の仕方が違うだけで、
学部とどこが違うのかは、それぞれの大学の設
計次第というところがあります。かなり自由度
があり、学部に代えて多様な組織を置けること
になっています。国立大学には、学類とか学舎
とか学環とか、昔は聞いたことがなかったよう
な組織が存在しているわけです。
　また、学科については、大学設置基準の中で
学科を設けると書いてあるのですが、学科は専
攻分野を教育研究する組織だという定義になっ
ています。ですから、日本の場合には学科とい
うのは専攻分野ですから、教育研究をする分野
別に置くという考え方になっています。大学院
の場合は、○○研究科○○専攻ということにな
りますが、これも専攻分野の教育研究を行うた
めに専攻を置くという立て付けになっています。

６．海外の大学の構成
　こうした基本的なルールはあるのですが、大
学の内部組織は国によっても大学によっても、
かなり違っています。日本の場合には、歴史的

には専攻分野別の組織がまずあり、それを束ね
たものとして大学が存在する。例えば、いろい
ろな学科が存在していて、その学科の集まりと
して１つの学部ができる。そういう学部が集
まって大学ができるという、学問分野を書棚か
何かに分類整理するような形で大学ができてい
ます。要するに、大学は専攻分野の集まりとし
て存在しているのだと考えるのが、日本の基本
的な考え方です。
　類似の考え方はほかの国にも当然あるので、
日本だけの考え方だということではないのです
が、欧米の、特に今のアメリカやイギリスの大
学など、あるいは古くからあるヨーロッパの大
学を見ていると、全く別の形を取っています。
大学は専門職を養成する教育組織と、哲学部の
ような教育組織、今は教養学部になっているの
ですが、その２種類によって構成される形を
取っています。
　伝統的には、大学には、神学者を養成する神
学部、お医者さんを養成する医学部、法律家を
養成する法学部がありました。これは学問分野
別ではなく、専門職業別の教育組織です。これ
らに対し、哲学部ができて、これが19世紀に、
学部内に学問分野別の学科を次々とつくってい
くのです。そういう意味で言うと、日本の大学
のつくり方はヨーロッパで言うと19世紀くらい
になってから始まった学問分野別に学科をつく
るという発想がもとになり、全体を覆う形に
なっています。日本の場合には、医学部と法学
部も１つの学問分野と扱って置いている。ある
いは、そのようにイメージされることが多いで
す。
　アメリカの大学の基本的な形は、まず、いわ
ゆる教養学部、Liberal arts college、あるいは
School of Liberal Arts and Scienceなどの呼び
方をする組織があります。そこが主に学部教
育を担当します。この中に専門分野別の学科、
departmentと言われる学科がたくさん入って
います。専門分野別のdepartmentが集まって
教養学部をつくる。逆に言えば、哲学が専門別



86

法政大学教育研究第十号

に分化していった結果として、そういう形の組
織ができています。
　一方、大学院は、日本と比べると興味深い
形になっています。つまり、アメリカでは
Graduate schoolというのは教養学部の中の大
学院レベルの教育プログラムという意味であり、
大学院という組織は、基本的にはありません。
要するに、教養学部の中の学士レベルなのか、
大学院レベルなのかという、課程の違いでしか
ないことになります。よくgraduate schoolと
いうのでスクールがあるのかと思うのですが、
そういうものは存在しないのが実態です。
　あとは、Professional schoolと呼ぶ組織があ
ります。日本でも最近、専門職大学院ができた
ので何となくおわかりかと思いますが、先ほど
言ったような法律とか、医学とか、専門職を養
成する組織です。最近は法律や医学以外にもた
くさんの専門職の養成組織がありますが、こう
した専門職養成の組織はProfessional schoolと
して存在しています。伝統的な有力な大学の場
合には、これはLiberal arts collegeを卒業した
人が進学するところです。職業別であって、学
問分野別ではないので、基本的にはそういう組
織の中にはdepartmentは存在しません。いろ
いろな分野の人たちが集まって初めて、法律と
か医学の専門職養成ができるという発想なので、
departmentはないことが普通です。
　ただ、例外はあります。例えば医学部の中に
看護師養成のためのカレッジが存在している
ケースもあります。あるいは、基礎研究的な生
物学のdepartmentが存在するケースもときど
きありますが、基本的には医学部の中には学科
はない。そういうつくりになっています。
　なお、アメリカの場合、おもしろいことに、
工学部は２つの顔を持っていて、専門職学部的
な側面とdepartmentを持つ学問分野別の組織
という二重の顔を持っていて、少し特殊です。
これは話しているときりがないので今日は飛ば
しますが、工学部の特殊性です。

７．学部の多面性
　さて、学部ですが、法律上は確かに学部を置
くと決まっているのですけれども、では学部と
は何かというと、これも単純ではありません。
確かに、学科の集まりとも見えるのですが、同
時に、学部は歴史的に見ると教員の所属組織と
いう側面があり、○○学部の先生という使い方
をします。学生についても、○○学部の学生と
いう使い方をします。つまり、学生の所属組織
でもある。
　学部には実際に、教育のプログラムというか
課程がたくさんあります。同じ学部の中にも例
えば文学部だったら英米文学とか、国文学とか、
歴史学とか、それぞれの教育をするまとまりが
あり、科目のかたまりがあります。これが最近
でよく出てくるプログラムに相当します。要す
るに○○学部というと、その分野の教育課程、
教育内容を示すこともあります。
　さらに、学部には大学運営の基本単位として
存在している面もあります。これは歴史的に
もそうですし、法律上もそういう面がありま
す。大学は大学または学校法人として１つの法
人格を持っているわけですけれども、実際には
学部単位でいろいろな物事が進められていくと
いう分権的な体制を持っています。これらを英
語で言えば、Facultyであり、場合によっては
Schoolであり、Programであるということにな
る。大学統治のための基本組織であることにな
ります。
　このように学部という組織が複数の側面や機
能を持っていますが、昔はこれが完全に一致し
ていました。学部はすべての機能を持っていた。
しかし、最近はこれがバラバラになってきた。
それぞれの要素を、それぞれ別々に取り出して
扱っていかないと成り立たないような社会状況
になってきたという事情もあり、最近は機能ご
とに切り離すような傾向が出てきています。私
学ではあまり多くはないのですが、国立大学だ
と教員組織を学部から切り離して別の組織とし
て置くケースが増えています。最近の文科省の
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議論を見ていると、学部学科制から学位プログ
ラム中心の組織構成へと移行を進めようと考え
ているように見えますが、そうなると学位プロ
グラム中心の組織は旧来の学部や学科の考え方
とは違ったものになってくるわけです。
　最近、大学のガバナンスの問題が取り上げら
れます。これはまた後で説明しますが、教授会
中心、学部中心の大学の運営でいいのかという
ような議論がよく産業界などから出てくるわけ
です。そういったときには、学部からガバナン
ス機能を切り離そうという話になります。皆さ
んのイメージだと、さきほども言ったように、
学部とは、教員の所属、学生の所属、カリキュ
ラムのまとまりであるとか、基本的な運営単
位、経営単位であるという感じでしょう。その
ような認識でいいと思うのですが、実はそれが
変わってきている。改革の方向としては、機能
別に分離されるようになってきているという傾
向があります。ここまでが大学の組織の問題で
す。この調子でやっていると全然終わらないの
で、これからは少し飛ばしてやっていきます。

８．単位制とは
　次に単位制ですが、大学では単位のことが必
ず出てきます。皆さんも大学を卒業するまでに
単位を取られていると思います。大学だけでは
なく、教育はとても変わった考え方をするとこ
ろで、常に時間でものを考えるところがありま
す。単位とは何かというと、どれくらい学んだ
かを時間によって測るという考え方の結果です。
要するに、学んだ量を測るのはとても難しいの
で、それを時間という単位に換算してしまう。
そういう発想をします。ある種の学修量を換算
するための単位と言われているもの、creditと
言われているものですが、これは19世紀のアメ
リカからスタートしたと言われています。考え
てみれば、例えば選択科目などで、この科目と
この科目を取っていて勉強したとして、そうい
う別々の科目を比べるのは難しい。そこで、そ
れぞれの科目がどれくらいの時間で学べる学習

の量か、逆に一定の時間で学べる学習量はどれ
くらいかと考えて、科目とその単位を決めて、
カリキュラムを作っていきます。
　そうやって決めておいて、例えばこちらにあ
る４単位の科目は学習の量としては、別の４単
位の科目と同程度になるようにつくっていきま
しょうというのが、単位制の基本的な発想です。
要するに、異なる科目でも単位という基準で同
等に評価して足し上げていって、最終的に卒業
単位が認められる仕組みになっているわけです。
　それに対して、学年制とか時間制という考え
方もあります。これは必修科目だけの場合に可
能になりますが、例えば、この科目とこの科
目、それと別の科目、すべてクリアしないとい
けないと決める場合は、単位による換算という
考え方は意味を持ちません。ただし、一定の時
間、期間で、達成できなければ落第だと言われ
る。そういう仕組みになっています。
　単位制がなぜ出てきたかというと、１つは選
択科目が出てきたということ。多様な科目をい
かに比較考量するかというところから出てきて
いるわけですが、それによって学習の多様性も
実現でききる。アメリカの場合にはトランス
ファーというのですが、大学間で転学をする場
合に、単位制で標準化してあるので、既習の学
習内容や量を転学後の大学で認めてもらう根拠
になります。
　このように単位制は、時間数が先にあるので
はなく、あくまでも学習の内容に応じて必要な
時間数を規定し、その時間数によって単位を決
めようということです。しかし、最近は何単位
の科目だから何時間勉強しなければならないと
考えて、その範囲で何を教えるべきかという話
になっています。あくまで学習の内容を時間で
表現したいというのがもともとの意味です。し
かも、最後にテストなり、他の評価を受けて達
成できなければ単位は取得できない。つまり、
何時間勉強しようが、最後はゼロになってしま
うという仕組みでもあります。
　ただし、単位制でやっていく上では、例えば
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選択科目、必修科目というような枠を設けます。
あるいは、科目の種類ごとに必要最低限の単位
数とか、卒業認定に必要な単位数というような
形で枠を決めます。したがって、それぞれの枠
の中での交換可能性、比較可能性を確保すると
いうしくみになっています。
　具体的には大学設置基準で決まっています。
皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、
１単位は45時間の学習というのが基本になって
います。ただし最近の単位制はもう少し幅があ
ります。20数年前の、いわゆる設置基準の大綱
化の一環で単位の時間換算が緩くなりました。
同じ単位、必要な学習時間であるはずなのに、
実際の学習量は違っていることが多いではない
か。実際そうですが、同じ単位数でも実際の学
修の負担が違うことはしばしばあります。あま
りにも現実と単位数が乖離していると問題なの
で、１単位の時間数に幅を持たせたわけです。
昔は15時間の講義と30時間の演習といった形に
決まっていたのですが、今は講義も演習も15時
間ないし30時間として決めればいいというよう
な形になりました。実際、学生参加型の学習形
態のような場合には、講義か演習かと問われて
も困ることも確かです。最終的には、授業時間
のほかに自習時間を加えて45時間に達する分量
を１単位とするという考え方で、幅を持たせて
いることになっています。なお、卒業論文等は
別の形で単位を与えることができることになっ
ています。

９．学期制とは
　単位制はおもしろい発想ですが、一方では学
期制とも関係があります。学期の中でどのよう
に単位を取るかというルールも決めておかない
と、めちゃくちゃなことになってしまいます。
そこで学期制というものが決まっています。日
本の場合、試験期間その他を含めて年間35週の
学習が基本です。それを10週や15週ごとに分け
て学期とします。その学期の中で単位を与える
ことが原則として行われています。ですから、

通年科目というものは原則としては想定してい
ません。
　アメリカなどへ行くと、１つの学期の中で、
同じ科目を週に何回も入れてあることがよくあ
ります。その結果、学期の中で履修する科目数
は多くないけれど、科目ごとの単位数は結構大
きくなるケースがあります。日本の場合にはど
ちらかというと単位数の小さい科目をたくさん
並べるスタイルを取ることが多いです。
　本来の学期制の趣旨で言うと、学期の中で必
要な学修をするので、アメリカの場合は、講義
何単位分と、演習何単位分と、実験何単位分を
合わせてこの科目の単位というような決め方を
します。要するに学修の内容が先にあり、後か
ら単位が決まっていく、時間数が決まっていく
スタイルになります。日本の場合には、歴史的
に、１科目を２単位とか４単位とか、そういう
ふうにして決まっていることが多いです。
　１学期10週制はときどき３学期制（term）
だと言われることがありますが、quarter制（４
学期制）というのが正解だと思います。アメリ
カでquarterと言われているものは10週制です。
日本で多い２学期制は15週を年２回やるもの
で、semester制と言われているものです。なお、
アメリカでも通年科目に相当する科目がまった
くないわけではないので、いろいろと試行錯誤
をしていて、今でも、quarter制だったのをや
はりsemester制に戻そうとか、文科系などの
科目はやはり通年のほうがいいのだというこ
とで、通年科目に戻しているケースもあります。
機械的に学期の中ですべてを完結させなければ
ならないとは、なかなか言えないところがあり
ます。そのような議論が常に行われていること
は、健全だと思います。
　さらにもっと細かい問題ですが、１単位に相
当する授業時間を決めるためには、結局、授業
のいわゆる１コマというものを何分間にするの
かを決めなければいけません。この点について
は歴史的にいろいろな経緯があり、実は大学ご
とに、場合によっては学部ごとにバラバラです。
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日本でもアメリカでもバラバラです。多くのと
ころでは１コマ２単位時間というか、15週やれば
２単位になるような時間として、１コマを90分
としているところもありますし、100分のとこ
ろもあります。15週で１単位の場合には50分の
ところもあれば60分のところもある。アメリカ
の大学の授業でびっくりするのですが、授業時
間と授業時間のあいだに休み時間なしで60分授
業を連続でやります。ですから、皆さん遅刻し
て来るのは当たり前になっているような大学が
よくあります。
　単位に関しては、「単位の実質化」の問題と
か、学修時間を確保しなさいという問題とか、
そういうことが最近、盛んに言われています。
一方では、就職活動があるので授業時間を確保
するのは現実問題として難しいという問題もあ
ります。単位制というと当たり前のことのよう
ですが、実は、いろいろなことを考慮して決め
ていかないといけない、大学の基本的問題です。

10．「３ポリシー」導入の背景
　最近、３ポリシーという言葉がよく出てきま
す。３ポリシーの明確化とは何かというと、学
科等で今まで教育をしてきたのですが、振り
返ってみると、どのようなことを学んでほしい
か、どこまで学んでほしいか、どういう能力を
持った人に入学してほしいか、といったことは
考えることもなく、したがって、受験生にも何
も説明してこなかった。それで済んでいたとい
う面もあります。しかし、希望すれば誰でも大
学進学ができるような時代になると、偏差値だ
けで進学先を決めるというのではなく、何を学
びたいかという実質が重要になってきます。大
学も、それぞれの学科について一貫したものと
して説明できるようにしなければいけなくなり
ます。そこで３ポリシーというのですが、いわ
ゆるDiploma policy、Curriculum policy、それ
とAdmission policyを明確に示していくことが、
大学改革の一環でとして重視されることになり
ました。

　要するに卒業認定の方針、つまり、何をどこ
まで学べば卒業できるのか、換言すればどのよ
うな能力を身につけた人材を養成しようとする
のか、といった方針が第１です。第２が教育課
程の編成指針の方針、これは、そのような人材
養成の目標を実現するためにどのようなカリ
キュラムを用意するのか、どのように学ぶのか
を示すものです。第３は、入学者受け入れの方
針ということになりますが、どのような能力や
志向を持った人に入学してもらいたいか、入学
選抜の方針を示すものです。これらの３つのポ
リシーを関連付けて一貫したものとして定義
しないことには、それぞれの教育プログラム
は回っていきません。そこで、この３つのポリ
シーを決めなさいということを学校教育法も定
めています。このことは、ここ数年のあいだに、
急に言われるようになりました。
　従来型の学科ではあまりそういうことを考え
ていなかったので、卒業生はこんな人にもなれ
ます、あんな人にもなれますというような形に
なっていたわけですが、今はプログラムとして
そういうものをきちんと説明できるようにして
おこうということになり、この３つのポリシー
を明確化することになったわけです。恐らく、
皆さんの中にも３ポリシー作りに携わった方が
いるのではないかと思います。多くの学科は従
来のカリキュラムでいいのですが、場合によっ
ては従来の学部、学科と関係なく、新しい実態
に合った教育の課程として学位プログラムとい
うものをつくったほうがわかりやすいという例
が出てきます。
　つまり従来の学科は、先ほど言ったように
教員の所属組織であり、学生の所属組織であ
り、提供される学位プログラムであり、と混然
一体として存在していたわけですが、この方式
でやっていくと、教育内容が変わるのに伴って、
うまく説明できなくなるようなケースも出てき
ます。そうであるとすれば、組織から各種の機
能をいったん切り離し、教育プログラムは教育
プログラムだけで学位プログラムという形で体
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系化していき、筋が通ったもの、一貫したもの
にしていくという話が出てくるわけです。
　ある意味では、社会の変化に伴って大学の役
割がどんどん拡大してきている中で、いろいろ
な新しい問題に取り組まなければいけない。伝
統的な文学部、法学部であれば特段問題にはな
らなかったのでしょうが、新しいいろいろな学
部や学科が出てくると、どういう人材を、どの
ように養成するのか、どうやって品質を保証し
ていくか等々、社会に対しての説明責任が発生
してきます。
　そこでいま、文科省の中央教育審議会では

「学位プログラムを中心とした大学制度」へ転
換しようという議論をしています。恐らく、今
年度中に答申が出るのではないかと思います。
答申が出ると、その次の年にはそれを設置基準
に落とし込むことが通例ですから、今後は設置
基準を大幅に見直すことになっていくだろうと
思います。
　そのときに重要なのが内部統制機能というも
のです。これはどういうことかというと、先ほ
ど言った３つのポリシーに沿って教育が行われ
ているかどうかを、自分たちでチェックしなさ
いという話です。従来は学部、学科があり、そ
ういう組織が設置基準を満たしていればいいと
いう話だったのですが、多種多様な新しいタイ
プの学部・学科が登場してくる、あるいは組織
は変えなくても、時代に即した教育をしていか
なければいけないことになると、自分たちで新
しい目標を決め、自分たちでカリキュラムを決
めなければなりません。そのために、自分たち
で教育目標にふさわしい学生を集めてきて教育
をするということになります。それがしっかり
とできているかどうかを、まずは自分たちで確
認し、適切なアクションをとる、そうした内部
統制の機能が必要になってきます。これを内部
質保証というのですが、そういう仕組みが必要
になってきます。これをplan do seeなどと言
うわけです。本当にplan do seeがいいのかど
うかわからない面もなきにしもあらずですが、

少なくとも自分たちで責任を持ち、自分たちが
やっていることについて、ちゃんと社会に対し
て説明していくという、そういうことが重要に
なってきます。
　例えば従来は、受験生はポリシーよりも偏差
値で学部を選んで入学してきたので、教育内容
に適合しない学生が出てくるといったこともあ
りました。また、既存の学科や専攻ごとに伝統
とか、いろいろな制約があり、一貫した論理で
カリキュラムがつくられなかったという面もあ
りました。例えば、たまたま一定の教員集団が
学部に所属していると、その教員たちがカリ
キュラムをつくることになるので、当然ながら
人材の養成目的に合った科目があるか、ないか
ということよりも、その先生方が担当する科
目、場合によっては先生方がやりたい科目、専
門の科目が優先されてしまうようなことが起こ
る。それではまずいだろうということで、３ポ
リシー、内部統制などの発想が出てくることに
なります。ほかにもいろいろな事情があります
が、とにかく伝統の中で、次第に硬直化してい
た部分を、見直そうとして登場したのが新しい
３ポリシーということになろうかと思います。
　しかし、これを本当に実施するとなると結構
大変なことで、そう簡単にはできないと思いま
す。真面目にやると大学の組織構造を大幅に変
えるようなことになるので、とても大変なこと
だろうと思います。

11．「３ポリシー」に関わる課題
　個別にいろいろな課題があることは、担当さ
れている方はよくおわかりだと思うので飛ばし
ながらいこうと思います。
　アドミッション・ポリシーの関係では以下の
ような問題があります。enrollment management
ということが時々言われます。特にこれからは、
入学から卒業、あるいは卒業後まで学修支援を
して、在学している学生について管理をしてい
くこと、途中で諸事情により諦めて退学するこ
とがないようにしていくことなども重要になっ
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ていくと言われています。
　カリキュラムについては、単位を実質化する
とか、教育プログラムとして体系化するという
ようなこともありますし、個々の教育の中での
アセスメントをどうするか。要するに、学習の
評価、学生の評価をどうするかという問題もあ
ります。そのほかに、学習の支援の問題もあり
ます。カリキュラム改革もしなければいけない
のですが、ここにも細々とした問題がいろいろ
と出てくることが予想されます。
　ディプロマポリシーは、卒業の目標とか基準
を指定することですから、簡単に言えば、学生
が目標を達成できたかどうかを明確に判断しな
ければいけない。個々の学生についてそれを明
らかにしなければいけないわけです。これを学
修成果の測定とか、アセスメントポリシーと
いう言葉で最近よく議論します。GPA（Grade 
point average）も学修成果の判断指標の一種
だと思いのますが、そういう方法で目標を達成
しているかどうかということを調査しなければ
いけない。これは結構大変で、もしかすると、
この中にもやっている方たちがいるかもしれま
せんが、どうやって学修成果を測るのか、それ
自体がそもそも難しいという問題があります。
　それで最近では、例えば決まったテストがあ
り、そのテストで何点取ればどれくらいわかっ
ていると判定するとか、○×のクイズのような
ものをつくって判断したりします。それでも学
修成果を正確に測定できるわけではないので、
結果ではなく、プロセスを評価しようという考
え方でやったりします。多くの大学で、河合塾
とかベネッセとか、いろいろな会社が開発した
ポートフォリオのようなものを使って、それで
学修プロセスの管理や評価、さらにはそれに
よって得られるデータの分析をやっているよう
です。そういうことをしながら学生の質の向上、
あるいは自分たちの講義や学修支援活動などの
改善を進める取り組みをしているようです。ほ
かにも学生の付加価値を明確に測定しなければ
いけないというような議論もあります。

　学位は細かい話になり、飛ばしても構わない
と思うので飛ばします。

12．主専攻・副専攻などのあいまいな概念
　日本ではいろいろな答申等に登場するのです
が、明確な規定がない概念もいくつかありま
す。この混乱についても、学位プログラムを正
式に導入するということになると整理しなけれ
ばいけません。例えば、英語でMajor ／ Minor
と言いますが、主専攻・副専攻に関する問題で
す。実は日本では主専攻・副専攻に関して法令
上の規定がありません。アメリカの大学などで
はMajor ／ Minorはよくあります。当然ながら
Majorは主たる専攻で、それに加えて副専攻と
して小規模のまとまりを勉強します。場合に
よっては学士、修士、博士を超えて併修するこ
ともあります。
　今後、学位プログラムが正式に導入されれ
ば、主専攻・副専攻をどのように規定するかと
いう問題が出てくるでしょう。また、学生に対
するサービスとしても、副専攻制度を提供する
ことが必要になってくる可能性があります。最
近は、授業料が高くなってきているので、同じ
授業料でより付加価値を高めるためにはMajor
のほかに比較的安い授業料でMinorを勉強させ
る機会を与える場合があります。そうやって通
常の人よりもより多くの付加価値を付けること
が重要になってくるだろうと思います。なお、
Double majorは主専攻を２つ履修することにな
るので普通は難しく、学部では困難です。大学
院では時々あります。
　共同学位については、複数の学科とか大学が
共同のプログラムをつくって学位を出すとい
うことを意味します。これについては日本で
も実際に行われています。国際的なものでは、
Double degree、もしくはDual degreeと言われ
るものがあり、２つの大学を卒業すると両方の
大学から同時に修了書、学位をもらえるという
非常に便利なものです。最近はこの方式を取り
入れている大学が出てきていますが、日本の法
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令上、必ずしも明確になっていない点が残って
います。このほかにも、学生サービスの観点か
らは、今後、いろいろな仕組みについて検討し
ていく余地はあります。制度的に追い付いてい
ないところが多々残されています。

13．大学のガバナンス
　今度は大学の中の問題です。大学のガバナン
スに関しては最近盛んに言及されるようになっ
てきています。ガバナンスの問題は私学にも該
当しますが、国立大学のほうがもっと問題があ
ります。ガバナンスとは、責任と権限が学内で
どのように分配され、運用されているかという
ことです。日本の戦後の大学は、大学管理機関
というのですが、大学の統治をする大学内の組
織を明確に定義してこなかった。それで民間企
業から、大学はガバナンスがないとか、とても
経営になっていないとかというような批判が出
てくるわけです。
　そのような状況の中で、最近では大学のガバ
ナンスをきちんとすべきだという観点から、い
ろいろな議論が行われています。この問題が、
会場にいる皆さんにとってどの程度関係がある
のかはわかりませんが、私立大学の場合は、教
学と経営が分離していることが多く、法律上、
理事会、学長、監事などが規定されています。
教授会が置かれることも法律上、規定されてい
ますが、教授会がなくても、他のものでも構わ
ないというルールもあります。例えば、教授会
は置くのですが、委員会制度で代用するという
形もあります。すべての組織に教授会がなけれ
ばならないかというと、教授会がない組織も
あっていいことになっています。
　それから、私学の場合は寄附行為と学則に従
いますので、学内での権限の委譲、配分といっ
た点では、かなり自由度があります。ただし、
最近、いろいろな縛り、規制が出てきていま
す。私立学校法の中でさまざまな条件が規定さ
れています。学校教育法の中では学長はどうい
うことをやるかを定めた規定があります。最近

は、学校教育法の中の教授会の規定が変わって
きています。昔は教授会がいろいろなことを決
めていたのですが、最近は、教授会は、特定の
事項について学長が決定を行うときに意見を述
べる、あるいは教育、研究に関する重要な事項
で学長に対し意見を述べるという形になってい
ます。教授会は大学の主たる意思決定機関では
なく、今は学長の補佐機関のような位置付けに
なっています。代議員制とか専門委員会等を置
くこともできるという規定もあり、教授会でな
ければ決定できないことはほとんどなくなって
きています。
　寄附行為は私学の場合にはたいへん重要です。
実際には、学校法人の設置認可の段階で寄附行
為を決めるのですが、そこには目的、名称、学
校の名称と所在地とか、学部、大学院とか、非
常に細かいことを全部決めます。
　学則には、細かい内容を全部書きます。どこ
の学科がどういう教育をするかということも全
部書きます。ですから、これはカリキュラム改
定があるたびに学則の改定をし、それを文科省
に届け出る作業が発生して面倒なのですが、学
則はとても重要で、これに従ってルールが運用
され、日々の教育とか、その他いろいろなこと
が行われていくことになります。

14．認証評価とは
　きょうスライドを入れてくるのを忘れたので
すが、いわゆる認証評価という問題がありま
す。これは先ほどの内部質保証、あるいは学位
プログラム化と深い関係がある話です。大学を
離れて考えてみるとわかりやすいかもしれませ
ん。昔から品質管理という言葉があります。何
かの機械に使う部品のネジの大きさは、一定の
基準、規格を満たさないといけないというよう
なことが品質管理です。物をつくっているとき
はそのような基準を作ってその条件を満たすよ
うものづくりをするという考え方でいいのです
が、ソフトウエアとかサービスなどの品質管理
はどうしたらいいでしょう。ものではないです
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から、品質管理の基準をつくるとか、標準をつ
くるとか、できるものではありません。
　そこでどうするか。品質管理ではなく、それ
ぞれの事業単位、大学も事業単位の一つですけ
れども、それぞれの事業所が、自分たちが目的
とする性能を持ったサービスやソフトウェアを
きちんと正しく作っていけるかどうか、間違っ
たものをはじくような仕組みを持っているかど
うか、あるいは、どのようにして間違わないよ
うにするのかということを、それぞれの事業体
が正しくシステム化する。そのシステムを持っ
ている事業所を、ここは合格した工場です、あ
るいは合格した病院ですというように認定をす
るのです。こういうやり方は品質保証といいま
すが、品質を個別に管理するのではなく、品質
保証をするシステムを持っているかどうかを認
定する。そういうものです。
　品質保証では、結果的にはそれぞれの組織が、
自分たちでチェックしながら自分達で品質の管
理をしていく体制をつくることになります。そ
のためにはマニュアル化なども必要ですし、逆
に不要なルールはどんどんなくしていくことも
重要なわけで、そういうことをやっていくこと
になります。
　従来の設置基準はちょうど品質管理のような
ものです。大学には何人先生がいなければなら
ないとか、建物はどれくらいなければいけない
というようなことを決めるわけです。こういう
基準は量的に決めることができます。一方、自
己評価である内部質保証は、まさに品質保証の
ためのシステムを自分たちで作ることです。ま
た、それを運用することです。それに対し認証
評価はAccreditationと言うこともありますが、
きちんとした品質保証システムを持っていて、
それがしっかり働いているかどうかを外部から
認定するものです。
　これを法令に沿って言うと、文科省に認証さ
れた機関が文科省に代わって、各大学に品質保
証システムができているか、きちんと運用され
ているかを評価し、認定していくということで

す。文科省に認証された機関による評価なので、
認証評価という呼び方をします。わかりにくい
呼び方ですが。これを７年に１回、やることに
なっています。分野別の認証評価の場合は５年
に１回です。
　先ほどからお話ししているように、従来の学
部・学科制のような固い組織がどんどん流動的
になっていき、教員の役割、プログラムの役割、
学生の立場、それぞれが別々に捉えられるよう
になってきた中で、自分たちで説明していく必
要もあるし、そのためのシステムを自分たちで
きちんと作っていかなければいけない。なおか
つ、それを自分たちでチェックして改善してい
くような仕組みを持っていなければいけない。
こうしたことが、全部つながっている話なわけ
です。そこで学位プログラムという教育課程が
登場し、内部質保証という考え方が出てきます。
そして、それらを全学的にガバナンスする体制
というものも必要だということで、従来の教授
会だけで決めるのではなく、全学的に見ていか
なければいけないということにもつながってく
ることになります。
　恐らく、今年か来年くらいから第３巡目の認
証評価が始まるので、これから皆さんは、その
準備などで大変ではないかと思いますが、そう
いう一連の動きとして理解することが大切だろ
うと思います。

15．さいごに
　法律の話とは関係ないのですけれども、大学
改革は文科省、あるいは官邸で議論されます。
よく見ていると面白いことがあります。企業の
あり方について問題になったり、改革を迫られ
たりすることがあります。例えば、企業のガバ
ナンス改革をしなければいけないといった話が
されるようになると、官邸等の会議に企業から
参加する委員がそれを頭に思いながら、大学に
も同じことをやれ、というようなことを言い出
すわけです。
　大学の人たちはあまりわかってないのですが、
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企業もいろいろと改革をしろと責められていて、
特に会社法が制定され、その中で企業のガバナ
ンスのあり方を規定しました。その中で、指名
委員会を持つ会社といったものも規定され、指
名委員会で取締役の候補者などを決定すると
いった方式があります。これは国立大学の学長
の指名方式の原型なのだろうと思います。また、
日本版SOX法というものがあるのですが、こ
れは企業の内部統制、監査をしっかりやれとい
う法律です。最近は、大学ガバナンスコードを
作るべきだなどという話が出ていますけれども、
これもコーポレートガバナンス・コードとかス
チュワードシップコードを作らなければいけな
いという民間側での話がある。このように、ほ
とんど時差をおかずに、企業が言われているこ
とを、企業が大学に言ってくるという傾向もあ
ります。そういう意味では、大学改革として何
が問題とされるか、予想できる面もあります。
　最後にぜひ言っておきたいのは、最初の廣瀬
理事のご挨拶にもありましたが、制度というも
のは、確かに存在しているのですけれども、制
度も変わります。変わっていくときには、その
背後にある種の物語のようなものが設定されま
す。これこれのストーリーがあって、だからこ
のように変えていかなければいけない、といっ
た話の流れがあります。それを理解しないと、
なぜ今こうしたことを言われているのかがわか
りません。それをわかっていないと間違った対
応をする可能性もあります。ですから、ただ
ルールを知るだけでなく、できれば過去の経緯
とか、なぜそういうことを議論するのかという
物語のようなものを、ぜひとも探ってほしいと
思います。
　また、最近は、いろいろな人たちがいろいろ
なことを言うので、法令上の根拠がないような
制度というか新しい考え方が、答申とか施策の
中に多数導入されるようになってきています。
ある意味では改革の押し付けであったり、現場
に混乱を招く原因だったり、言葉が定義されて
いないので、同じ言葉で表現しながら大学ごと

に全く違ったことをやっているといったことも、
現実に起きてきています。
　はやり言葉のような改革議論に振り回され過
ぎないで、なおかつ、その背景をしっかりと理
解してやるべきです。それともう１つは、目の
前にある現実は重要です。目の前の現実から離
れた改革はあり得ないわけですから、ご自身が
見ている現実を一番大切にしてほしいと思いま
す。
　なお、きょうは取り上げなかったのですが、
会計はとても重要です。できれば会計も勉強し
ていただければいいのではないかと思います。
　以上です。

総括
竹口 圭輔

（法政大学 教育開発支援機構 FD推進センター長）

　小林先生、どうもありがとうございました。
本日は、我々が働く「大学」という組織につい
て改めて知る、特に体系的に知るという意味で、
非常に良い機会でした。教員である私自身、自
分の職場がいったいどういう制度のもとで動い
ているのか、ここまで体系的には理解していま
せんでした。そのため、個人的にも本日は勉強
になる良い機会でした。
　皆さんご承知の通り、本学では今年度より
100分授業に移行しています。何で100分にした
んだというような意見が私のところにたびたび
寄せられますが、その背景には先ほどの説明に
あったような単位の話と密接にリンクしている
ことがわかりました。また、認証評価の話にも
触れられていましたが、本学でも今後、学習成
果の可視化や測定といったテーマが質保証との
関係で重要な課題になってくるものと確信しま
した。その中でも、IRの可能性について提言
されていましたが、我々も現在取り組んでいる
ところですので、非常に心強く感じた次第です。
　さらに、お話の最後の方で、物語を知ること
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の大切さを訴えておられましたが、その点につ
いては私も非常に共感しています。今後も、大
学を取り巻く制度は変わっていくでしょう。そ
の際、我々自身がいったいどういうストーリー
の中にいるのかを大局観をもって把握していく
ことは、変化に対応していく上で効いてくるは
ずです。私は会計学を教えている人間ですが、
最後に会計も大事だよとおっしゃっていただけ
たのは個人的に嬉しかったです。
　さて、企業のガバナンスをめぐる改革では、
昨今、「投資家との対話」というキーワードが
よく登場します。では、大学におけるガバナン
ス改革に重ね合わせた場合はどうなるのでしょ
う。大学にとってのステークホルダーを考えた
ときに、学生はもちろんのこと、保護者だった
り社会も該当してきます。本日伺ったガバナン
ス改革という物語からも、我々は今後、そうし
たステークホルダーとの対話を積極的に進めて
いかなければならないということが想像できる
のではないでしょうか。
　とはいえ、冒頭の廣瀬先生からのお話にもあ
りましたが、大学とは私を含め「書かれたルー
ル」を意識しない教員がたくさんいる組織だっ
たりもします。そのため、まずは職員と教員と
の間でしっかり対話を進めていく必要があるか
もしれません。当たり前のことかとは思います
が、組織の構成員同士で豊かなコミュニケー
ションを図っていくことが、本学がますます良
い大学になっていくためには不可欠なことかと
感じています。ぜひ、本日のご講演ならびに研
修の内容を生かして、今後もみなさんでより良
い大学にしていきましょう。
　小林先生、改めてありがとうございました。
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2018年9月29日（土）　13：00 ～15：00
法政大学 市ヶ谷キャンパス　富士見ゲート G201 教室

◇話題提供

竹口 圭輔
（�法政大学�経済学部�教授／教育開発支援機構�FD推進セン
ター長）

渡邊 誠
（法政大学�人間環境学部�教授／人間環境学部長）

チャピ ゲンツィ
（法政大学�理工学部�教授）

土屋 貴之
（法政大学�学務部学部事務課�主任）

司会：岡松 暁子
（法政大学�FD推進プロジェクト・リーダー／人間環境学部�教授）

開会挨拶
廣瀬 克哉

（法政大学副学長／常務理事・教育支援本部担当）

岡松
　定刻になりましたので、法政大学第７回新任
教員FDセミナーを開催いたします。私は今年
度、FD推進プロジェクトリーダーを務めてお
ります人間環境学部の岡松暁子でございます。
本日は司会と後半のパネルのファシリテーター
を務めます。よろしくお願いします。
　新任教員FDセミナーでは、従来、授業の工
夫というテーマを多く扱ってまいりました。今
年度は新任教員の先生方が四十数人いらっしゃ
り、本日はその８割以上の方においでいただき
ましたが、ほとんどの先生方はすでに何らかの
教歴をお持ちで、それぞれの分野でご活躍され
てきた方でいらっしゃいます。また分野それぞ
れの授業のやり方もあると思いますので、今回
は本学の卒業生でもある先生、本学での教歴の

長い先生、他の大学から異動してこられた先生
に、法政大学の学生にはどのような特徴がある
のか、本学にはどのような学生がいるのかにつ
いて、これまでの法政での経験をふまえてお話
しいただきます。また、事務から見た学生の特
徴や変化について、職員の方にお話をしていた
だきます。
　その上で、法政大学は今後どのような人材を
社会に輩出していくことが重要なのか、法政大
学の学生としてのアイデンティティを持ち、ま
た社会に出た時に法政の卒業生であることに対
し自信と誇りを持った学生を輩出していくため
に、われわれはどのような教育をしていくこと
が大事なのか、このようなことについて、皆さ
まとお話しできればと思います。したがいまし
て、本日は新任教員の方々に限らず、そうでは
ない先生方にもご出席いただいております。
　それでははじめに、法政大学副学長／常務理
事・教育支援本部担当、法学部教授の廣瀬克哉
先生に開会のごあいさつをいただきたいと思い
ます。

廣瀬
　先ほど着任の年次をお伺いしましたが、私は
1987年９月着任で、最初のゼミ生を送り出して
この春で30年たちます。そのゼミ生たちがいま
50代前半ぐらいになっていて、社会の中堅どこ
ろからもう少し上の責任を持つ役割をしている
人たちもいます。そういう人たちから、彼らよ
りさらに先輩、もっと年上の法政の卒業生につ
いて、複数の場所で、複数の業界の人から、同
じようなことを聞くことがありました。どうい

法政大学　第７回新任教員FDセミナー
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うことか。職場で、いま50代前半ぐらいの人の
５歳から10歳ぐらい上の、一番の上の管理職層
で、あの人の仕事ぶりは好感が持てるとか尊敬
できると思う人が、後になってから同じ法政の
卒業生だと知ることがあった。このようなエピ
ソードを聞いたことがあります。
　あの人は自分の手柄のために仕事をしている
のではなく、例えば自治体だったら、地元の住
民のためになるかどうかということでぶれなく
仕事をしているとか、そのような褒め言葉とと
もに、しかし法政出身ということを法政出身の
後輩にも知らせることなく、同じ職場で20年ぐ
らい経過して、初めて何かの折にたまたまそう
いうことを知る。この辺りにどうも法政の卒業
生のキャラクターが典型的に表われているよう
な気がします。法政の卒業生だということで群
れるという傾向は極めて薄い。ですから、職場
の後輩たちに対してもどの学校出身かというこ
とを知らせていない人が多い。もう一つ、悪く
言えばとがっていない、よく言えばまっとう。
そして、あるべき仕事をひけらかさずにしっか
りやっている人が多い。このような印象を私自
身もそういう人たちから持ちます。
　その職場の後輩たちが、地方自治体であった
り、企業であったり、金融機関であったり、多
くの職場で中堅の管理職になりつつある世代の
法政出身者たちの先輩について、そんな評判を
立てている。これを大変うれしいと思いますし、
ただ、ちょっともったいないと思うことも出て
きます。なぜ法政出身ということをそんなに隠
しているのだろうか。隠している意識はないの
でしょうが、周りにあまり伝えていないから、
法政の後輩が自分の先輩だと知らないで同じ職
場で20年過ごしてしまう。このようなことが普
通に起こっています。
　もう一つ、せっかくいい仕事をやっているの
に、地道にやることに生きがいを感じているタ
イプの人がどうも多いような気がします。もう
少し堂々と表に出て、そのまっとうなことを貫
いていくタイプの人も、もっと出てきていいの

ではないかという気もしながら、そのようなエ
ピソードを聞いています。
　最近は後援会、校友会、父母の会、卒業生の
会の地方支部などへ出張させていただくことも
多いのですが、そこで聞く評判も、やはりこの
感覚とずれていません。ほぼ一貫しているよう
に思います。大正時代、100年前の法政の学生
の学風を当時の言葉で「質実穏健」と言ったそ
うです。「剛健」ではありません。「質実穏健」
という造語があったそうですが、それが法政ら
しい学生気質だと言われていたのだそうです。
その伝統は今も色濃く引き継がれているように
も思います。
　われわれはその中のいいところを維持しなが
ら、足りないところをどうやって刺激して付け
加えていくか。そのようなことがわれわれには
課されているのかなというような気もしていま
すが、そのようなことも含め、いろいろな着任
の年次の先生方、そして法政出身の職員の方か
らも、いろいろなヒントを得ながら、これから
の法政で育っていく若者たち、若者に限定する
ことはないけれど、法政を巣立っていく人たち
に何を提供できるか。それを考える場にできれ
ばと思います。

岡松
　どうもありがとうございました。
　本日お配りしている資料の中に質問表とアン
ケートが入っています。アンケートは最後にご
提出いただければと思います。本日は休憩時間
なしで進めていきます。ご質問のある方、また
ご意見のある方は適宜お書きいただき、あちら
側に佛坂さんがいらっしゃるので、そちらに提
出していただくか、あるいは合図をしていただ
ければ事務のほうで取りに行きますので、お出
しいただければと思います。
　はじめは経済学部教授の竹口圭輔先生です。
本年度は教育開発支援機構FD推進センター長
を務めていらっしゃいます。1992年に法政大学
に入学された本学の卒業生でもあります。本学
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の経営学部をご卒業後、株式会社大和総研を経
て、2004年に本学経済学部に着任されました。
2017年より教育開発支援機構FD推進センター
長を務めていらっしゃいます。竹口先生にはご
自身の大学時代の法政大学と今の法政大学がど
のように変わってきたのか、あるいは変わって
いないのか、そこから法政大学の学生はどのよ
うな人材であるのかということについて、お話
しいただきたいと思います。

話題提供
竹口 圭輔

（法政大学�経済学部�教授／教育開発支援機構
��FD推進センター長）

　みなさん、こんにちは。経済学部の竹口です。
４月の新任教員研修会の際にお会いしているの
で、その時のことを何となく覚えていらっしゃ
るかと思います。あれから春学期と夏休みが終
わり、あっという間に秋学期を迎えていること
かと思いますが、この間、いかがだったでしょ
うか。みなさんにとっては怒濤の半年だったの
ではなかったかなと推察しております。
　本日は、この秋学期はもちろんのこと、今後
のみなさんの授業に貢献できるよう、少しでも
有益な情報をお持ち帰りいただけるような機会
にしたいと思います。
　さて、コーディネーターの岡松先生より事前
に与えられたお題は２つありました。先ほどの
ご案内にあったとおり、私は本学出身者ですの
で、私が学生だった時と比べて今の大学生は違
うのか。これが１つ目のお題です。もう一つは、
FD推進センター長という立場から、FDの観点
からも何か話してくれと言われています。
　まず、１つ目のクエスチョンに対する答えで
すが、つまらない答えですけれども、率直なと
ころとして、違うけれど違わない、というもの
です。当然違うところもあれば違わないところ
もある。とりとめのない答えですが、そのよう
な印象を持っています。今日はその辺りを深掘

りしつつ、今後どうしていったら良いのかと
いったところまで話を広げられればと思います。
　違う点ですが、当然、今の学生とは世代が違
います。私が学生だった時は1990年代前半でし
たが、今は2010年代の後半です。私はいわゆる
団塊ジュニア世代ですが、今の大学生は、諸
説ありますが、ゆとり世代、ゆとりの第３世代、
あるいはさとり世代などと表現されています。
このように世代論で考えれば、カテゴリーが異
なってきます。
　さらに、確実に異なっているのは世代人口で
す。私の同級生はだいたい200万人います。一
方で、現在の18歳人口は120万人程度で推移し
ています。このように単純に同級生の人数が違
うわけです。その分、多様性のような点でも当
時とは事情が異なってくるのかなと感じていま
す。
　私の学生時代はバブル経済が弾けたあとでし
たが、今は2010年代の後半で、雰囲気はかなり
異なっています。今の市ヶ谷キャンパスはすご
くきれいですよね。私の頃は正直かなり汚い、
良い意味で味のあるキャンパスでした。今は再
開発も進み、すごくきれいです。経済学部があ
る多摩キャンパスでも、今でこそEGG�DOME
やVブリッジなどがありますが、当時はありま
せんでした。キャンパスの清潔さもそうですが、
構造物の佇まいがまったく違う時代でした。
　私の学生時代における、当時の大学生、ある
いは若者のカルチャーを象徴する言葉の一つと
して「コギャル」という言葉がありました。こ
こには私と同世代の先生も多く見受けられます
が、そのような言葉が流行ったことをご記憶か
と思います。ルーズソックスや茶髪に象徴され
る女性です。ヤマンバでしたか、かなりとん
がっていた人たちもいましたよね。一方で、何
年か前から「量産型」という言葉が使われ始め
ています。アイドルグループの坂道シリーズの
ように、正直、みんな同じような格好をしてい
て誰が誰だかよくわからないやつです。このよ
うにポップ・カルチャーの面でも相違が見受け
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られます。
　さらに、テクノロジーの側面から見ると、私
が学生の時はちょうど携帯電話がサービスイン
したばかりで、今ほど普及していませんでした。
そのため、友達との連絡手段はもっぱら家の電
話やポケベルです。今でも当たり前のようにス
マホが使われています。今の学生は、われわれ
が育ってきた時代以上に、新しいテクノロジー
やサービスが急速に発達・普及していく中で
育ってきているのでしょう。そのため、情報に
対する感度や受け止め方も異なっているように
感じます。たとえば、スマホが前提の時代です
ので、情報は勝手にプッシュされてきます。当
時は自分から取りに行かなければ情報は入って
きませんでした。もしかしたら、そうした背景
が今の学生に見受けられる待ちの姿勢を生み出
しているのかもしれません。
　ほかにも、ツイッターのハッシュタグだった
り、「インスタ映え」というような言葉もあり
ます。あれは何かと考えたときに、もしかした
ら、心理学におけるマズローの欲求５段階説で
いう社会的欲求に近いのかなと思ったりもしま
す。同じハッシュタグをつけることでグループ
を作り、そこに所属しているような感覚で安心
感を得ているのではないかという解釈です。さ
らには、「インスタ映え」のような言葉が普及
しているのは、その上の承認欲求のようなもの
で、所属しているグループから認められたいと
いう行為を指すのかもしれません。フェイス
ブックの「いいね！」もその一種でしょうか。
さきほどの量産型という言葉にも関係しますが、
一見すると大した違いはないようにみえるけど、
実は差異を目指しているのかもしれません。そ
のようなちょっとした差で認められたいという
メンタリティがあるようにも感じています。
　私が学生の頃はそんなことはまったく考えて
いませんでした。段階ジュニア世代の感覚から
いうと、まずもって同級生が多いし、大学受験
なども競争が激しかったので差別化が大切でし
た。いまはどちらかというと競争よりも協調と

か、ちょっとした差を求めて動いている学生が
多いのかもしれません。ただし、こうした理解
は一般論というか、あくまでも私の個人的な世
代全体に対する感想です。
　では、私が普段授業をしているときに意識し
ていること、あるいは最近少し戸惑いつつある
ことは何かをお話します。われわれ大学教員の
仕事とは何でしょうか。教員と学生という２軸
で考えると、教員は何かしらの専門知識だった
りスキルだったり、あるいは研究方法や経験
だったり、様々なことを学生に対して伝えたり、
教えていくことかと思います。対して、学生か
らすると、教えられたことを理解することかと
思います。この関係性の中で私が常々意識して
実践していることは、何かに例えながら教える
ということです。われわれが持っている専門的
な知識を学生が理解しやすい事象だったり、彼
らの身近な事象に置き換える、つまり比喩の活
用を意識しています。そのような努力を日々し
ています。幸い、私は会計学という日常生活に
身近な学問を教えているため、専門用語や理論
を学生の身近な経済活動に置き換えて説明しや
すいという特性があります。
　しかしながら、置き換えるものが微妙に伝わ
らなくなってきたなと、ここ数年感じ始めてい
ます。いわゆる世代ギャップのような感覚です。
用いた比喩だったり、昔こんなことがあったよ
という話をしても、そもそもそれを知らなかっ
たり、関心がなかったりというようなシチュ
エーションに直面することがしばしばあります。
彼らとの年齢的な開きが出てきたからかもしれ
ませんが、その辺りが難儀している点です。改
めて、みなさんの時代感覚を確かめてみたいの
で、ここでちょっとしたクイズをだします。
　いまお見せしているスライドにはいろいろな
事象が列挙されていますが、年代順に正しく並
び替えることができるでしょうか。ライブドア
事件。最近、三菱UFJ銀行へと名前が変わりま
したが、三菱東京UFJ銀行の発足。初代iPhone
が発売された時期。六本木ヒルズが開業した時
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期。リーマンショック。そして東京メトロが発
足した時期。正しい順番はわかるでしょうか。
私自身の感覚で、あれっどっちが先だったかな
というものばかりを選びましたので、結構難し
いかもしれません。正解をお見せします。
　これらはすべて2003年から2008年の出来事で
す。東京で暮らしていると当たり前のように身
の回りにあるものばかりですが、そんなに古く
ない事柄です。六本木ヒルズができたのは2003
年です。東京メトロはその後です。昔は営団地
下鉄と言っていましたが、今では普通にメトロ
です。三菱東京UFJ銀行ができたのは2005年で
す。話はそれますが、就活時に学生は「UFJか
ら内定をもらった」という言い方をすることが
あります。なぜUFJといういのか聞くと、彼ら
は呼びやすいからと答えます。実態としては不
良債権処理に苦しんだUFJを三菱が救済したわ
けであり、元三菱の人が聞いたらけっこう癪に
障るフレーズだったりします。でも、そういう
背景を学生は知らなかったりするわけです。ラ
イブドア事件にしても、ホリエモンですね、堀
江さん最近はメディアにもよくでてきますが、
そのような事件を起こした人とは知らなかった
りもします。リーマンショックも同様です。わ
れわれの感覚からすると、比較的最近というか、
たかだかこの10年ぐらいの出来事ですが、学生
の感覚からするとかなり昔の出来事になってき
ています。こうした感覚が自分の中でミスマッ
チを起こしていて、例えるときに苦労している
のかなと、自分自身、反省しています。
　先ほどのスライドでお見せした事象はすべて
2008年以前です。ということは、今の大学４年
生でさえも、当時は小学生でした。つまり、す
べて今の大学生が小学生以前の出来事です。１
年生に至っては2011年の東日本大震災の時でさ
え小学生です。同じ年にスティーブ・ジョブズ
も金正日も亡くなっていますが、１年生にとっ
てはもはや歴史上の人物という認識かもしれま
せん。
　今の大学生は基本的に1996年から99年生まれ

の世代になります。当然幅はありますが、４年
生の場合は2002年までが未就学児、１年生に
至っては2005年までが未就学児でした。ですか
ら、90年代の出来事など詳しくわからないわけ
です。このように整理してみると、われわれが
最近の出来事だと思っていることは、彼らに
とっては遠い昔のことであり、リアルな感覚を
もって想像できない事柄であるかもしれません。
　ですから、相違という意味では、当然ながら
世代が違うと言いましたが、もう少し突っ込ん
で考えてみると、育ってきた時代背景だったり、
共通認識だったり、カルチャーだったり、ある
いはテクノロジーだったり、その辺りは確実に
違ってくるのだろうなということを実感として
持っています。そのため、自分の常識や感覚を
常に疑い、場合によっては彼らに寄り添ってい
く必要があるのかもしれません。
　一方で、違うけれど違わないという答えの、
違わないという部分ですが、それは成長機会で
す。若者であるがゆえに、将来に対する可能性
は同じであるということです。この点だけは、
当時も今の変わることはないだろうと信じてい
ます。もちろん、時代背景が違うので教え方に
は気を遣う必要があるでしょうし、気を遣わな
ければならない世代にいよいよ私も突入しはじ
めたのかなと感じています。
　用意しているスライドはこの程度ですが、最
後にまとめ的なスライドとして、普段、私が意
識していることをいくつかまとめてみました。
一つが多様化と均質化・同質化という、相反す
る点についてです。本学でもダイバーシティ宣
言をしていますし、多様性・多様化という言葉
に対する理解はかなり進んでいると思います。
おそらく今の大学生も当たり前の感覚として多
様性を受け入れているはずです。一方で、先ほ
どのSNSの例えではないですが、他の人と異な
るのが怖いとか、他の人と一緒でありたいとい
うような、同質性だったり均質性を求める傾向
にあるのかもしれません。同調圧力というと言
い過ぎかもしれませんが、案外、こうした相反
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する概念が彼らの中に同居しているような気が
しています。
　次にわれわれは普段、授業という場、あるい
は教室という場で学生と接しているわけですが、
個人を意識する場合と、クラスのみんな、集団
を意識する場合があるかと思います。この使
い分けが結構難しいように感じます。私自身
は、誰かを注意する時、座学のクラス授業でけ
なすようなシーンはあまりないかもしれません
が、ゼミなど比較的少人数かつ親しい集団にお
いては特定の学生にダメ出しをするシーンはあ
るかと思います。シチュエーションにもよりま
すが、私はできるだけみんな前でダメ出しをし
ないようにしています。同時に、学生による失
敗の原因を自動的に見える化し、シェアできる
ような仕組みを組み込む努力をしています。例
えば、事前にルールを作って共有し、自分がな
ぜだめだったのかを把握し、個々の学生が納得
できる、他の人と違うことをちゃんと理解でき
るような、そんな仕組みを整える努力です。
　他にも、ゼミはもちろんこと、普段の授業で
もなるべく学生を名前で呼ぶようにしていま
す。小さな努力かもしれませんが、「きみ」と
か「あなた」ではなく、なるべく名前を覚えて
直接呼びかけます。もちろん、受講生が何百人
もいる授業だと現実的ではないでしょうが、学
生との信頼関係を築きあげていくポイントかも
しれません。名前を呼びかけることで、集団だ
けど、その中から個をしっかり拾い上げていま
すよというメッセージにもなります。
　そうした意識をここ数年、個人的には強く意
識しています。全体を見つつ、個人にフォーカ
スを当てるということは、最終的にわれわれ教
員が学生にどれだけ寄り添えるかというところ
に行き着くのかと思います。ただし、これは結
構難しい。難しいけれど、ゴールとして一人ひ
とりに寄り添ってあげることを目指すべきでは
ないでしょうか。自分自身、法政の学生だった
ので強く感じるところですが、本学には成功体
験を通じて成長していく学生が多いと思います。

私自身もそうでした。ですから、教員として一
人ひとりの学生をどれだけ成長させられるか、
成功体験を与えられるか、というところ強く意
識しています。そうしたわれわれの努力は、結
果的に学生の本学に対するロイヤリティだった
り、アイデンティティだったり、誇りのような
ものにつながっていくんだろうと信じています。
　私は今年で15年目の勤務を迎えますが、この
間継続して行ってきていることがあります。１
年目の方でも自分がコントロールできる、たと
えばゼミのような場でしたら実践できることで
す。それは、法政大学へのロイヤリティとか、
大学全体のことはよくわからないけど、少なく
とも自分のゼミに対して誇りをもってくれとい
う教育です。エンゲージメントという言葉があ
りますが、絆のようなものをしっかりと作り上
げていくことです。卒業してさようならではな
く、卒業後も繋がり続ける関係の構築です。卒
業してからも、こんないいことがあったとか、
あるいは辛いことがあったとか、そうしたこと
を気軽に話せるネットワークが社会に出てから
もあるんだよ、ということを在学中からゼミ生
には意識させています。口でいうのは簡単です。
実際は難しいこともあるでしょう。またメンテ
ナンスをしないとネットワークは壊れていきま
す。この辺りは試行錯誤しながら改善し続けて
いくしかないのでしょう。でもそうした思いこ
そが学生を繋ぎ止める、そして成長させていく
原動力になりますよ、というのが私からのメッ
セージです。
　最後にFD推進センター長という立場からの
コメントになりますが、皆さんも自らをアップ
デートし続けていってほしいというお願いです。
みなさん一人ひとり、私も含めてですが、われ
われ教員がアップデートしていき、研究力と教
育力を高めていけば、結果的に本学全体として、
質の高い学びを提供できるようになるのではな
いでしょうか。われわれ一人ひとりが輝き続け
ることで、間違いなく本学全体の教育の質は
向上していきます。FD推進センターとしても、
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今後も皆さまの教育改善、授業改善に少しでも
お力添えをできればと思います。ご清聴ありが
とうござました。

岡松
　どうもありがとうございました。竹口先生が
いらっしゃった時の学生時代からの違い、違う
こと、違わないことについては、皆さまもいろ
いろな場所で気付かれているかと思います。私
も、冷戦といっても冷戦が何なのかがわからな
い学生に国際関係を教えなければいけないわけ
ですが、そのような例えの難しさは本当にたく
さんあると思います。また、受験生の数が減っ
ていることは、皆さま、これから広報活動をす
る時につくづく感じられることではないかと思
います。
　受験戦争が厳しくなくなった状況で入ってき
ている学生が非常に多いことの影響は、いろい
ろなところにも波及しています。このFD推進
センターでも11月に初年度教育に関するセミ
ナーを行いますが、初年度教育、すなわち１年
生の時に大学でどのように勉強するかというこ
とを教えることが極めて重要になってきていま
す。法政大学のような六大学でもこれが非常に
重要になってきているということで、先生方に
も是非、次回のセミナーにもご参加いただけれ
ばと思います。
　また、来月には、ハラスメント研修もありま
す。われわれの時代には考えていなかったよう
なことでも、現在ではハラスメントになること
もたくさんあり、気をつけなければいけない点
が増えてきました。今の話の中にも少し出てき
ましたが、「多様性」に関連して気をつけなけ
ればいけない点を認識しなくてはなりません。
年に３回、４回セミナーを開いているので、併
せてご参加いただければと思います。
　続きまして、人間環境学部教授で、現在、人
間環境学部長でいらっしゃる渡邊誠先生です。
渡邊先生は1990年に人間環境学部の前身である
本学の第二教養部、本学には以前は夜間の学部

があり、その夜間の教養部に着任されました。
1999年に改組して発足した人間環境学部に着任
されました。人間環境学部は今年で20周年を迎
えますが、2005年から2006年、そして2017年度
からと、お気の毒なことに２回も学部長をされ
ていらっしゃいます。それではよろしくお願い
いたします。

話題提供
渡邊 誠

（法政大学�人間環境学部�教授／人間環境学�部長）

　まず自己紹介させていただきます。人間環境
学部の渡邊誠と申します。私が法政大学に着任
したのは1990年ですので、今からほぼ30年前に
なります。当時、法政大学は市ヶ谷キャンパス
の中に２つの教養部組織があり、私は第二教養
部における自然分野の教員として着任しました。
その後、1999年に人間環境学部が設置されるの
と同時に移籍して今日を迎えています。
　人間環境学部は基本的には文系の総合政策学
部ですが、学際的なテーマを扱っており、その
ため文理融合を目指す側面も持っています。私
は自然科学の中でも特に物理学分野における
物性関連を専門としています。学部においては
「サイエンスカフェ」および「環境モデル論」
という科目を担当しており、自然科学の基礎と
社会的政策を結びつける内容の授業を担当して
います。エネルギーと物質の量的保存則やエン
トロピーという概念を含めてそれらの質的劣化
則を把握することを試みています。それらをも
とに人間活動の特徴と環境問題との関連を考え
ています。また力学一般と熱学、原子・分子の
基礎、エネルギーなどに関する内容、そのほか
環境問題の分析や社会政策を考える上で必要な
基礎的事柄などについて講義しています。サイ
エンスカフェは１年生に開設されている科目で、
初年次教育の一環として展開されているもので
す。
　私に課せられた本日の課題は、ここ30年間の
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学生（気質）の変化を解説するということです。
ここ30年間の変化をわかりやすく示すためには、
直感的な話よりも何らかのエビデンスを提示し
ながら、その変化の様子を追っていくのが重要
ではないかと考えています。これまで法政大学
の教員であった自分にとって最も印象的なこと
は、この30年という期間の中で、特にここ20年
は教学改革がかなり精力的に進められてきた時
代でもあったことです。あらためて歴史を振り
返りながら、この間の教学改革を通して学生が
どのように変化してきたのかという点を調べて
みたいと思います。
　文科省のホームページに掲載されている
グラフを参考にしますと、平成元年を過ぎた
頃（平成４年）に18歳人口にピークを迎え
ていますが、それ以降徐々に減少していま
す。（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/koutou/069/gijiroku/__icsFiles/
afieldfile/2016/06/08/1371868_7.pdf）30年前は、
将来的に18歳人口が半減することが懸念され始
まった時代でもあり、大学にとってはその意味
での危機感を持っていた時代でした。いま当時
の教学改革を思い出してみると、背景としてこ
のような18歳人口の減少への懸念とともに文科
省の大学設置基準の大綱化という政策的転換が
契機となっていたように思います。各大学、学
部の方針をもとに学部等の設置がしやすくなる
一方で、大学、学部自身が自己的に点検を行い
改善し、教育・研究の質的保証を行っていくよ
うな仕組みが導入されつつあった時期でもあり
ました。
　30年前は工業等制限法による規制がありまし
た。大学の立場から言えば、今日の23区の定
員規制に相当するものと考えてもよいと思いま
す。当時はこの制限法により市ヶ谷キャンパス
内では新しい建物が建てられませんでした。か
つての国土庁管轄の法律だと思いますが、これ
が2002年に廃止されました。また、当時は市ヶ
谷キャンパスにはⅡ部という存在があり、もと
もと生涯学習へのポリシーを古くから実践して

きたわけですが、これが新しい教育実践へ向け
てどのように発展させるのかなどの課題を抱え
ていたという背景もありました。
　学部等の新設について説明しますと、1999年
に国際文化学部、人間環境学部が市ヶ谷キャン
パスに設置され、そのほか2009年までに現在の
学部体制へと変化してきました。30年前は６学
部２教養部体制であったものが現在の15学部体
制へと大きく変化しました。1999年からの約10
年間はそのこのような学部設置が相次いだ時代
で、学生受け入れの枠組みの改革が進んだ時代
でした。
　その後の10年は様々な学生支援や教育支援体
制が整備されてきた時代でした。例えばキャリ
アセンターや学習ステーションなどが設置され、
さらには各種相談室などが充実してきました。
また情報カフェテリアなどの利用環境も向上す
るなど学生へのサポート体制が進んできました。
それと同時に「法政大学憲章」が制定されるな
ど、本学のポリシーが明確に打ち出されてそれ
にもとづき様々な改革を行っていくという考え
方が進んできました。したがいまして、法政大
学はこの20年間において性格の異なる改革を経
験してきたと言えると思います。
　そこで、この30年間にわたる本学学生の変
化の特徴について解説したいと思います。まず
1990年以降の在籍者数を調べてみました。併せ
て男女学生数の割合を見てみました。（以下で
はこれらの割合をそれぞれRa、Rbと記すことに
します。）ここでは本学において公表している
データを参照しています。（http://www.hosei.
ac.jp/gaiyo/johokokai/horei/index.htm、http://
www.hosei.ac.jp/gaiyo/johokokai/kyoiku/
gakuseisu/index.html）これらの数値を用いて
いるのは法政大学における状況変化の有無を知
るためであることをご理解ください。本学では
2005年以降は公式ホームページにデータが公開
されています。それ以前には「法政大学広報」
として配布されていた印刷物にデータが掲載さ
れてきましたのでそれを参照しました。
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　はじめに年度ごとの在籍学生数の推移を調べ
たところ、年度ごとに若干の揺らぎはあるもの
ほぼ一定と言える状況でした。その一方で、こ
れらの２つの指標については顕著な変化があり
ました。Raは、1995年以前にはほぼ0.8でした
が、2000年を迎える前段階において急激に減少
し、さらにそれに引き続いて2013年ごろから再
度急激な減少傾向を示しました。近年では0.6に
近づこうとしています。つまりこのような２段階
に渡る変化のプロセスを通してRbが増加してい
るわけです。
　2000年に入る直前の時期からの10年間は、本
学において様々な学部設置が行われた時期でも
ありました。６学部・２教養部体制から15学部
体制へ移行した教学改革時期とこれらの変化は
同期していることになります。また2010年以降
今日までのほぼ10年間は、本学においては学部
設置などの改革は行われておらず、この時期は
それに代わりもう少しソフト的な改革が進めら
れてきた時代でした。学生支援あるいは教育支
援体制などが整備されるなど、大学の質的な改
革が行われてきました。2013年頃からの変化は、
このような改革が関連していると考えることが
できます。このようにこの30年を通して眺めて
みると、（１）2000年頃を中心とする１段目の変
化は新学部・学科設置などのディシプリンに関
わる教学構造の変化を伴う改革に関連し、（２）
2013年ごろから始まった２段目の変化はその後
の学生支援体制や理念の提示などによる全学
的・学部横断的な改革に関連している、と考え
られます。
　ここで法政大学は一般的にどのように受け
取られているのでしょうか。大学評については
様々な雑誌でも紹介されていますが、ここでは
あえてWikipediaで「バンカラ」という言葉を
検索してみました。バンカラという語はハイカ
ラという語への対比として使われることがある
ようです。バンカラというと学生服や学帽、あ
るいは高下駄というようなイメージが想像され
ます。法政大学はかつてはバンカラ大学の筆頭

格と言っても過言ではない大学だったのではな
いでしょうか。確かに大学の校風はバンカラあ
るいはハイカラという語で明確に分けられる側
面もあるように思います。ところで様々な受験
生向け雑誌を見てみると、法政大学については
「イメージチェンジ」あるいはそれと同類の表
現に出会うことがあります。この語のニュアン
スはさておき、法政大学は変化しているという
ことが社会一般に認知されていることでもある
ように思います。
　法政大学公式ホームページの中のHOSEI�
MUSIUMを見てみると、昔ながらの学生服の
学生たちの様子や東京六大学野球の初優勝時の
様子などが当時の雰囲気を伝えているかのよう
に掲載されています。（http://www.hosei.ac.jp/
gaiyo/daigaku_shi/museum/index.html） 私 も
たまにその雰囲気をWeb上で楽しんでいます。
しかし、今それが大きく変化してきていること
も事実であるように思います。どちらかと言え
ば現在は、高校時代勉学に励み受験準備をして
きた比較的高学力をもつ社会の平均的な若者層
が入学してきていると言えると思います。大学
としてはその観点を踏まえて教育・研究の方針
や社会貢献のあり方を考えていく必要があると
思います。
　大学教育においてひとつの重要な論点は、学
生が考察対象としている内容について深堀する
センスを身に付け、考え方の理念と論理をしっ
かり意識して思考し、判断し、行動していく力
を養うことにあると考えています。それが自由
を生き抜く実践知という表現につながっている
と思います。その意味で現在の大学の中で進め
られている「実践知」を意識した教育はとても
重要だと考えています。教員と学生の接点にお
いて、例えば授業科目やゼミナールあるいは課
外活動の中で、これを具体的にはどのように伝
えていくのかが我々の課題のひとつだと思いま
す。
　ここで公表されているデータをもとに、学生
の生活実態の変化について触れておきたいと
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思います。本学でも学生の生活実態について
のデータを公表していますし、全国大学生活協
同組合連合会でもその調査結果をまとめていま
す。（http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/johokokai/
jittaichosa/index.html、https://www.univcoop.
or.jp/press/life/report53.html）その中から、最
近の10年程度の期間において浮かび上がる特
徴について幾つか拾ってみたいと思います。ま
ずは、学生の収入源として年々アルバイトが増
えていることにあります。これは学生の生活ス
タイルとしてアルバイトに割いている時間が多
くなってきているということを意味しています。
一方で、支出としては、書籍費がかなり減少し
ているという特徴が見えてきます。この点が心
配なことです。
　大学生協連合会の調べからは、１日の勉強時
間については文系の学生で30分程度、理系の学
生で１時間程度であると理解することができま
す。またスマートフォンの利用時間は１日に約
３時間で、ここ最近では増える傾向があるよう
です。１日に３時間ということはかなり生活時
間を圧迫している状況だと思いますが、そのた
めにバイトに費やす時間もあわせて必要となっ
ているわけです。30年前の学生との大きな違い
はこの点、すなわち情報との接し方に変化が生
じている点にあり、それによって生活スタイル
そのものが変化していることが特徴のひとつに
挙げられるだろうと思います。
　このほか、あらためてこの30年で何が変わっ
てきたかを考えてみました。特にお話ししたい
ことは友人関係、教員との関係です。学内の他
の教員にも変化の状況を尋ねてみました。以前
はゼミの雰囲気も少し違っていて、学生から教
員へコンタクトしてきたと言えるようです。か
つては学生から例えばコンパの誘いを受けるこ
とも多かったが、しかし、最近は誘ってこない
と言って残念がっている教員もいました。人間
環境学部においては社会連携プログラムとして
フィールドスタディが展開されています。これ
は様々な現場に出向き課題の発見から解決策の

検討などを現場体験を通して行うことを目的に
しています。この体験学習においては現場で活
動されている方々にレクチャーをお願いしてい
ます。ただ残念なことは、現場で説明をしてい
ただいている方々に対する気回しが欠けていた
り、あるいは礼儀を意識していなかったりとい
うことをよく見かけることです。このことは私
だけがもっている感想ではなく、別の教員から
も同様のことを聞いています。いま大学では課
題解決型学習を含め現地視察・体験型の学習機
会が増えています。これは教育のひとつのポリ
シーとして極めて重要ですが、これらの試みは
学生のモラルに関わる教育も必要であることを
示唆しているように思います。これらのことは
現代の若者のコミュニケーション力の実態に関
係したものでもあり、特にICT技術の所謂「進
歩」のあり方にも通底する内容であろうと考え
ています。
　法政大学の学生には直面する課題に対して常
に深く考えようとする精神を持ってもらいたい
と思っています。知識とそれに支えられた思考
とのバランスをもって対応できる人間像を想定
しています。そのためには本学そして各学部の
ポリシーを我々がどのように理解し、どのよう
に学生に伝えるかということが特に重要だと考
えています。長期的に見れば学生の生活スタイ
ルなども含めた学生気質が変化していると言え
る状況の中で、我々教職員のあり方がその点に
おいて問われているように思っています。

岡松
　ありがとうございました。先生方、今日は短
くて話すことはないとおっしゃっていらっしゃ
いましたが、お話を始めるとどんどん出てきて
しまうようでございます。
　続きまして、理工学部教授のチャピ�ゲン
ツィ先生です。福岡工業大学、富山大学を経て、
2016年に本学理工学部機械工学科に着任され
ました。着任されてからまだ短く、３年目でい
らっしゃいます。本学には地方の国立大学から
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転任されていらっしゃる先生も多いかと思いま
す。地方の国立大学と都心のマンモスの私立大
学では大いに違うところがあるかと思いますの
で、その点なども含めてお話しいただければと
思います。よろしくお願いいたします。

話題提供
チャピ ゲンツィ

（法政大学�理工学部�教授）

　私の専門はロボットです。いま人間支援ロ
ボット研究室にいて、リハビリテーションロ
ボットと高齢者のお手伝いをするロボットを開
発しています。スライドはつくってきませんで
したが、今日の話は国立大学と法政大学では何
が違うかということです。
　私は富山大学に９年間ぐらいいて、法政大学
は今年で３年目です。法政大学の学生のレベル
は幅広いと思います。国立の富山大学の学生の
レベルは法政大学の学生と比べると、もっとコ
ンパクトでした。法政大学の学生は入学してか
ら勉強しない学生もいるかもしれませんが、ほ
とんどの学生は優秀です。法政大学の１年目の
学生数は富山大学と比べると２倍の数です。富
山大学は70人ですが、いま法政大学理工学部の
学生は130人か140人です。優秀な学生は結構多
く、幅広くいます。
　理工学部は小金井にあります。私が最初、小
金井に行った時、ほとんどの学生は自宅から
通っていたので、私は最初、法政大学の学生は
小金井キャンパスの近くに住んでいると思って
いました。しかし、そうではないようで、キャ
ンパスの近くに住んでいる学生は少なく、遠く
に自宅がある学生が多くいます。千葉県、埼玉
県、横浜市、茨城県から通っている学生もいま
す。
　ですから、通学時間1時間とか1時間半かかっ
ている学生が普通で、これは結構影響がありま
す。授業を５時までやったら、家に戻るのは６
時半、７時ぐらいですから、家での勉強時間

は少なくなってしまいます。そこで授業の時
に学生を手伝ってやらないといけないですし、
レポートの課題も、ヒントも、できれば50 ～
60％ぐらいは授業中にやらないといけないわけ
です。
　富山はそんなに大きな町ではないので、富山
大学では大学の近くに住んでいる学生もいまし
たし、または遠くても30分ぐらいで学校に来て
いました。私はかつて山形大学にもいましたが、
米沢は富山よりももっと小さく、大学までの時
間が短いですから、研究室にいる時間が多くあ
りました。このような大学では友達と一緒に研
究室にいる時間がもっと長いので、コミュニ
ケーションももっといいように思います。法政
大学の学生は自分のことに関わっている時間が、
ほかよりは少し多いようです。
　４年生になると卒業研究をやります。国立大
学の学生は学校にいる時間が長いので、研究室
にいる学生にとって、これはもちろんメリット
があります。国立大学と比べ、法政大学は学生
の人数が多くいます。国立大学の学生は10人ぐ
らいです。国立大学は教授、准教授、講師と３
人いますから、１人が４人、５人を見ていて、
研究テーマが決まります。法政大学の研究室
は教員が１人だけですから、見る学生の数は９
人、10人ぐらいになります。もちろんこの影響
は、国立大学の学生はよく見てもらえるという
メリットもありますが、デメリットもあります。
コミュニケーションをとることが難しい学生が
いる場合、人数が少ないので、環境が大変にな
るケースもあります。
　法政大学は国立大学と比べると基盤研究費も
結構いいように思います。そのために、学生は
自分の研究もやることができます。理系ですか
ら、ほとんどはロボットでハードウェアが必要
です。経済などほかの分野はパソコンとソフト
ウェアだけあれば十分でしょうが、理工学部は
ロボットですから、ハードウェア、モーター、
センサー、ソフトウェアも要るので、基盤研究
費は結構大切です。法政大学は、これについて
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はだいたいいいように思います。
　ほとんどの学生は遠くに住んでいて、通学時
間がかかっているので、法政大学は授業の準備
にも関わっています。学生のレポート、演習問
題について、授業中も手伝っていますし、プリ
ントもやっています。前の学校ではプリントを
ほとんど使いませんでした。法政大学の場合、
家まで戻っても勉強時間が少ないので、できれ
ば授業中に理解しないといけないので、プリン
トはやらないといけないようです。
　法政大学は授業の振替が自由ではありません
ので、この主張はちょっと難しいようです。国
立大学は授業の振替についてはほとんど自由で
したし、いつでもできましたが、法政大学は授
業の振替はそんなに簡単ではありません。その
理由は、授業を受ける人数が多い。それと、別
の日にやったら、学生は同時にいろいろな授業
を受けていますから、ほかの授業に影響してし
まう。皆さん、集まることが難しくなる。
　学生にはできるだけ授業に参加してほしいの
で、私は授業の時、タブレットをよく使ってい
ます。学生は黒板よりプロジェクターのほうが
よく見えますし、これはワイヤレスですから、
参加していない学生はタブレットを出し、自分
でプロジェクターに問題の答えを書くことがで
きます。ですから、今はこのようなやり方を結
構とっています。理工学部ですから女子学生の
数は少なく、ほかの学部とは環境が少し違うと
思います。
　私の発表は渡邊先生より短めですが、何か質
問がありましたら、よろしくお願いします。

岡松
　どうもありがとうございました。恐らく、国
立からいらっしゃった先生方が一番大変だと思
われているのは、授業の数が倍になったという
ことではないかと思います。あるいは規模で
しょうか。規模が大きく違うので、学生のアイ
デンティンティのつくられ方もまた違ってくる
こともあるのだろうと思います。

　最後になります。この30年間で恐らく職員の
方々が最もこの違いを感じていらっしゃるので
はないかと思います。学生の世代が変わってく
ると同時に、学生の多様性が大きく広がってい
きました。それに伴い仕事の量が膨大に増えま
した。この膨大な仕事の多くの部分が職員の
方々に行っていると思います。
　そこで職員より、学務部学部事務課人間環境
学部担当主任の土屋貴之さんです。本学を卒業
後、2002年に本学に入職され、多摩の図書館、
そして最も大変な市ヶ谷学生センター、小金井
大学院を経て、2017年より現職でいらっしゃい
ます。学生はまず事務に行きます。何かトラブ
ルがあると、とにかく事務に行きます。われわ
れが学生の時には、そのようなことでは行かな
かったというような問題まで、すべて事務に
持って行くので、本当に大変になっていらっ
しゃると思います。そのような違い等について、
ご苦労の話が多くなるかと思いますが、土屋さ
ん、お願いいたします。

話題提供
土屋 貴之

（法政大学�学務部学部事務課�主任）

　私は本日、職員の立場から話題提供をさせて
いただきます。私はいま市ヶ谷キャンパスの人
間環境学部で主任をしております。本学を卒業
して、多摩図書館、市ヶ谷学生センター、小金
井の理系大学院を経て、再び市ヶ谷キャンパス
に戻ってきました。今の人間環境学部に配属と
なり２年目になります。
　私は１回１回の異動がキャンパスをまたがっ
ていて、各学部の先生や学生と接点を持ちまし
た。その経験から、３キャンパスの様子につい
てはある程度わかっています。
　特に学生センターでは主に正課外の面で学生
と関わり、父母・保証人、地域の方も含め、さ
まざまな相談に対応してきました。この後の
ディスカッションの中で紹介できる事例があれ
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ば触れさせていただきたいと思います。このよ
うな私の経験から、FD推進プロジェクトリー
ダーの岡松先生からもご要望をいただいており
ますが、職員として関わり、考え、実践してき
た学生支援策について紹介させていただきたい
と思います。
　タイトルに書きましたように、「学生の力」
を大学運営のさまざまな場面に採り入れている
点が法政大学の特徴であり、強みです。当時、
本学の取り組みを参考にしたいということで、
全国の約50大学・機関から訪問調査を受け、対
応させていただきました。
　法政大学では、毎年、学生生活実態調査を実
施しています。この調査はWebアンケートで、
３万人の学部生の中から１万人を無作為に抽出
して回答いただくものです。約40問の設問から
成っていますが、その中で特徴的な回答を抜粋
しました。
　「悩み・不安がありますか」という問いに、
当時、約７割の学生が「はい」と答えています。
その内容も進路のこと、学業のこと、自分の性
格などさまざまです。次に「誰に相談しました
か」という問いに、先輩・友人が約６割を占め
ている状況に対し、私たち教職員は2.5％、精
神科医の先生、臨床心理士の先生など専門家を
配備している学生相談室でさえも1.6％だった
という事実があります。一方、大学がコミュニ
ティの一つとして重要視するサークルに入って
いるかについては、半数以上の学生が「入って
いない」と答えています。
　この状況から、当時の学生センターでは、学
生・教員・職員協働型の学生の居場所としての
コミュニティづくりを考えていました。程度に
よりますが悩み・不安の解決先として、身近な
人が果たす役割が大きいことから、そのような
コミュニティをつくろうとするものです。2007
年当時、今後このような取り組みが新たな学生
支援策として有効だろうということで、学生セ
ンターで提案し、教職学協働体制のピア・サ
ポート活動に関わってきました。

　「ピア・サポート」とは仲間同士の支え合い、
つまり学生が学生を支援する仕組みです。私た
ち教職員が学生を支援するのは当然ですが、そ
うではなく、対等な立場である学生同士が支援
し合う点がポイントです。
　学生は身近に「あんなふうになりたい」と思
えるようなロールモデルがいることで、よりリ
アルな将来像や目標が描け、成長すると思いま
す。また、最初は支援を受けた学生が、次は支
援する側に転化していく。そのピア・サポート
サイクルを創出していくことで、継続的、自主
的な支援が見込まれます。その支援にあたって
は、学生を「学生スタッフ」として運営の中心
に位置付け、教職員と協働して大学公式の各プ
ロジェクトを遂行します。それはクラス・ゼミ
といった正課の場でも、クラブ・サークルと
いった従来型の正課外の場でもない、言わば
「第３のコミュニティ」とも言える新たな教育
プログラムの場となります。当時は経済産業省
が「社会人基礎力」を、その後文部科学省が
「就業力」を提唱しておりますが、そのような
力を実践的なプロジェクト活動を通じて身につ
けてもらうこともねらいとしています。
　現在では、図でお示ししておりますように、
さまざまな部局でピア・サポート活動が導入
され、500名を超える学生スタッフを養成して
「ピアネット」というかたちで発展的に拡大し
ています。
　当時の訪問調査を振り返ると、「自身の大学
でも導入したい」という大学がほとんどで、そ
の相談を受けておりました。本学はほとんどの
学生スタッフが無単位・無報酬で活動しており
ますが、他大学からは「なかなか学生がついて
来ない」といった悩みも聞かれました。大きな
違いは、表現が適切かわかりませんが、学生を
大学イベントのお手伝いのような単なる人手と
しか考えていないのか、本学のように教職員が
深く関わる教育プログラムの一環として考える
のかという点だと思います。学生は活動を通じ
ての達成感や成長、さらには充実感を実感しな
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いことにはモチベーションを失い、活動は続か
ないと思います。
　本学のピア・サポート活動は、当時、文部科
学省の学生支援GPに採択され、補助金により
開始したものです。2007年から４年間の採択期
間でしたが、その後も学内で必要性が認められ、
10年以上経った今なお続いていることに、立ち
上げに関わった者として関係者の皆様には感謝
しております。
　現在はどうなっているのか。成功した部分と、
そうでない部分があるのかどうか、最新のデー
タをご覧いただきたいと思います。悩み・不安
については23％減少しています。「あったが解
決した」の8.6％も注目できます。相談相手は、
先輩・友人が当時とほぼ同じ55.6％です。この
項目はもう少し増えているかと考えておりまし
た。一方、教職員、学生相談室ともに約3倍に
増加しています。入学する学生が多様化する中
で、本学もそのニーズに応じて障がい学生支援
室やボランティアセンターが新設されました。
学生相談室やハラスメント相談室の割合も増え
ている点は懸念すべき事項ですが、一方で、以
前に比べて大学としての相談窓口が明確化され、
学生にとって相談しやすい環境に改善されたの
であれば良いことでもあります。また、サーク
ル加入状況も改善されています。
　時間となりましたので、私からの話題提供は
以上とし、この後のディスカッションの中で具
体的な事例を紹介させていただきたいと思いま
す。ご清聴いただき、ありがとうございました。

岡松
　ありがとうございました。ここで話題提供は
いったん終わりにさせていただきます。登壇者
へのご質問、ご意見をお書きくださった方はご
提出いただきたく存じます。またもちろん口頭
でのご質問、ご意見等も伺えればと思います。
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「全入時代の初年次教育」

2018年11月17日（土）　13：00 ～ 16：15
法政大学 市ヶ谷キャンパス　外濠校舎 5階 S505 教室

◇講演
「2010年代の初年次教育
� －学生と私立大学の多様化を踏まえて－」

沖 清豪 氏
（早稲田大学教授）

「高大接続改革の動向
� －改革を踏まえた初年次教育を考える－」
吉岡 路 氏

（�文部科学省高等教育局高等教育企画課専門官・高大接続
改革プロジェクトチーム）

司会・コーディネーター：

岡松 暁子
（�法政大学�FD推進プロジェクト・リーダー／人間環境

学部�教授）

開会挨拶
大野 達司�

（法政大学教育開発支援機構長／法学部�教授）

岡松
　定刻になりましたので、法政大学第15回FD
シンポジウム「全入時代の初年次教育」を開催
いたしたく存じます。私は今年度FD推進プロ
ジェクトのリーダーを務めております、本学人
間環境学部の岡松暁子と申します。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　会に先立ちまして、開会の挨拶を大野達司法
政大学教育開発支援機構長より申し上げます。

大野
　初めまして。大野と申します。今日はお忙し
い中、お集まりいただき誠にありがとうござい

ます。とりわけ講演してくださる沖先生と吉岡
様にはありがたく思います。テーマは「全入時
代の初年次教育」という、アクチュアルと言え
ばアクチュアルですし、非常に重たいテーマか
と思います。先生方やそれぞれの組織で個別に
悩んでおられることもあれば、もうすでに取り
組んでおられることもあるだろうと思います。
　私自身の経験でも学生の雰囲気は、特に１年
生は変わってきたなと授業で思ったりすること
があります。こういうことをきっかけにして何
かプラスに転じるようなテーマが出てくればい
いと思います。そういう点では吉岡様にお話し
いただく「高大接続」は、まさにそういうもの
になり得るかと思っていますし、お二人の先生
方の講演を楽しみにしています。
　また、その後では皆様が個々に感じておられ
ることなども含めてディスカッションしていた
だければ、色々興味深い意見のやりとりができ
るのではないか。こういう点でも、全体として
学生と教員、あるいは大学と高校、それから教
員、教職員間でもコミュニケーションを深めて
いくことが、まず大事だろうと思います。ぜひ
この機会を有益にしていただければと思います
し、私個人もたいへん楽しみにしています。
　では、挨拶としては以上です。よろしくお願
いいたします。（拍手）

岡松
　ありがとうございました。それでは、改めま
して「全入時代の初年次教育」ということで始
めさせていただきます。本日はお二人のゲスト、
早稲田大学の沖清豪先生、そして文部科学省の

法政大学　第15回FDシンポジウム
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吉岡路様においでいただきました。ありがとう
ございます。
　本企画の趣旨ですが、皆様、すでにご案内の
とおり2018年には全入時代というものを迎えま
した。大学受験をしようと思っている学生が、
どこかの大学には入れる、そのような時代に
なったわけです。30年前と比べますと、大学に
入るための競争が非常に緩やかになっているわ
けです。それに伴い私たち教員が直面している
問題としては、第一に大学に入ってきた学生の学
力の低下、第二に勉強の仕方の未習熟などが挙
げられるかと思います。
　すなわち、大学で専門教育を行うに当たり、
その段階にまで至っていない状態で入ってきて
しまう学生がいるわけです。この学生たちが今
後大学を出て、社会に旅立っていくためには、
我々は最初の段階でどのような教育をすること
が求められているのでしょうか。あるいは必要
なのでしょうか。今後大学における人材育成で、
何を目指すのかということを念頭に置きながら、
今日は最終的にはパネルディスカッションで議
論をしたいと思い、このような企画をいたしま
した。
　それでは、最初に第１講演として、早稲田大
学教授沖清豪先生に「2010年代の初年次教育－
学生と私立大学の多様化を踏まえて」という演
題でご講演をしていただきます。では先生、ど
うぞよろしくお願いいたします。

講演
「2010年代の初年次教育
－学生と私立大学の多様化を踏まえて－」
沖 清豪 氏

（早稲田大学教授）

　皆様、改めましてこんにちは。ご紹介にあず
かりました早稲田大学の沖と申します。初年次
教育に絞ってというのは十何年ぶりかというく
らい、最近は話をする機会がありませんでした。

2010年代が間もなく終わってしまいますが、今
何が問題になっているのかということを改めて
自分なりに整理をし、この10年弱ぐらいで何が
起こっているかということを、少し振り返る機
会をいただいたかと思います。
　お手元に資料があります。本日は、このスラ
イドの順番で話を進めていきます。大きくは、
今まで初年次教育はどのようなものであったの
か、そしてこの10年、20年の変化を、どのよう
に見たらよかったのか。そして「2010年代」と
あえてつけていますが、この10年代で特に初年
次教育界隈で何が論点になってきたかについて
お話をさせていただきます。初年次教育をめ
ぐって依然として残り、解決していない論点に
ついてお話ができればいいかなと思います。
　ここにいらっしゃる方々にとっては共通認識
の再確認ということになりますので、最初は飛
ばします。大学教育改革というのは臨教審以降
というのが一つの設定で隠れたテーマになって
います。臨教審以降、現在までの大学数の増加
ですね。特に私立大学が急激に増えていること
は、グラフで一番上の部分になりますが、これ
は体感としても、実際としてもご承知かと思い
ます。
　こちらは学生数です。公立大学が意外と増え
ています。これは一部の私立大学が公立化した
ということも理由の一つになっています。先ほ
どの大学数も同じ傾向を示しています。一方で
私学も、学生数としては相当増えてきています。
　こちらが教員数です。教員数が特に伸びてい
るのはどこなのか、グラフだけではよく分かり
ません。
　最後にこちらが職員の変化です。今日はあま
り言及しませんが、20年近くの間、初年次教育
の議論では教職連携、つまり教員ができないこ
とを、いかに職員がカバーするかといった話が
注目されてきました。教員だけで解決しないし、
彼らだけで対応しているとかえって混乱する。
そういう状況の中では、職員数も無視できない
ということになります。
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　この三十数年間の量的な変化を、1984年を１
とした場合に、大学数、在籍者数、教員数、職
員数、これらは全部本務者ということになりま
すが、現在の比率を見ていただきたいと思いま
す。国立は法人化絡みで統廃合があって、大学
数が減りましたので、１を割りました。しかし、
それ以外の類型は増えています。公立大学がと
にかく大学数が増え、学生も増えたのに対して、
思ったほど職員が増えていないので、おそらく
職員１人当たりの仕事量は増えているのかなと
いうことです。
　さて、私立大学です。今日の私の話は、基本
的に私立にどんどん焦点化していくことになり
ます。大学数が1.82倍になっているのに対して、
学生数が思ったほど増えていません。これはお
分かりのとおり、新しくできた大学が小規模化
していることを示唆しています。新設私立大学
は小規模で、一方で教員数は多い。職員数がほ
ぼ大学数と同じような増加傾向を示しています。
偶然かもしれませんが、そう見て取れる状態に
なっています。
　もう一つ、初年次教育は大学教育の入口の問
題として議論することが多いのですが、先ほど
の資料でも触れられているように、法政大学で
も恐らく初年次教育の中にキャリア問題を入れ
ているということで言えば、出口の問題を無視
できません。この図の就職率の変化を示す赤の
折れ線が、卒業時の男子学生の就職者の割合で
す。黄緑の折れ線が女子学生の割合です。
　1990年代初頭は、大学と短期大学の女子学生
いずれも８割前後が就職して卒業しており、大
学院進学者数や、そもそも就職を予定していな
いというゾーンも足すと、９割を超える卒業生
が進路を確定させているという状態が、1990年
代初頭に生じました。一方で1960年代から70年
代にかけて、短期大学女子学生の就職率は５～
６割でした。20歳で社会に出るというか、出て
も就職しないパターンも少なくなかったのが、
80年代に就職率が急激に上がっていって、現在
まで大学の女子学生とほとんどグラフとしては

重なっています。この重なっている状態も、こ
の20年ほど続いています。
　一方で、見てのとおり男子学生については、
就職率が若干低くみえますが、工学系の大学院
に進学している人が一定数いますので、女子学
生と比較すると、どうしても低くなりがちです。
歴史的には、少なくとも1990年代までは男子学
生にとって、大学に行くということは就職とほ
とんどイコールで、それほど心配しなくてもよ
かった。ところが、この30年ぐらいで、景気状
況なども踏まえながら明らかに就職の問題をリ
アルに考えざるを得なくなっています。ただし
経済状態がよくなれば就職状況もよくなりがち
です。まさにこの２～３年は就職については売
り手市場のようになっており、経済状況の肌感
覚と少し違いますが、少なくとも就職では安定
しています。
　一方でリーマン・ショックの直後や、90年代
からの失われた10年間というのは就職率がどれ
だけ下がっていたか。グラフを横に広げたので、
角度があまり厳しくなっていないのですが、グ
ラフのつくり方によっては就職率が右肩下がり
のような感じになっています。そのような90年
代を、我々は経験したということです。
　こうした状況の中で2000年代初頭、あるいは
もう少し前ぐらいから言葉として出てきていた
のが初年次教育でした。これも釈迦に説法です
が、中教審では2008年の学士課程答申の段階で
用語集にも入りましたし、本文の中でも言及さ
れていましたけれども、まさに移行（トランジ
ション）の問題として、高校生をいかに大学生
にしていくか。そのことを考える総合的なプロ
グラムだということになります。
　もう一つ、この時期、90年代前半ぐらいから
補習（リメディアル）教育が注目されました。
「補習」ではなく「補修」で、学生の基礎学力
不足をいかに補修するかと言っていた方もおり
ました。表現はともかくとして、高校までに本
来学習指導要領などで学んできたはずのことを、
大学で行う。しかも90年代にはこうした高校で
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すべき学習を大学で単位化していた大学が決し
て少なくなかったので、この辺りが大学改革の
中では論点になっていました。
　今日の私の話の本当のポイントは最後の３行
です。国際的には「First�Year�Experience」、
「経験」とされていることをどう考えるか。日
本では、初年次教育でエディケーションである
とか、授業であるかというように認識されがち
です。実際に私の大学もそうですし、法政大学
でも授業化されているのではありませんか。こ
れがそもそも授業というニュアンスなのか、何
なのかということも論点の一つかと思いつつ、
また後ほど触れたいと思います。
　学士課程答申ではこれらの内容が初年次教育
だとされました。人間関係の確立、アイデン
ティティ、キャリア、健康、人生観。アメリカ
の先進例でいわれてきた社会化（ソーシャライ
ゼーション）と呼ばれている機能を、日本語で
整理すると②から⑥ぐらいになります。した
がって、学問的・知的能力、特に学習スキルも
含めたとなっていますが、しばしば日本の初年
次教育で、授業で行われているものがスキル系
の内容に偏りやすい。アカデミック・スキルを
身につけておかないといけないということで、
私のところの必修基礎演習でも学部内から批判
を受けつつライティングに関する内容を含めて
います。そうした内容は全体の一部ですが、し
かし非常に重要なものにもなる。では技術系、
技能系のスキルを身に付けるような授業で、②
から⑥は果たしてどのくらい身に付けているの
かというと、簡単ではないことも見て取れるわ
けです。そういう話が2010年の前の段階で、す
でにあったということです。
　一方で、1990年代後半から高校教育の変容や
多様化が問題となっていました。つまり高校段
階の教育の大幅な転換によって高校卒業生の学
習内容が個人によって異なる事態となったきま
した。ここにお集まりの方々はだいたいご承知
かと思いますが、従来は普通科から大学に進学
するのが主たる進学ルートでしたし、現在でも

多くの学生は普通科出身です。しかし、2000年
代にはいると、普通科からだけではなく、例え
ば専門学科だけでなく、新たに制度化された総
合学科から大学に入学してくる。あるいは単位
制高校出身者の大学への進学率が上昇してきて
います。
　かつて高校生というのは１年間に30単位ぐら
い勉強するものだと考えられてきましたし、実
際に月曜から金曜まで、１限から６限まで授業が
入っていると30単位となって、３年間で90単位
ぐらいは勉強できるはずである。土曜日に授業
を入れなくても90単位ぐらいは勉強するはずで、
２、３個落としても80単位以上が当然というイ
メージでした。
　ところが、今は卒業要件の最低ラインは74で
す。１年、２年で30単位ずつ単位を取っていると、
高校３年のときは週の半分来なくても卒業でき
てしまう。つまり単位制高校なり、ある高校が
カリキュラムを柔軟に設計すると、一番極端に
言うといま申し上げたとおり最終学年時に14単
位を取れば何とかなってしまう。そういう事態
が起こっていて、そういうタイプの高校に行っ
ている高校生が大学に入学してくるかもしれな
い。
　もちろん、地方の公立高校だと、90単位ぐら
いちゃんと取らないとだめですよということで、
最近はあまり見なくなりましたが、高校３年の
時に受験科目以外に家庭科が必ず２コマぐらい
入っているとか、そのようなことでフルに勉強
して、昔の共通１次のイメージで５教科７科目の
試験科目でしっかり大学を受験する。そういう
流れが昔は明確にあったのが、最近はよく分か
らなくなってきています。
　あるいは、この前にSELHi（セルハイ：スー
パー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイス
クール）、スーパーサイエンスハイスクールや
スーパーグローバルハイスクールであるとか、
あと近年だとIB一条校ですね。まだなかなか
数は増えませんが、今までになかったタイプの
高校ですね。知的な、特に暗記に特化したよう
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な学習ではないタイプの教育を積極的に進めて
いる高校です。大学教育の前に高校教育も、実
は先端の部分では質的に転換してきているわけ
です。ただし、高校教育が全面的に新しい方向
に転換しているわけではないし、転換できるか
どうかもまだ分からないというのが一つの論点
になるかと思います。
　高校教育がこうした先端の部分は変わりなが
ら、一方で進路指導の先生方は、いかに18歳の
現役で進学先を決めるかということに精力を費
やしているわけです。従来の教育をなかなか劇
的に変えられない中で、しかし高校ではなく中
学、小学校だと、場合によっては本格的にいわ
ゆるアクティブ・ラーニングを導入しています。
あるいはタブレットを使うなり、デジタル教科
書という形で教育のあり方が、小中段階では変
わってきています。そのまま高校に入ったら、
また昔ながらの内容や方法に戻ってしまい、大
学入試で昔と同じ内容を尋ねるのかという課題
については、この後、吉岡さんの報告でこの論
点が深められるかと思います。
　結局、先ほどの就職の問題も含め、大学教育
に対して保護者や入学してくる生徒さんたち、
今度は学生になるわけですが、彼らが昔ながら
の「何とか学」を学びに来るので、一般教育と
専門教育を講義で提供すれば学生が合わせてく
れると考えても大きなトラブルはなかった時代
から、そうではない時代に変わってきたのが90
年代の状況です。そしてそれが2000年代、そし
て2010年代を通じて、より学士課程教育とは何
かを考えて学生と応答すべき時期にきていると
理解するのが、話としては分かりやすいでしょ
うか。
　もう一つ無視できないことがあります。これ
は15年ほど過去の、18歳高校新卒者での進路選
択のパーセンテージです。この表を高校生向け
の模擬講義で使う際には、類型を隠しておき、
選択肢を示して「これはどれだと思う？」と尋
ねると、一緒についてきた先生が必ず間違えま
す。浪人を選択肢にいれると、「浪人はどこに

あるのでしょう？」と言われますが、浪人は表
に入っていません。要するに１年後に受験して、
初めて浪人生だと決まるので、この18歳の段階
で浪人かどうかが分からないというのが統計の
トリックになっています。しかしトリックであ
れ、ポイントは明らかです。
　大学のところを見ると、最初は2003年と2000
年代初頭であるのに、実際には３人に１人しか大
学を選んでいない。進学校はほとんどみんな大
学に行っているので、そうした高校の卒業生
にとっては大学進学が当たり前になっていま
す。法政大学さんも早稲田大学も、たぶん似た
ような状況だと思いますが、進学校の出身者は
大学に行くのが当たり前で、選択肢として就職
はあり得ない。特に男子校ですと短大も選択肢
としてほとんど考えられていない。そういう高
校の卒業生が大学に入学してきていること自体
が、日本の18歳の平均的な数値ではないわけで
す。大学進学が当たり前ではない高校が相当数
あるということですね。しかし、当たり前では
なかったことを当たり前であるかのように思っ
ている高校卒業生がだんだん増えてきて、よう
やく半分まできている状況だったりするわけで
す。
　もちろん、短大は非常に厳しい状況です。18
歳人口が減って、なおかつ短大進学者の割合も
減ってきていますから、どれだけ短大が厳しい
かという問題も、この表の裏側には隠れていま
す。一方で専門学校、就職はリーマン・ショッ
クや震災の問題なども含め、細かく見ると色々
な影響を受けているようですが、この15年間、
意外にも数値があまり変わっていない。でこぼ
こしながらも６～７人に１人ぐらいは専門学校
に行き、あるいは就職をする。ただし割合の問
題なので実数で見ると、やはり徐々に減ってい
ることになります。
　これがいま18歳の選択として起こっている状
況です。幸いなことにニートの問題は14、15年
前に急激に話題になって、あまり最近は言われ
ませんし、実際の数字でも若干減ってきている
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ことが表の右側で見て取れます。いずれにして
も大学に来る層は誰かというと、その世代の３
分の１だったのが半分になっている。たった15
年でそうなったということは、非常に重要な意
味を持つだろうと思うわけです。
　冒頭でもご説明があったとおり、30年前のイ
メージというと1988年ぐらいですから、近い数
字で言うと1991年度の新卒大学・短期大学進学
志望者の実際の進学率です。下のオレンジのほ
うが大学です。今から30年前は２人大学を受験
して、１人しか大学に入れない。落ちた人は浪
人となるのか、就職するのか、専門学校に行く
のか、という第３、第４のルートをたどる。短
大ですら、６人受験すると１人ぐらいが落ちて
いるという時期が30年前のイメージです。
　グラフのとおり進学志望者の進学率が順調に
上がってきています。100％すなわち全入にな
るかについては、選抜性の高い大学が依然とし
てまだ残っていることに注意が必要ですが、大
学進学志望者の進学率としては９割弱ぐらいに
なっている。つまり、大学に半分しか受からな
いときと、不本意も含めてですが、志望者の９
割は入学しますという事態を同じだとして議論
するのは困難だという状況がいま起こっている
わけです。
　私自身が大学に入るのに苦労したのもあり、
こうしたデータを必ず紹介しています。このグ
ラフは81年の現役の志願者の割合です。合格者
では現役の割合がもう少し増えますが、今から
40年近く前は合格者の７割しか現役がいません
でした。１浪、２浪以上を足して３割で、キャ
ンパスで石を投げると、１浪、２浪以上に当た
る状況だったわけです。どのクラスでも２人か
３人ぐらいは２浪生以上がいて、明らかに最初
からお酒飲めます、という少し大人の新入生が
いたわけです。それが今はどうなっているかと
いうと、受験者の志願者の段階で９割は現役で
す。つまり浪人生は探してもなかなか見つから
ない。ほとんどの大学で現役ばかりになってい
る。

　幸いというか、早稲田はまだ受験者でも入学
者でも浪人生が相当多いのですが、それは今の
日本の大学では例外的な状態です。法政さんは
どうでしょうか。これは後でご確認いただけれ
ばと思います。まさに18歳の集団しか集まって
いない。高校のクラスのホームルームの延長
で、18歳に入ってきて授業を受けているのか、
ちょっとした経験値がある、下手すると地方か
ら東京に出てきて１年間、翻弄されながら浪人
をしてきた彼ら、彼女らが19歳ないし20歳で大
学に入ってきている。そうした、時に社会に背
中を向けているというか、斜に構えたようなタ
イプの人が混ざっているようなクラスと同質化
したクラスとで同じ経験ができるかどうか。先
ほど初年次教育で期待されているニーズと、そ
もそもの編成の問題として考えると、どう扱っ
たらいいのか。
　スライドに入れるのを忘れましたが、キー
ワードは中等後教育、ポストセカンダリーとい
ま世界的に使われている中等教育を修了した後
に進学する教育段階を示す言葉です。高等教育、
つまりハイヤー、より高い教育ではなく、中等
教育が終わった後に、さらに何らかの追加が必
要になっている。今までであればセカンダリー
が終われば、そのままハイヤー、大学に行けば
いいという認識が一般的で、それがユニバーシ
ティだったわけです。それが今はポストセカン
ダリー。職業教育もひっくるめて、中等教育を
終えた後のものとして考えた時に何が必要か。
その点を考えた場合、特に教育研究機関として
の大学では、新入生に必要な内容を初年次教育
として提供する必要がある。そういう認識にす
れば一番整合性が取れるように思います。
　もう一つ、グラフをご紹介します。これは留
年の数です。初年次教育とIRの問題を組み合
わせて話をする時には、必ず留年問題が注目さ
れます。アメリカで初年次教育やIRが発展し
た理由が、各大学でリテンションがとにかく問
題になったということでした。学部の途中で転
学して他の大学に抜けていってしまうとか、全
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然合わないので辞めてしまうというタイプの学
生を、いかに大学の中に残すかということが問
題になりました。残して留年させると、また話
としてはこじれますが。
　幸い、留年率に関してはこの数年間、最近ま
では順調に減ってきました。直近で少し増えて
いるのがなぜかについては、よく分かりません。
初年次教育が留年生を減らすことが一つの目的
であるとしたら、導入している大学の多くがそ
れなりの成功を収めてきたのかもしれないと見
てもいいのかもしれません。数字がよくて幸い
だったと思います。
　一方で中退の問題です。これも2000年代前半
にOECDが、日本の中退率が10％を超えている
という報道をポンと出したものですから大騒
ぎになりました。「読売新聞」をはじめとして、
中退のデータを出すべきだという話になって現
在まできているわけです。文科省が調査してき
た数値でいうと、学業不振で辞めるのか、ある
いは進路の転換で辞めるのか。就職や転学のパ
ターンですね。
　中退理由の調査をみますと、経済的な問題で
の中退が2007年に14％だったのが、2012年には
20％を超えてしまっていま。まさにいま中退の
問題の大きな論点の一つは、いかに学生の経済
的な支援をするかとなっていることが見える形
になっています。初年次教育、日本であまり経
済の問題、お金の問題をしているプログラムは
これまで見たことがないのですが、アメリカは
相当前から初年次教育の教材の中にお金の問題
を入れている教材や事例を確認できます。誰が
お金を負担しているのかというところも含めて、
実は隠れた論点なのかもしれません。今日はこ
れ以上の言及はできませんが、こうした無視で
きない課題があるかと思います。
　一通りデータなどで見ていただいたとおり、
高校教育が変わってきていて、結果的に卒業生
が変わってきているということが、まず一つ。
それが結果的に、学生数の変動、18歳人口の変
化も含め、入試や高大接続における変化の形で

出てきているわけです。一方で大学生は増えて
くる。増えている中でミスマッチが起こると、
中退や留年のような問題も出てくる。
　卒業時も昔だったら、少なくとも男子学生は
放っておいても就職できたのが、もはや放って
おいたら就職できないという状態が前提になっ
た中で、さあ、入学１年目からどうしたらいい
のか。あるいは大学教育はそもそも専門教育、
「何とか学」を学ぶ場所である、あるいはそも
そも研究をする場所であるという伝統的なイ
メージから考えれば、こういった話は自己責任
であると、40年ぐらい前までは放置していても
おかしくなかったわけです。それが先ほど言っ
たとおりポストセカンダリーに転換して、生徒
に毛が生えたぐらいの若者が入学してきます、
ということを踏まえて、大学が自らを教育機関
であると考えるのであれば、初年次教育が必要
になってくるということになるわけです。
　スライドには入れられませんでしたが、早稲
田大学が本格的にこの話をし始めたのは、率直
に申し上げて2003年に発覚したスーパーフリー
事件の後です。それより前というのは、学問の
自主独立を担う大学として、教員も学生も自由
であることが最優先であり、それを理由として、
学生はある意味、自由放任の下におかれる状態
でした。しかしその結果としてあのような事件
が起こるのであれば対応も意識も全面的に転換
せざるを得ません。学内の学生部を中心に、そ
れまで保護者との間ではほとんど関係を構築し
てこなかったのを、成績の通知やペアレンツ・
デーをはじめとして色々な仕組みを一気に導入
しました。また、もともと初年次の発想はあっ
たのですが、それはあくまでも個々の教員、有
志がやっていた話が、大学全体として取り組む
方向に向かったのは、やはり大きな転換点で
あったと思います。
　今まではグラフに基づいてデータの話をしま
した。今度は歴史というか、簡単にレビューを
していきます。今から30年ぐらい前には、初年
次教育の原型となる言葉がいくつかありました。



118

法政大学教育研究第十号

私も参加していた共同研究では、「導入教育」
という言葉を今の初年次教育の意味として使っ
ていた時期があります。
　また、同志社大学の山田礼子先生が、「１年次
教育」という名前で最初は説明していて、それ
が2000年代にかけて「１年次って何？　３年生
に編入してきた時には１年生じゃないので対象
外、でいいの？」という指摘を受けました。２
年編入、３年編入という学生が増えてくる中で
は、１年と区切るのではなく最初の年というこ
とで「初年次教育」という表現を使いましょう
という合意が生まれてくる中で、言葉の定義が
固まってきたという感じです。
　1990年代は明らかにどの大学も学生数が多
かった。それがだんだん絞られていく中で、あ
の当時象徴的だったのは医学部に進学している
のに、高校で生物を勉強していない。これが90
年代で話題になりました。その裏側で文系なの
に英語の力が十分でないとか、まだそれなりの
いい学部、選抜性の高い、偏差値の高い学部に
進学する層で、高校教育で学んでないことがあ
るのは良いのか。そういうことが90年代の話題
でした。
　一方で、選抜性の低い大学だと、英語の
ABCから教えるといったことはさすがにあま
り聞きませんでしたが、中学校後半や高校生の
時に学ぶべきことを、大学に入った直後に半年
かけて学び直すという授業が、やはり問題に
なっていて、その単位を出しているところが批
判されました。この内容がリメディアル教育
という形で、新たに展開していきます。FYE
が発見され、リメディアルと分かれていくのが、
30年ぐらい前の話だったかと思います。
　十数年前には機能別の分化、質保証やアウト
カムといった形で、何ができるようになるのか
を問われる時代になってきました。当時もだれ
もがこの方向を納得したわけではありませんし、
今も色々な議論があると思います。しかし、少
なくとも放っておいて学生が勝手に身に付ける
ものだというところから、とにかく教育のプロ

セスを経て何かを得られるような状態にしてい
る、できるようしなければならない。大学での
学びの前提を整えるということです。
　その時に大規模私学を含め、特に地方の私立
大学は元校長先生を高校から引っ張ってきて学
習支援制度が必要であるという認識が強まりま
した。名前はいろいろありますが、とにかく補
習教育的な内容あるいはそれを単位化しない形
で、数学、物理、英語や国語などを、個別なり
小グループなり色々な形で学習させる場所をき
ちんとつくっていくことが先行したわけです。
このようなことがリメディアルの話として重
なってきます。
　一方で、この辺りから長崎大学をはじめとし
て、グッドプラクティスで助成をうけながら、
初年次教育を充実させていく動きがようやく見
えてきました。さらに近年だと内部質保証の議
論の中で、そもそも学生が入学時にどのくらい
の力があって、それをちゃんと見た上でどうい
うプログラムをつくっていけばいいのかという
議論に変わってきたわけです。
　リメディアルのほうは技術的に進んでいき、
入学前の数カ月でICTを有効に活用しながら基
礎的な力を何とかつけていく。大手予備校が高
校時代の学習を復習させる高価なビデオを大学
に提供するというような話が、十数年前には話
題になっていました。おそらく、それが普遍的
な状態として大学内で作成可能になっているの
が現在かと思います。
　こうした動向は初年次教育でも似たような状
況です。一方では、もう20年ぐらいやってきた
ので、ある種スタディスキルを教えるという点
で言うと、指導方法としては相当高まってきて
いる。少なくとも優れた教材、あるいは優れた
実践がある。そういう状態が、スタディスキル
ではもう起こっている。そう見ていいのが2010
年代です。うまく活用できているかどうかは、
大学によって違いますが、少なくとも提供すべ
きそのプログラム自体は、どんどんよくなって
きていると思います。
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　ただし、それと並行して起こってきたのが、
スーパーフリーだけではありませんが、色々な
問題も含めた生活面の問題です。先ほどの課題
の１位だけではなく、２位から６位までの社会
化（ソーシャライゼーション）のプロセスが必
要なのだということが、改めて意識されてきた
のが2010年代だと私としては整理しています。
これには色々なご意見があろうかと思いますの
で、後でまたご質問をいただければと思います。
　ちなみに振り返りということでいえば、『知
の技法』を覚えていらっしゃいますよね。売れ
ましたね。「知の技法ビル」でしたか、東大出
版会が大きなビルを建てた。そちらばかりが噂
になっていたのですが、あの書籍が優れていた
のは、前半のほうに教養演習のテキストとして、
本当に色々なテーマの論文が入っていて、後ろ
のほうにサッと学習スキルの話が入っていたこ
とです。本当なのか誤解なのかはともかくとし
て、レベルの高い教養を身につけるためにも学
習スキルが必要なのだという形で読めるように
設計されていました。それが1990年代の初年次
教育のテキストの一つの特性でした。
　それより前の論文の書き方みたいな書籍は、
新書版のものを中心に有名なものが相当ありま
した。使えるものも中にはあったのですが、特
に文系のものは、はっきり言えばほとんどが著
者の独白で教科書としては使えませんでした。
それが明確に使えるものを出してきたのが94年
前後だろうと思います。私もこの時期、20 ～
30冊集めて買い、やはりレベルとしては違うな
とつくづく思った記憶があります。
　2000年代になると、科研で初年次教育の調査
が行われるようになり、大学教育学会をはじめ
とした学会など色々なところで初年次教育の重
要性が議論されてきました。その中で2008年、
今から10年ほど前に有志が集まって初年次教育
学会をつくることになりました。直後にも本を
出版しましたし、つい最近も『進化する初年次
教育』という本を出版しました。本当は今日の
講演は、これをお配りして読んでいただければ

終わり、という話だったのかもしれないと思っ
ております。
　この当時は、リメディアル教育、つまり補習
的な高校の学習をもう一度行うということと、
大学への導入、つまり今の初年次教育に当たる
ような内容があった一方で、○○学部あるいは
○○学科への導入としての導入と位置付けられ
る専門の基礎に関わるような内容も想定されて
いました。現在でもこれは基礎ゼミのような形
で実施されているところがいくつかあると思い
ます。ですから、全体として学習の内容や専門
性のほうに寄っている内容があって、人間関係
の構築のような社会化をめぐる話は１年次から
初年次へ、と名前が変わってきたなかで取り込
まれてきたのが全体としての初年次教育です。
　これが2000年代にもう少し本格的になってい
きますと、学習スキルをどうやったら身に付く
か。『知へのステップ』も一つのきっかけにな
りました。こちらも出版社のくろしお出版が大
きいビルを建てたと噂されました。初年次教育
の教材は、一度売れると、本当にベストセラー
になるのでしょうか。
　『知へのステップ』が『知の技法』と別の意
味で優れていたのは、徹底的にスキルの問題に
特化したものであった点です。最初はノートの
取り方、時間の守り方とか、大学と高校の学び
方の違いなどを学ぶように設計されていまし
た。さらに毎回の授業用のスライドまで用意さ
れていて、多くの大学で共通する内容、あるい
は大学の中で同じ内容の授業を行える。そうい
う汎用性の高いスキルを身に付けさせるものに、
ちゃんと特化していることが非常によかったと
思います。
　実は私が本日この内容で話すのは奇妙だなと
思いながら来ています。本当は法政大学さんこ
そ、この時期は最先端を行っていた大学の一つ
でした。藤田哲也先生をご存じでない方はどの
くらいいらっしゃいます？　はい、挙がります。
というか、内部の方で挙がると非常に問題です
が。外部の方はご存じなくてもしようがないの
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ですが、法政の学内の方で藤田先生を知らない
と、初年次教育界隈ではもぐりということにな
ります。初年次教育学会の設立理事の一人で、
現在も事務局長です。
　藤田先生が出されている『基礎講座』あるい
はその『改増版』という初年次教育のテキスト
の副題を見ていただくと、「大学では教えてく
れないこと」となっています。実際の内容は学
習スキルが中心なので、汎用性の高いテキスト
です。しかし2000年代中盤以降、まさに初年次
教育で意識すべきことは学習だけではないよね、
という意識がだんだん高まっていきます。それ
がタイトルのほうに現れてきたということかと
思います。
　残りの10分で、2010年代の話をしたいと思い
ます。いままでご紹介した状況の延長で、現在
2010年代、初年次教育はある種、当たり前に
なってきています。ただ、私の本務校では、ク
リエイティブ・ライティングを志望する学部学
生には、社会で活用できるアカデミック・ライ
ティングなど有害で不要とお考えの先生がい
らっしゃって、シラバスでその旨書かれていた
りします。そのようなこともありますが、だい
たい初年次教育という考え方自体は必要だとい
うことは、共通認識としてつくられてきたかと
思います。
　先ほど言いましたとおりスキルそのものを、
どうやって身に付けるかも指導方法が深められ
てきています。なおかつ、この後の吉岡さんの
話のメインの一つかと思いますが、学び方その
ものについても変えていく必要があるという話
が出てきています。一方で学生の多様化が進む
中で、初年次教育として何を経験させたらよい
のかという話になってきているわけです。繰り
返しになりますが、学習スキルないしは問題解
決型の学習であるとか、そこに出てくる汎用的
な能力といったものについては、本当に多様な
指導方法があって、それが色々な先生によって
紹介されています。
　私は指導方法の評価は専門ではありませんの

で、自分が初年次教育を担当する際には、学生
がどのような特性を持っていて、何が足りない
かということを見ながら、ライティングにより
特化する、あるいはグループ活動がすごく不得
手だというのであれば、協同学習のようなもの
をどんどん入れていき、話し合いをテーマごと
に設定するという形を導入しています。もうす
でに多くの大学で実施されていることが多いと
思いますが、それらを１年生対象の授業に入れ
ています。
　少し前までは高校生あるいは大学生でも、話
し合いなんて本当にしたことがない若者がいま
した。一番びっくりしたのは、うちの理工学部
の学生が大学３年生になるまで高校でも大学で
もで人前で話をしたことがないと言ったことで
す。15年ちかく前のことですが、教職課程の授
業で、人前で話をしてもらおうとしたら「初め
てです」と言われ、本当にショックを受けまし
た。今まで学校では何をしていたのだろうとい
う気もしましたが。さすがに今はそんなことは
なくなっているようで、理工学部のカリキュラ
ムの中でも１年生に向けて、相当話をさせるよ
うな授業が組み込まれてきています。ただ、グ
ループ作業や人前で話すことが少なからず問題
になっていることも最後に少し触れます。
　初年次教育は学習支援の話がメインでしたが、
しかし2010年代に来て、あるいはもう少し前か
ら見えていたのですが、はっきりしてきたのは
学生支援と密接な関連を持たざるを得ないとい
うことでした。学生の変容に応じて、何が必要
かという話が変わってきてしまったということ
です。オウムの時代より以前から、色々な犯罪
やカルトの被害者になる学生が学内には居りま
した。あるいは入学式の前にねずみ講もどきに
引っかかる学生がいたりして、お金や消費者教
育の重要性を痛感していたのですが、逆に加害
者としての学生という問題も無視できない状態
になってきています。
　もう一つ、先ほどの類型にも入っていたとお
り、健康の問題を無視できなくなってきまし



121

第15回FDシンポジウム　「全入時代の初年次教育」

た。こちらは学生支援機構で、数年単位で、学
生支援の色々な課題についてアンケートを取っ
たデータです。これは15年のデータです。恐ら
くあと２～３週間で17年のデータが出てくる
はずです。15年では大学設置者別で出してい
て、大学全体に多い順に並べています。初年次
教育でこうした課題に対応しているという一覧
でして、対応策としては他に色々あります。ビ
ラを配っています、ガイダンスで説明していま
す、初年次教育以外の授業でやっています。こ
うした色々な対応方法がある中で、初年次教育
の中でこの支援についてやっていますというの
を、ピックアップして並べたものです。
　国立大学は初年次教育に、生活支援の話題を
意識的に入れていることがデータから分かりま
す。国立大学３分の１以上で、初年次教育の中
でSNSの使い方について教えているようですね。
基礎演習あるいは講義かもしれません。公立大
学はとにかく対応が低調だということでしょう
か。私立大学はいま、だいたい２割弱ぐらいで
対応しているようです。項目の中で比較的私学
が多いと思われるものが、マナー・モラル、あ
と消費者支援、ハラスメント防止、右のほう
にいくと恋人からの暴力防止とDVの問題です。
この辺りが被害者だけでなく、加害者としての
学生の問題でもあるわけです。
　こちらは国立大学が明らかに多かったりする
ので、国立大学はとにかく何でも１年生の時に
指導しているようで、一部の大学なのでしょう
が、相当丁寧にやっている節が見られます。そ
れに対し私立大学は、やっているところはやっ
ているし、やっていないところは相当やってい
ない。しかし全体として、初年次教育をどう位
置付けるか、学生支援をめぐる課題を初年次教
育の中で対応していこうと考えている大学が増
加しつつあることが経年変化を確認すると見て
取れます。
　女子学生へのDV防止については、従来から
ガイダンスやパンフレットの情報提供が行われ
ていましたが、相変わらず事件・事故が起こる

ということで、被害者はもちろんですけれども、
加害者にならないためにはどうするかというこ
とについて、演劇形式の演習も含めて新たな指
導法が開発されてきているという状況になって
います。また新しいテーマとしては、海外渡航
時の安全の話を入れる大学が増えてきています。
　もう一つ大きい論点が学生寮です。これも従
来からあったものですが、近年は特に初年次教
育の観点から話題になっています。昨日、法政
大学のある寮のレジデント・アシスタントの活
動が12月に報告されるというプレスリリースを
拝見しました。RAの役割を含めて、まさに初
年次教育と学生寮を、どう組み合わせて学生を
成長させるかが大きな論点になっています。教
育寮といって、留学生と日本人学生を一緒に住
まわせて、色々な経験をさせるのがメインで
あったり、上級生と下級生の関係をいかに構築
するか、ピア・リーダーをどう置くか、レジデ
ント・アシスタントをどうするかが論点です。
　しかし１年次全寮制ということで、１年生に
入って学部ないし大学全体の学生全員を１年間、
寮で生活させる大学が、いまサッと探しただけ
でこのくらいあります。有名なところが昭和大
学です。富士吉田キャンパスに１年間、東京か
ら離れ、ある種隔離をして指導する。川崎医科
大学は岡山にあり、川崎は学校法人の名前です。
国際教養大学は有名ですね。福岡女子大学国際
文理学部も、国際系のグローバル化策として話
題になっています。また、今年の春できたばか
りの長野県立大学も、学生寮を売りにしていま
す。いま挙げた事例の前半は、医学部の全人教
育タイプと整理できます。優れた医師になるた
めに何が必要なのか。場合によっては医学部以
外の複数学部の学生と、１年間交流するところ
に重きを置いている特徴を持っていたりするわ
けです。
　しかし、一方で自治寮ではない。従来の国立
大学でたまに学生運動の拠点にもなったという
ような自治寮ではなく、教育寮として相当コン
トロールされた中で１年間、全体で教育を行っ
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ていくというものとして、そして、なおかつ上
級生がレジデント・アシスタントとして、グ
ループに対して何らかの働きかけを行うといっ
た寮も注目されてきました。今までは基礎演習
などで強調されていたうち、生活面や人間性の
発達を切り離して寮のほうで行っていくのが今
の一つのトレンドになっています。ただし調べ
ている中では、レジデント・アシスタントでか
つ成績優秀な学生はいいのですが、あまりこの
活動にはまると成績が落ちて留年しまう学生が
課題となっていることもあるようです。
　多様な狙いを踏まえて、現在は全室個室に
なっている寮や、数名が一つのグループとして
共同生活を送る部分をもちつつ、個人のスペー
スもあるユニット型という形が目立ってきまし
た。色々な組み合わせで、どんどん新しいもの
が開発されている状況の中で、でも少人数とい
うよりは８人、16人ぐらいをワンセットにして、
その中にリーダーをポッと入れ、集団で活動さ
せることが増えている状況だったりします。
　早稲田もWISHがこれに近いことをやってい
ます。全入ではないけれども、１年生が中心で
１年半ぐらいですか。法政大学さんも、恐らく
近いことをやっているように思います。麗澤大
学に行ってこの話を聞くと、学生寮の中で経験
を積んでいる人たちが、ゼミや授業の中でリー
ダーシップを取って発言をしてくれる。ロー
ル・モデルとして期待している、ということに
もなっているようです。
　ただし法政大学さんも早稲田大学も、全員が
入っているわけではないですね。そうすると初
年次教育と言いながら、一部の人にしかやって
ないことをどのように評価するかということが、
これからの課題となると思います。ロール・モ
デルでいいかどうかということですね。麗澤大
学は、昔は全員、寮生活をしていたのが、最近
は物理的に無理になってきた、あるいは、大学
近隣の出身者が増えてきているので、全寮でな
くなっているということだそうです。
　新しい課題としてはグループ学習での新たな

課題があります。これは基礎演習で私もずっと
対応してきたことですが、グループ活動ができ
ない学生が相当いることです。理由が明確なの
は発達障害を抱えている学生の場合です。診断
書があれば授業開始前からいろいろ配慮するな
どの対応が可能なのですが、実際に授業を進め
ていって２～３カ月で、ようやく分かるという
パターンが一般的です。私自身も今まで経験し
たのは、すべて診断書なしでした。
　これは直近の３年間の発達障害学生の数値で
す。課題を抱えた学生が増えてきているという
だけでなく、この学生たちは診断書があるタイ
プですから、診断書なしの学生を加えるとこの
２～３倍近くになってしまいかねません。初年
次教育のプログラムでどれだけ対応可能かとい
うことになります。早稲田ではいま診断書が
あったり、本人から訴えがあると、あるいは教
員が授業を進めている中で初めて分かった場合
でも、必要に応じて色々な連絡網を構築させる
ことになっています。障がい学生支援室を中心
に本格的に外部の専門家と連携を取ったり、学
内でもライティング・センター、特に進路の
問題は非常に重要で課題を抱えていますので、
キャリアセンターまでワンセットで一人のため
に全体を動かすという形で進めています。
　しかし先ほども触れたとおり、１年の特に４
月、５月、最初の一番重要な時期に、事前に診
断書があれば３月から対応を検討できるのです
が、診断書がなく、学生自身もそれほど問題だ
と思っていない場合は、結果的に対応が遅れて
しまう。そして半年、１年遅れてしまう、留年
するというのは、私自身も体験しており、非常
に悩ましい問題だと思っているところです。
　合理的配慮という考え方が導入されて、課題
を抱えた学生に対する評価の仕方をどう変えた
らいいかという問題もありますが、これ自体が
今のところ、こうやったら絶対に大丈夫です、
というものがない。まさに一人ひとりの対応に
よって違うという状態なので、正解がない状態
を当面苦労しながら見つけていく、より適切な
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経験値を積んでいくしかないという状況が今起
こっている。それが2010年代です。
　入学前に教育だけでなく種々の対応も行わな
ければいけない状況です。現在進行中の高大接
続改革の中でも、推薦入試やAO入試の後継と
なる学校推薦型ないし総合型選抜で12月より前
に合格が決まった時には、高校側を中心にしな
がら大学と密接な連携を取って、色々学習を深
めていく必要があるという話になっています。
これは今までも多くの大学と高校で情報交換し
てきたことを、改めて明文化したとも理解でき
ます。また一方で、今までのリメディアル教育
や、場合によっては一部の初年次教育の内容を
前倒しするのかも含めて、入試改革と言いなが
ら、実は先に相当大規模に教育改革を進めてい
かなければならないのではないか。そういうこ
とになっていることも注意しておく必要があり
ます。
　高大接続改革が絵に描いた餅になると、リメ
ディアル教育が依然として残ることになります。
基礎学力テスト導入が失敗しましたので、私も
「今回の改革は半分失敗した」というふうに捉
えています。選抜性の高い大学の入試はまだ何
とかなると思います。何だかんだ言っても、時
間をかければ変わってはいくはずです。問題は
18歳のうちのおそらく半分ぐらいの層、私立大
学の多くの層の受験生や進学者が、リメディア
ル教育がなくなって大丈夫かという問題ですし、
結果的にこのままでは今後もリメディアル教育
の必要性が残り続けるだろうとなります。
　これは学生像が昔ながらのエリート型の話で
はなく、マス型だったり、ユニバーサル段階の
学生が増加したことの結果でもあります。スラ
イドの恩師の名前を間違えておりました。「幸」
は「之」が正しいものです。すみません。喜多
村先生が翻訳されていますが、マス型ではなく、
いま増えているのはユニバーサル型です。受け
身で当たり前のように講義を受けているけれど、
何のために来ているのか、あまりよくわかって
いない。そういうタイプが来るのが当たり前に

なっているのが、大学の変容である、学生の変
容である。そう捉えた時に、ではその学生に対
して何をしたらいいのか。選抜機能が利かない
わけですが、でも学士課程教育としての最低ラ
インを保証しないといけない。その入口が初年
次教育だろうとなっているわけです。
　学生支援と初年次教育をどこで区別するのか。
いまだに私もよく分からなくて区別がつかない
のですが、やるべきことは、要するに学生全体
をちゃんと４年間で卒業させるということであ
れば、学生支援と呼ばれているようなものの中
に初年次教育の一部の機能を持たせる。逆でも
いいのですが、とにかく学生の全面的な発達の
ために大学全体として何ができるかの合意を得
るということかと思います。
　この点で、うまくやっているのは地方の小規
模私学ですね。大学全体で同じ方向に、みんな
が向いていて一斉にやれるところ、北陸大学や
関西国際大学などが事例となります。関西国際
大学は従来から有名ですが、最近注目している
のは北陸大学です。経済経営学部長が学部改革
を引っ張っていて、多くの教員が同じ方向を向
いている。カリキュラムも必要なものだけにど
んどん絞っていく。選択の幅を広げるのではな
く、必修を増やすわけです。その中でやるべき
ことは決まってきて、同じことをすべての学生
に提供できる。上級生の活用を含めて、大変参
考になります。
　しかし、残念ながら早稲田も法政も、おそら
く北陸大学と同じことを行うのは無理でしょう。
学部の規模が大きいので、その中で多様性をど
のように守っていくか。例えば、新入生の学生
寮全入がまず無理なわけですから、その代替機
能をどこに持たせるか。あるいは全員必修の演
習で何を学ばせるか、ということが論点になる
だろうと思います。これは後ほどのパネルで、
またお話をさせていただければと思います。
　最後にもう一つお話しする必要があります。
初年次教育の話をする時に私が常に申しあげる
のは、これはたいへん評価をしにくいものだと
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いうことです。結果の評価ですね。学習の仕方
が身に付いた。満足度でいうと満足かもしれな
いのですが、実は学習の仕方が身についても、
あまり学生の満足度は上がらない場合が多いの
ですね。自分がこれまでスキルも自覚もどれだ
け低かったかを正確に自覚すると、初年次教育
で身につけたものに価値を見出せない、ないし
は自分の現状を否定的に見てしまい、思ったほ
どみにつけたものについて満足してくれないと
いう問題があります。
　つまり、そもそも本来ある水準よりマイナス
からスタートしていて、ようやくゼロまでたど
り着きましたというのが初年次教育の到達点な
ので、プラスにならないわけです。とすると、
どこまで行っても評価が低いので、プログラム
の評価をする時に非常に苦労するという課題が
あるように思います。当たり前のことを、いか
に当たり前にやって、自分の大学をどう変えて
いくかということが論点かと思いました。
　５分延ばしてしまい、たいへん恐縮です。た
いへん雑ぱくですが、とりあえず次の報告ある
いはパネルのほうへ、うまく持っていけたとし
たら幸いです。ご清聴、ありがとうございまし
た。（拍手）

岡松
　どうもありがとうございました。続きまし
て第２講演です。文部科学省高等教育局高等教
育企画課専門官・高大接続改革プロジェクト
チームの吉岡路様より、「高大接続改革の動向
－改革を踏まえた初年次教育を考える」という
題でご講演をしていただきます。どうぞよろし
くお願いいたします。

講演
「高大接続改革の動向
－改革を踏まえた初年次教育を考える－」
吉岡 路 氏

（�文部科学省高等教育局高等教育企画課専門官・高大接続
改革プロジェクトチーム）

　ご紹介頂きました文部科学省高等教育局高等
教育企画課の吉岡です。今回のご依頼を頂いた
際には、初年次教育を私が現在の仕事での課題
を扱っていないのでどうしたものかと思いまし
たが、沖先生もご講演くださるということで、
初年次教育の部分は大船にのったつもりで、少
なくとも高大接続改革の議論の観点で、初年次
教育に資するようなところを、皆さんに持ち
帰って頂くことができればと思い、講演を受け
させて頂きました。
　実は、私も以前に私立大学で初年次教育に関
わったことがあり、私学ということで、AO・
推薦など多様な入試で多くの学生が入学してき
ますので、もう一つ踏み込んで、そうした学生
をどういうふうに入学前から入学後の初年次に
つないでいくのか、その初年次教育がどのよう
なものが望まれるのか等、皆さんと同じような
課題認識で仕事をしていたこともあります。そ
の辺りの自分自身の問題意識も踏まえながら、
お話をさせて頂きたいと思います。
　皆さんの中で、入試に関わる仕事をされてい
る方はいらっしゃいますか？では、高大接続改
革の講演を聞かれたり資料に目を通されたりし
ている方は？
　分かりました。２～３割の方は、高大接続改
革についてご存じということで、重複するとこ
ろも多いと思いますが、そこはご容赦頂きたい
と思います。
　まず、初年次教育に高大接続改革がどう関
わっていくのかを考えてみたいと思います。私
自身、初年次教育や入学前教育に従事していた
タイミングで、いわゆる「高大接続答申」が出
まして、それを新聞紙面や記事で見た際に「こ
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れが必要なんだ」と強く感じたことを思いだし
ます。大学入学後にできる学習支援は制約やコ
スト面等の課題も多く、また時間も限られてい
て限界がある。やはり高校段階から、そして入
試も含めて変わっていかなければ初年次教育の
改革が進まないのではないかと感じていました。
皆さんもお感じになられたことがあるのではな
いでしょうか。
　現在、進めている高大接続改革は、「戦後最
大の教育改革」と言われることもありますが、
その意味は、教育課程の見直しとして学習指導
要領の改定を含む高等学校の教育改革と、３ポ
リシーに基づく大学教育の質的転換を含む大学
教育改革と、これを繋ぐ大学入試を一体の流れ
の中で変えていく。それも文部科学省の政策と
してだけではなく、教育再生実行会議という我
が国全体の問題として取りまとめられた課題と
して進められていることにあると思います。こ
のような大きな我が国の課題である高大接続改
革を成功に結び付けるためには、初年次教育の
現場の最前線にいらっしゃる皆さんのような
方々のご理解とご協力を得ながら進めていくこ
とが重要なのだと、私自身の初年次教育の経験
と、今の大学入試に関わる立場からも感じてい
るところです。一方で、高等学校までの教育が、
学習指導要領などの変遷の中で、具体的にどの
ような教育内容に変わっているのかをしっかり
と押さえておくことは、初年次教育に携わる大
学人の方にとっては大事なのではないかと実感
的に思っております。
　では、スライドを使ってご説明していきま
す。高大接続改革の背景としては、これからの
予見困難な時代において新しい創造的な知が必
要だと言われているところで、知識だけではな
く、それらを統合して新しい知を組み上げられ
る、そんな力を大学までの全ての教育課程を通
じて育成することが期待され、求められている
ことがあります。Society5.0や人生100年といっ
た時代が来て、しかも健康年齢も延びて、生き
ていく中で諸々の状況にアジャストしていくた

めに、一生学び続けていく、学び続けられる、
そんな力や環境が必要となっていることが一つ
あります。
　そのような中にある高大接続改革ですが、最
近の新聞紙面でも、英語の４技能評価や共通テ
ストのプレテストがよく取り上げられるなど、
どうしても大学入試の部分がフォーカスされが
ちです。しかし、そうではなく、やはり大学の
教育、それと高等学校の教育、この二つの改革
をきっちりと接合させる入試改革だという認識
のもとで、それぞれ単独ではなく三位一体で改
革が推進されることが一番重要なポイントです。
その意味で言うと、初年次教育はまさに大学教
育を支える基盤ですから、初年次教育はその視
点で大学入試と高校改革の両方を見ていく必要
があると大変強く感じているところです。これ
は、私自身、実際に初年次教育を担当していた
時には、入試の中身に問題意識や課題を置くこ
とはなく、入学してくる学生を前提として初年
次教育やそのプログラムを考えていたことの反
省でもあります。
　高大接続改革は、高等学校教育、入学者選抜、
大学教育の三位一体の改革ですから、大学がア
プローチするのは、自大学や学部や学科の３ポ
リシーに照らしながら、高校までの学びをどう
入試で評価するのか。そして、その評価の仕方
によって高校の教育が変わるという認識を持つ
ことが重要だと思います。初年次教育に引きつ
けて言えば、担保したい大学教育に必要な学力
の基盤は、まさに高校までの学びにあるわけで
すから、初年教育の具体の課題として入試改革
を見ていく必要があるのではないか。確かに、
それが非常に難しいことは経験上も分かるので
すが、やはり入試の方法やその結果が所与のも
のではなく、関係者として関連部局と一緒に考
えることが重要ではないかと思います。
　さて、高大接続改革の大きな柱に「学力の３
要素」がございます。この内容をご存知な方
は？少な目ですね。是非とも押さえて頂きたい
のがこの「学力の３要素」なのですが、これは
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学校教育法で定められた義務教育段階から一貫
して育成していきましょうという能力で、表現
ぶりは段階によって多少異なる部分もありま
すが、まず「知識・技能」。これを確実に習得
し、それを基にした「思考力、判断力、表現力」。
これらをしっかりと身に付けるためにも「主体
性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を
育てていくこととしています。
　この「学力の３要素」の習得。そして、その
評価の在り方が、高大接続改革の骨の部分であ
り、この骨の部分を押さえず、それぞれの場面
の課題を議論してしまうと、色々な関係者から
なる高大接続改革の議論は噛み合わなくなって
しまいます。ですので、初年次教育を議論する
際にも是非このポイントを押さえて頂きたいの
です。
　高大接続改革の進捗状況ですが、まず、高等
学校の改革が始まっているところです。柱は、
学習指導要領の改定で、昨年度末に告知されて
います。学習指導要領はだいたい10年に１度の
スパンで見直しされており、今回は、育成すべ
き資質・能力を踏まえた教科・科目等の見直し
や、学習・指導方法の改善として「主体的対話
的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」、多
面的な評価の推進としては「高校生のための基
礎学力診断」や「指導要録」の見直しについて
議論されています。次に、大学入試としては、
まずは2020年度に実施する入試（2021年度入
試）において改革を受けた「大学共通テスト」
が実施され、新しい学習指導要領を受けた入試
は2024年度となります。そして大学の教育改革
は昨年度４月に省令改正が行われ施行され、三
つのポリシーに基づく運営をしてくださいとい
うことをお願いしています。これにより、今年
から行われる第３サイクル目の認証評価では、
三つのポリシーを一体的に動いているかを見る
項目が入ってきます。
　スケジュールとかテンポですが、すでに2018
年の赤いところに来ています。2020年度に実施
される入試が、今回の改革のファーストステッ

プ、第１回目の改革があたるわけです。その対
象となるのが今の高校１年生です。ですので、
今、高校現場、高校の先生方は、この４月から
目の前に改革の対象となる生徒がいるので、そ
の対応に火がついていると伺っています。大学
の方では、今年度中に２年程度前予告を出され
ると思いますが、この様な高校現場の状況も踏
まえながら是非、初年次教育の観点から改革を
推進したり注視したりして頂きたいと思うとこ
ろです。
　次に、こちらは皆さんご承知のOECDのい
わゆるPISAショックといわれたもので、この
経年変化で2006年にガクッと下がっています。
OECD平均よりも下回ったということで、国の
制度改正、例えば教員の研修制度であったり、
もろもろの施策を打ち、現場の先生方のご努力
の中で、V字回復はしました。しかし、また直
近の2015年度で読解力が落ちており、その分析
からは、慣れないコンピュータベースの試験と
いうことに加えて、従来から見られた自分の考
えを説明することなどに課題があるということ
が指摘されています。具体的には与えられた問
題文中から答えを探そうとすることによって誤
答になってしまっている。このことからみても、
単に文中から探すのではなく、複数の与えられ
た資料、情報の中から一定の条件の下で自分の
考えを書くという共通テストでの記述式問題の
導入は、この課題の解決にも繋がっていくので
はないかと思います。
　こちらはTIMSSの調査結果です。日本は中
学校ぐらいまでは、国際的にも非常に高い位置
にあると言われています。これにおいても小・
中学校ともに、引き続き上位に位置していると
いうものです。一方で、学習への意欲、動機を
問う質問紙調査では、数学、理科に関しては国
際平均よりもネガティブな数値になっています。
学習への動機付けとか、実社会との関連とか、
自分の将来のキャリアはどうなのかというとこ
ろで考えた場合に、日本は課題が見られるので
はないかと思われる結果です。
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　高校生の学習時間ですが、感覚的にどうで
しょう。少し驚くような、一方で、やはりそう
なのかと思う数値が出ています。高３で高校の
授業以外に全く、もしくはほとんど勉強してい
ない生徒が４割いるということです。これは、
今回の高大接続改革の改善の取組みにも関連し
ますが、AOや推薦入試の割合が高まっていく
中で、勿論そもそもこれら入試がそのような趣
旨の入試ではないのですが、このような傾向を
生むひとつの要因を生んでしまっているのかも
しれません。
　学習時間の少なさは、中上位層では改善の傾
向が見られるけれども、下位層ではほぼ改善の
様子が見られておらず、実際こういう学習習慣
をもったまま、大学に入ってくるとどうなるの
かというと、皆さんが初年次教育で直面してい
る課題につながっているのだと思います。これ
は、補習教育に関するデータですが平成15年度
から25年度までの10年を見ても、特に私学を中
心に倍以上になっています。
　こちらは自己肯定感に関する調査結果です。
初年次教育では自己肯定感はよく分析的されて
いるところだと思いますが、やはり日本人は自
己肯定感が低い状態にあり、自分に厳しいとい
うところがあるのかもしれませんが、ネガティ
ブな数値が国際的な比較からは見られていると
ころです。
　さて、高等学校の改革ですが、こちらが全体
のイメージ図になり、大変に色々な改革がなさ
れていることがわかります。例えば、地域との
連携なども大変意識されており、これは「主体
的対話的で深い学び（アクティブ・ラーニン
グ）」にもつながっていくものと思います。ま
た、多面的な評価の推進も大変重要で、先ほど
高大接続改革の入試のところで柱であるといい
ました「知識・技能」、「思考力・判断力・表現
力」、それから「主体的に多様な人々と協働し
て学ぶ態度」を高校のカリキュラムの中でも多
面的な評価をすることになっています。そのた
め、現在、調査書の議論を中教審の高等学校の

分科会でしているところです。いまの調査書で
は各教科・科目の評価は、５段階で示されてい
るところですが、これに「学力の３要素」をど
のようにうまく入れ込んでいくかという議論が
されています。
　大変重要なのが学習指導要領の改訂ですが、
結果、紐付く指導要録がどのように変わり、そ
のもとで大学入試における調査書の評価がどう
変わっていけるのかということは非常に重要な
点だと思います。大学入試で調査書他の高校時
代の学びの記録を活用した多面的評価を行うこ
とは、高校の日常の学習や生活においてどのよ
うに主体的に物事を考えて表現ができたか等を
評価していこうとする高校の学習評価の改革を
後押しすることにも繋がると思います。
　大学入試改革に関する話ですが、その前に、
先ほどは高校の学習時間を示しましたが、これ
が大学生の学習時間です。１週間当たりの授業
時間、授業出席時間は20時間。学部・学科で差
はありますが、20時間が平均です。それに対し、
授業時間以外で、予習・復習をどれくらいして
いるのかというと、授業出席時間の４分の１程
度しかできていない。アメリカの学生の学習時
間との比較で、日本の学生は非常に低いと示さ
れることが多いのですが、やはりそのような状
況になっています。調査のベースは違うのです
が、2007年と2014年を比較したこちらでも自律
的な学習時間は伸びていないということがわか
ります。また、先ほど高校の学習時間数を示し
ましたが、高校の時に自己学習の習慣が身に付
いていない生徒は、大学生になっても勉強しな
いという研究結果もあります。ですから、大学
の初年次教育でどうにかしようというより前に、
高校時代の学修習慣をどうつけさせられるのか、
それを大学の方からもどう導くことができるの
か。これは大学の課題でもあると思います。
　ようやく大学入試改革の話です。まずセン
ター試験が共通テストに変わります。全体、細
かくは色々ありますが、ポイントとしては、ま
ず記述式問題を導入であり、当面は国語と数学
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で導入していきます。次に、英語の現在の２技
能しか測れていないところを4技能評価とする
こと。それを民間の事業者を活用していくとこ
ろが、大きなポイントになっています。
　次に個別選抜です。各大学に実施して頂く入
試ですが、大きな課題は、「学力の３要素」で
ある「知識・技能」、「思考力・判断力・表現
力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学
ぶ態度」を全ての入試区分において評価するこ
とです。一般入試でも主体的学びを、AO・推
薦入試においても書類以外で知識・技能や思考
力等を評価して頂きたいとしています。
　現状としては、一般入試で主体的に学ぶ態度
をどうやって短期間であれだけの人数を評価で
きるか。一部、医学部や看護系の学部で調査書
の活用や面接もされていると思いますが、それ
以外のところは実態としてもかなり厳しい状況
ではあることは承知していますが、国の委託
事業などで推進していきたいと考えています。
AO・推薦入試は、本来しっかりと「学力の３
要素」を、何かしらの形で測り担保しているは
ずが、そうなっていない部分が少なからずある
という指摘もあり、AO・推薦入試では、実施
要項に「学力に偏重しないように」という記載
があったのですがそれを削除して、出願後に大
学が実施する何がしかの「知識・技能」、「思考
力・判断力・表現力」を問う試験を必須として
います。また、一般入試も含めて調査書の活用
も進めていて、その活用方法を募集要項等にも
書いて頂きたい、ということをお願いしていま
す。
　実施時期も改善しています。AO入試は、出
願時期が今は８月以降であるのを９月以降、合
格時期についても今は特に設定はありませんが
これを11月以降に。推薦入試は、出願時期は今
の11月はそのままに、合格時期について今は特
に設定はありませんが、これを12月以降にそれ
ぞれ期日を設けさせて頂いています。これによ
り「学力の３要素」が十分評価できていない入
試を改善していこうとしています。

　また、個別選抜では、高度な記述式の出題を
お願いしています。共通テストの記述式問題は
様々な制約から条件付き出題にならざるをえな
いため、入試で評価したい資質能力にどうして
も限界があります。個別選抜での記述式問題で
は、例えば、複数の資料を提供して頂き、本人
の考えをしっかりと根拠を示して論理明解に分
かり易く表現するする能力を測れるような出題
を変えていって頂きたいとお願いしています。
　次の英語の４技能は課題が大きいのですがこ
こで扱うのは時間がありませんので導入の大き
なポイントに関してだけ言うと、これは高校生
の今の英語力を課題として示させて頂いますが、
ライティングとスピーキングがほとんどできな
い高校生が極めて多いこと。その理由として、
この表にもある通り、この２技能に対する日常
のパフォーマンス評価が十分されていないとい
うことがわかります。それは、入試で4技能が
測れていないということが要因の一つあろうと
いうことが考えられるため、今回の改革を進め
させて頂いております。まだまだ乗り越えるべ
き大きな課題があり、関係者の意見を踏まえつ
つ丁寧に進めていっているところです。
　これは、我が国の今の大学入試構造です。こ
ちらが平成12年ですが、一般入試が65％以上
あったところが、29年では55％ぐらいまでに
なっている。特にAO入試の導入が進んできて
いるということ。国立大学などでは、AO入試
やバカロレア入試に対する目標値を掲げて進め
ています。
　本来、AO入試などは、提出された書類を非
常に丁寧に見て、総合的に本人の力を把握して、
評価をして、判定をする。その意味で「学力の
３要素」をしっかりと押さえて頂ける、非常に
良い入試なわけです。しかし、そういう形に
なっていない大学も一部あるということもあり、
今回の改革を進めているところです。
　これはある調査結果ですが、一般入試に比べ
推薦・AOは、基礎学力が不足していると感じ
ている割合が、高校、大学とも半数以上になっ
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ている。また、高校側ではAO・推薦入試で大
学進学できない学生が多いと感じているようで
す。またもう一つの調査からは、AO・推薦入
試で、大学側が何を基準に選抜をしようとして
いるのかが分からない、分かり難いと高校の先
生が思っているとあります。これはよろしくな
い状況です。学力不問と揶揄されてしまう状況、
もちろん、すべてではないのですが、それでも
半数以上の高校の先生がそう感じられているの
は非常に問題ではないかと思います。
　このような状態を改善するためにも、まずは、
柱となる「学力の３要素」を三つのポリシーに
基づいて、多面的・総合的に測れるよう改善し
ていく必要があります。では、どうやって測る
のか。これはイメージですが、アドミッショ
ン・ポリシーに応じて、学部・学科・コースが
あると思います。そこで必要な、それぞれの学
力の３要素は何なのか。知識・技能については
これで測る、思考力・表現力・判断力はこれで
測る、主体的な学びについてはこういうことで
測っていく。そういうことを考えて頂き、入試
区分により、それぞれ比重は当然ながら違うと
思います。ただ、この入試だから、この要素は
いらないというのではなく、それぞれの入試で
比重を考えて頂きながら、「学力の３要素」を
評価できる入試を実施して頂きたいというもの
です。
　その中でも、今、各大学のところで大変ご苦
労頂いて検討して頂いている一つが、先ほども
少し触れましたが、一般入試で主体的に学ぶ態
度をどのように評価していくことができるのか
です。これについて、先程も触れましたが受験
生の全員が提出する調査書は、現行の実施要項
においても積極的に活用頂くようお願いしてい
るところで、高大接続改革の方針文書の中も積
極的に活用していくこと、そして募集要項等に
調査書をどんなふうに活用するのかについて記
載することをお願いしています。しかし、一方
で、調査書を紙の状態のままに、受験規模も大
きく短期間で判定をしなくてはならない一般入

試で本当に活用できるのかという課題が当然出
てきます。そこで、調査書の電子化を進めるこ
ととしており、今、高校・大学の関係団体の
方々にいつからどのように電子化を進めていく
のかをご議論頂いているところです。
　調査書の電子化の具体の推進の方法ですが、
来年度に向けた概算要求で、大学入学者選抜改
革推進委託事業として係る予算要求しており、
国としてはこの委託事業を通して主体性等の評
価を引き続き後押ししてきたいと考えていま
す。ご存じの方もいらっしゃるかもしれません
が、現在の主体性等の評価を推進する委託事業
で、生徒の学習成果を電子データでやりとりで
きる仕組みとして、高校生の学びに関するデー
タであるポートフォリオと大学ネット出願シス
テム等を統合した「JAPAN�e－Portfolio」と
いうシステムモデルを開発しています。来年度
に実施を予定している調査書の電子化の委託事
業は、主体性等評価を推進するという意味で、
「JAPAN�e－Portfolio」を開発した事業の後
継事業となります。
　調査書の電子化に向けた課題ですが、重要度
の高い個人情報である調査書データを扱うセ
キュリティ環境が必要ですから、環境を準備す
る高等学校や教育委員会や大学でその扱いや環
境が異なる場合、全体としてのコストの無駄と
電子化の普及の遅れが心配されます。また、も
う一つ需要なのは、電子化されたとしても、高
校の先生が一生懸命書いてくださった調査書を
一般入試でどう評価できるのか、これは非常に
大きな問題です。調査書を効果的、効率的に活
用できるためには、記載する高校側と評価する
大学側との間で記載方法などに関する共通認識
が必要との指摘もございますので、このような
課題にもアプローチした調査研究を進めて貰え
るよう検討を進めており、そのため、調査書の
電子化に必要なセキュリティ環境と電子調査書
を活用した主体性等の評価の在り方を、高校や
教育委員会ともしっかりと連携して頂き、評価
モデルやシステム等の開発など行って頂きたい



130

法政大学教育研究第十号

と考えています。
　さて、こうした入試において主体性等の評価
で活用していくことが期待される、調査書デー
タやポートフォリオのような学びに関する日常
のデータは、初年次教育を考える上でも大変有
用なのではないかと思っています。
　現在の委託事業は今年が最終年度３年目で
「JAPAN�e－Portfolio」を実際の入試する実
証事業を行っていますが、今、100校程度の大
学がこの実証事業に参加をしています。実際の
入試に使う大学は10校程度、残りの90校程度の
大学は統計資料や参考資料に使いたいというこ
とだと聞いています。
　入試問題もそうですが、入試の判定基準も必
要に応じて常に見直しがされていく必要がある
のだと思います。その見直しの際に、調査書
やポートフォリオから得られる高校時代の学
び、入試の際に得られる「学力の３要素」の多
面的・総合的評価、大学が提供しているカリ
キュラムや大学生活の活動記録から得られる学
び、そしてキャリアの面として進路・就職の実
現の程度。この辺をデータとしてつなぎ合わせ
て分析する。そうすることで、この入試方法が
よかったのか。カリキュラムは評価した生徒を
伸ばせるものになっているのか。また、初年次
教育に引き付ければ、高校での学習履歴から効
果的な初年次教育を開発できたり、高校での学
習や経験が大学の学びや成長にどのような影響
を与えている可能性があるかなどを分析するこ
とで、入試と大学教育をつなぐ形でそれぞれに
課題提起したりすることも可能かもしれません。
勿論、１年や２年でできることではないと思い
ますが、エビデンスの積み上げで、教育改革に
つなげていけることが極めて大事だと思います。
　よりいえば、私も実際に経験しましたが、大
学の学内には、既に学生に関する膨大な情報が
色々な部署に散在していて、皆それらを活用し
たり戦略的に分析したいと思いつつ、組織的に
諸事情から難しかったりすることがあるのでは
ないでしょうか。ハードルは高いかもしれませ

んが、諸課題をクリアして、初年次教育セク
ションは勿論のことながら、必要なセクション
が学内にある様々情報をフル活用してIRを実
践できるような、そのような環境整備こそが恒
常的に教育の質を高める組織に必要なだと個人
的に強く感じています。高大接続改革が、この
ような環境整備の一つの契機になることも願っ
ているところです。
　私の話は以上となります。参考資料として、
新しい学習指導要領の係る科目とか構成を少し
入れさせて頂きました。ご関心があれば見て頂
ければと思います。
　ご清聴、有難うございました。（拍手）

閉会挨拶
竹口 圭輔

（�法政大学�教育開発支援機構�FD推進センター長／経済学

部長）

　FD推進センター長の竹口です。まず、ご登
壇いただきました先生方、ありがとうございま
した。また、土曜日にもかかわらず、多くの方
にお集まりいただき、誠にありがとうございま
す。
　個人的な感想になってしまうのですが、高大
接続の改革が進んでいるということで、沖先生
のスライドにもありましたけれども、ぜひ成功
していただきたいというのが大学側の人間とし
ての印象です。一方で、高大接続改革がうまく
進んだとしても、先ほど来話に出ていました
が、生活の話であったり、あるいは社会人基礎
力という話もありました。多様性、多様化に伴
い、今度我々大学がいかに社会に人材を送り出
していくのか。そういう問題が残り続けるわけ
で、そこについては引き続き考えていかないと
いけないのかな、といったところが個人的な感
想になっています。
　本年度我々 FD推進センターで、このような
イベントを開催する際に一つ意識していること
があります。参加していただいた皆様に、ぜひ
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お土産を持って帰っていただくことを意識して
います。最初にご講演いただいたお二人のスラ
イドが非常にデータも豊富で、最新の事例が織
り込まれていて、手前みそではありますが、皆
様にとって有益な機会になってくれたのではな
いかと思います。
　運営等、多々不手際な点があったかと思い
ますが、本日アンケートをお配りしているの
で、ぜひ忌憚のないご意見をお寄せいただきた
いと思います。出口のところにボックスがある
ので、そちらにご提出いただければと思います。
重ねてですが、本日はありがとうございました。
（拍手）
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2018年度　教育開発支援機構FD推進センター
　　　　　活動報告� FD�推進センター長　竹口�圭輔

　教育開発支援機構FD推進センターでは、「『自由と進歩』の建学の精神に基づく教育理念と教育目
標を達成するためになされる、教育および学びの質の向上を目的とした教員・職員・学生による組織
的・横断的な取り組み」をFD（ファカルティ・ディベロップメント）と定義し、全学的な教育支援
施策の企画・開発およびFDの推進と各学部等のFD活動の支援を行っている。
　2018年度は、①FD推進センターの活動の効率化および各プロジェクトにおける負担の軽減・公平
化の観点から、現在のプロジェクト体制を検証し、再構築を検討する。また、質保証システムの実質
化の観点から、アドバイザリー・ボード会議の運営方法についても見直しの検討をすすめる、②学生
による授業改善アンケートについて、「回答率の向上」から「アンケート結果の活用」へと視点をシ
フトする、③シンポジウム・ワークショップ・セミナー等の各種イベントの質的改善を目指す。」の
３点を年度目標に掲げて活動を行った。
　①については、FD推進センターの改組について検討を進めた結果、2019年度より新たな体制へと
移行することが第16回学部長会議（2019年1月17日）にて承認された。新体制では、現在の機能別に
設けられた５プロジェクト体制からユーザー別の３ユニット体制へと変更すると同時に、各ユニットに
サブリーダーをおいてユニット間の連携をより一層図るほか、業務内容・権限等の明文化を行うこと
で実効性・効率性・継続性の確保を狙っている。②については、2017年度に実施した設問項目の見直
しに伴い、全学集計結果報告書の書式・内容についても大幅な改修を加えた。2018年７月に公表した
「2017年度『学生による授業改善アンケート』全学集計結果報告書」では、各設問への回答とのクロ
ス集計・分析を行い、分析から得られた知見を全学にフィードバックすることができた。③について
は、イベントのテーマや内容の精査ならびに開催方法の見直しを行った結果、FDシンポジウム・新
任教員FDセミナー・FDミーティングにおける実施アンケートでは「大変満足した」「ある程度満足
した」の回答がいずれも100％であった。FDワークショップのみ同回答率は98%であったものの、全
体としての満足度は飛躍的に改善した。
　なお、2018年度FD推進センターの活動の概要は以下のとおりである。

1.　2018年度　運営・執行体制
� ⑴� 教育開発支援機構長
� � 大野達司（法学部教授）
� ⑵　センター長
� � 竹口圭輔（経済学部教授）
� ⑶　プロジェクト・リーダー等
� � FD計画プロジェクト� 竹口圭輔（経済学部教授、兼務）
� � FD調査プロジェクト� 山本兼由（生命科学部教授）
� � FD開発プロジェクト� 常盤祐司（情報メディア教育研究センター教授）
� � FD推進プロジェクト� 岡松暁子（人間環境学部教授）
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� � FD広報プロジェクト� 小屋多恵子（理工学部教授）
� � 学生FD担当� � � 川上忠重（理工学部教授）
� ⑷� 事務局
� � 学務部教育支援課（課長１名・事務主任１名・課員４名（うちFD業務主担当２名））

2.	 2018年度　イベント開催
� ⑴� 第７回新任教員FDセミナー（学内・FD・新任教員対象）
� � 「法政大学の学生像」
� � 講演者：竹口　圭輔（経済学部教授/教育開発支援機構FD推進センター長）

渡邊　誠（人間環境学部教授/人間環境学部長）
チャピ　ゲンツィ（理工学部教授）
土屋　貴之（学務部学部事務課人間環境学部担当主任）

� � 日　時：2018年9月29日（土）13：00 ～ 15：00
� � 場　所：市ケ谷キャンパス富士見ゲートG201教室
� � 人　数：39名

� ⑵� 第19回FDワークショップ（学内・SD・教職員対象）
� � 「職員の基本知識『大学制度』とは何かを学ぶ
� � ～教学組織のしくみから単位制度、学位まで～」
� � 講演者：小林�信一氏（広島大学高等教育研究開発センター特任教授）
� � � 　�平山�喜雄（教育支援統括本部長/学務部長）
� � 日　時：2018年9月7日（金）13：00 ～ 17：00
� � 場　所：市ケ谷キャンパス�ボアソナード・タワー 26階スカイホール
� � 人　数：104名
� � 備　考：学務部・人事部・千代田区キャンパスコンソ共催

� ⑶� 第11回FDミーティング（学内・FD・教職員対象）
� � 「これってハラスメント?!　－今の世の中、誰もが無関係ではいられない－」
� � 講演者：法政大学学生センター学生相談室専門相談員　武佐和子氏
� � 日　時：2018年10月12日（金）17：00 ～ 18：20
� � 場　所：市ケ谷キャンパス富士見坂校舎1階遠隔講義室
� � 人　数：21名
� � 備　考：ハラスメント相談室共催

� ⑷� 第15回FDシンポジウム（学内外・FD・一般対象）
� � 「全入時代の初年次教育」
� � 講演者：沖　清豪�氏（早稲田大学教授）�

吉岡　路�氏（�文部科学省高等教育局高等教育企画課専門官・高大接続改革プロジェ
クトチーム）

後藤　篤子（法政大学文学部教授）
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武貞�稔彦（法政大学人間環境学部教授）
� � 日　時：2018年11月17日（土）13：00 ～ 16：15
� � 場　所：市ヶ谷キャンパス�外濠校舎5階S505教室
� � 人　数：56名

� ⑸� その他
� � 情報メディア教育研究センターシンポジウム2019
� � 「ITを活用した新たな教育方法の実践」
� � 講演者：隅谷�孝洋氏（広島大学情報メディア教育研究センター）
� � 日　時：2019年2月28日（木）13：00 ～ 17：00
� � 場　所：市ケ谷キャンパスボアソナード・タワー 26F�スカイホール
� � 備　考：FD推進センター共催

3.	 各学部等のFD活動への支援
� �「学生による授業改善アンケート」学部等ごとの集計および特別集計の提供、授業相互参観の推

進、全学GPCA集計表の提供

4.	 個別教員への教育支援
� �新任教員研修会におけるセンター長講演（4/2）、「学生による授業改善アンケート」の実施、「ゼ

ミ活動等を対象とした学生向けルーブリック」の提供、アカデミック・サポートサービス、学
生による授業モニター、剽窃チェックソフトTurnitinの全学展開、その他教育支援ツールの紹介
（授業支援システム、授業支援ボックス、アクティブラーニング・セット）

5.	 学生によるFD推進
� �第11回学生によるFDコンクール・FD川柳2018の実施、学生FDスタッフの活動（オープンキャ

ンパス企画（8/5・8/19・8/20）、教育開発支援機構主催「学生が選ぶベストティーチャー賞」
への参画、「学習支援ハンドブック2019」への編集協力、学生FDサミットへの参加（8/28・29、
3/21・22）、お昼休みミーティング等）

6.	 2018年度　発行物
� �冊子「法政大学学習支援ハンドブック2018」（2018.4.1）、冊子「Ｔ・Ａハンドブック」（2018.4.1）、

冊子「2018年度学生が選ぶベストティーチャー賞実施報告」（2019.3.31）、新聞「FD学生の声コ
ンクール2018」（2019.3.31）、電子媒体「FD推進センター Newsletter第27-31号」（2018/�6/7・
7/5・10/18・12/20・2019/3/22）、冊子『法政大学教育研究第10号』（2019.3.31）、リーフレット
「『ゼミ活動等を対象とした学生向けルーブリック』のご案内」（2019.3.31）

7.	 各プロジェクト等の事業概要
� ⑴� FD計画プロジェクト
� � 教育の質的向上に向けた全学的活動推進のための情報収集、分析、施策の企画・立案・提案。
� ⑵� FD調査プロジェクト
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� � 「�学生による授業改善アンケート」の実施・改善、アンケート結果の集計・分析、報告書の
発行。GPAの活用方法の検討と提案。

� ⑶� FD開発プロジェクト
� � �具体的な支援のための方法・ツールについての情報収集、分析、情報提供および提案、学

習支援のあり方の検討。
� � 具体的には、法政教員の輪の記事公開、FDイベントビデオの収録および公開等。
� ⑷� FD推進プロジェクト
� � �FD支援・推進のための関連情報の提供、新任教員研修会、教員研修、シンポジウム、フォー

ラム、ワークショップ等の企画・実施。
� � �具体的には、新任教員研修会、新任教員セミナー、教職員研修、授業相互参観、シンポジ

ウム・セミナー等の企画・実施、『法政大学教育研究』の編集・発行、各学部等における取
り組みの支援。

� ⑸� FD広報プロジェクト
� � �FD学生の声コンクール・FD川柳の開催、ホームページ・関連冊子による情報発信（FDハ

ンドブックWEB版、「学習支援ハンドブック」、「FD学生の声コンクール」新聞、FD推進セ
ンター Newsletter等）。

� ⑹� 学生FD担当
� � �学生の主体的な学びへの意欲および教育の質向上を目的とした、学生・職員・教員協働型

の大学教育の質的転換に関する情報発信。学生の視点を活かした授業改善および組織的な
学生FD活動の実施。

8.	 学内会議
� ⑴� 教育開発支援機構企画委員会（規定第1030号）
� � �教育開発支援機構長を補佐するとともに、機構の活動方針・機構を構成する4センターの運

営方針を審議し決定するための会議。
� � 構成：�委員長（機構長）、副委員長（担当常務理事・事務部長）、各センター長、指名委員、

オブザーバー　計　13名
� � 会議：９回開催（4/26・5/24・6/28・9/27・10/25・11/22・12/20・1/24・3/14）

� ⑵� プロジェクト・リーダー会議（規定第829号）
� � FD推進センターの事業の企画及び実施を行うための会議。
� � 構成：教育開発支援機構長、センター長（議長）、プロジェクト・リーダー、事務局
� � 会議：９回開催（4/17・5/29・6/19・7/24・10/23・11/13・12/18・1/22・3/14）

� ⑶� プロジェクト会議
� � FD推進センターの事業を各プロジェクトが専門的かつ中心となって実施するための会議。
� � 構成：�プロジェクト・リーダー（座長）、プロジェクト・メンバー（FD計画：６名、FD調

査：５名、FD開発：７名、FD推進：７名、FD広報：６名）
� � 会議：�FD計画：８回、FD調査：９回、FD開発：８回、FD推進：２回、FD広報：９回。

これらの他、各メーリングリストにより適宜メール会議を実施。
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� ⑷� アドバイザリー・ボード（規定第829号）
� � �FD推進センターの事業に関わる助言・提案及びチェックを行うとともに、学部教授会等と

の連絡調整を行うための会議。
� � 構成：�議長（センター長）、教育開発支援機構長、プロジェクト・リーダー、各学部・

ILAC・KLAC・研究科長会議・専門職大学院・通信教育部・事務部門から選出され
た委員　計36名

� � 会議：３回開催（5/19：年度活動計画、11/17：中間報告、3/14：活動報告）

9.	 所属学会・参加団体・外部対応
� ⑴� 大学教育学会：団体会員
� ⑵� 初年次教育学会：機関会員
� ⑶� 日本リメディアル教育学会：賛助会員
� ⑷� �全 国 私 立 大 学FD連 携 フ ォ ー ラ ム（JPFF：Japan�Private�Universities�FD�Coalition�

Forum）（37大学加盟）：幹事校
� � 幹事会・総会・パネルディスカッション（6/16）、幹事校・会員校ミーティング（1/11）
� ⑸� 関東圏FD連絡会（青山学院大学・國學院大学・東洋大学・法政大学・立教大学）
� � 連絡会（6/21・3/13）
� ⑹� 仙台第二高等学校「企業大学訪問」対応（8/1）
� ⑺� 白梅学園大学・白梅学園短期大学（10/11）でのセンター長講演

10.　その他
� ⑴� セミナー参加費補助
� � 大学コンソーシアム京都「第24回FDフォーラム」（3/2・3）：教職員８名
� � �日本教育研究イノベーションセンター・東京大学大学総合教育研究センター「インタラク

ティブ・ティーチング」アカデミー（4/22、6/3、11/11、3/2・3）：教員1名
� � �京都大学高等教育研究開発推進センター「第25回大学教育研究フォーラム」（3/23・24）：

教員２名
� � �公益社団法人私立大学情報教育協会「平成30年度教育改革事務部門管理者会議」（10/31）：

教員１名
� ⑵� 他大学主催学生FDサミット派遣
� � 京都光華女子大学主催「学生FDサミット2018夏」（8/28・29）：教員学生４名
� � 島根県立大学主催「学生FDサミット�2019春」（3/21・22）：教職員学生４名
� ⑶� FDメルマガ：11通

� 以　上



138

法政大学教育研究第十号

〈ＦＤ計画プロジェクト〉

Ⅰ．2018年度活動計画（2018年5月19日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
　教育および学びの質的向上を図るための方策及び恒常的な検証を推進するための全学的なFD活
動推進に資する関連情報を、学内学外を問わず収集し分析を行う。これらに基づき、FD活動推進
にむけた諸施策を主として学内関連会議などへ提案を行う。

２．活動計画
⑴ 今後のFD推進センターの体制に関する検討（新規）
⑵ ゼミ活動を対象としたFD活動の参考としての学生向けルーブリックの提案（継続）
⑶ その他継続案件の検討（継続）

３．プロジェクト・メンバー（五十音順、*：プロジェクト・リーダー）
　川上忠重（理工学部）、須藤智徳（多摩事務部学務課）、*竹口圭輔（経済学部）、田中優希（経済
学部：春学期のみ）、根本雅弘（人事部人事課）、林容市（文学部）、山田快（経済学部）

Ⅱ　2018年度活動実績（報告）

１ ．今後のFD 推進センターの体制に関する検討
⑴「第1次提案を第5回リーダー会議（10/23）に上程し、各プロジェクトから意見集約を開始（※

第2回アドバイザリー・ボード会議［11月17日］で報告）。
⑵ 意見への回答書および第2次提案を第7回リーダー会議（12/18）に上程し、組織図に変更を加え

た形で承認。
⑶ 改組案を第6回教育開発支援機構・企画委員会（12/22）に上程・承認。
⑷ 改組案を第16回学部長会議（1/17）に上程・承認。
⑸「FD 推進センター規程（規定第829号）」の一部改正案を第17回学部長会議（1/31）に上程・承認。

２．ゼミ活動を対象としたFD活動の参考としての学生向けルーブリックの提案
⑴ テンプレートとなるゼミ用ルーブリックの開発を完了し、第５回学部長会議（2018年6月7日）

にて報告し、「活用の手引き」とともにFD推進センターのウェブサイトを通じて学内外に公開
した（※第２回アドバイザリー・ボード会議［11月17日］で報告）。

⑵ 1月9日に、同テンプレートをベースにした様々なシチュエーションに応じたルーブリックの活
用事例を当センターのWebサイトにて公表。

⑶ 紹介用リーフレットを作成し、新年度までに公表・配布予定。

３．「教員向けサービス一覧リーフレット（仮称）」の作成
⑴センターの体制の見直しにあたって実施したこれまでの業務の棚卸しを通じて、改めて当セン

ターが提供する教員向けサービスが多岐にわたることが確認された。同様に、学習環境支援セン
ター等も複数の教員向けサービスを提供しており、教員サイドから見て全体像を把握し辛い状況
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にある。
⑵ そこで、教員の利便性を向上すべく本学が提供している様々な教員支援ツールをまとめたリー

フレットを作成し、来年度公表予定。

４．その他継続案件の検討
　2016年度より開発を進めてきた「学びの質向上」に向けたマトリクスについて、その内容・性質
を勘案し、今年度より調査プロジェクトへ移管することとした。

５．新体制への引き継ぎ事項・検討課題等の整理
　新体制下において当センターが取り組むべきテーマ等について意見交換を行った。

６．プロジェクト会議
　８回開催（5/10、6/11、7/20、9/19、10/17、11/21、1/9、2/25）
  以上
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〈ＦＤ調査プロジェクト〉

Ⅰ　2018年度活動計画（2018年5月19日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
　FD推進へ貢献する事項の調査を目的とし、主に「学生による授業改善アンケート」の実施と集
計結果および分析を行い、「教育と学びの質の向上」をサポートする本学FD活動の現状把握と今後
の課題を検討する。

２．活動計画
⑴「 オンライン授業改善ヒアリングサービス」および「学生による授業改善アンケート」の企画と

実施
⑵「学生による授業改善アンケート」結果の集計と分析

・2017年度「学生による授業改善アンケート」結果の集計と分析
・アンケートWeb化への考察 −GPAクロス集計からの分析と報告−
・自由記述回答を用いた統計的分析と報告

⑶  2017年度「学生による授業改善アンケート」全学集計結果報告書の発行
⑷「学生による授業改善アンケート」各種集計を利用する各学部等への支援

・各学部等から要望される特別集計への対応
・各学部等から要望されるデータ提供への対応

⑸  GPCA集計の検討
⑹  FD調査プロジェクト中長期的目標の検討

・「 教育および学びの質の向上」に対する貢献目標とその方策方針の検討。また、目標の達成
指標についても合わせて検討。

３．プロジェクト・メンバー（五十音順、*：プロジェクト・リーダー）
　石毛満悠（学務部教育支援課）、客梦璐（小金井事務部学務課）、菅幹雄（経済学部）、田澤実
（キャリアデザイン学部）、森山祐紀（総長室大学評価室 [IR担当]）、*山本兼由（生命科学部）

４．その他
　月例会議を原則に、メーリングリストによる審議も利用

Ⅱ　2018年度活動実績（報告）

１．「オンライン授業改善ヒアリングサービス」および「学生による授業改善アンケート」の企画と実施
⑴「オンライン授業改善ヒアリングサービス」を今年度より開始した。
⑵「学生による授業改善アンケート」春学期および秋学期を実施した。

２．「学生による授業改善アンケート」結果の集計と分析
⑴ 2017年度「学生による授業改善アンケート」結果を集計し、分析した。
⑵ 2013年度春期〜 2015年度秋期のアンケート回答とGPAのクロス集計の分析結果をリーダー会
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議へ報告した。
⑶ アンケート回答のクロス分析をしたマトリックスを検討した。（計画プロジェクトの共同）（継続）
⑷ アンケート結果の自由記述回答に関する2017年度春期データの統計分析結果をリーダー会議へ報

告する予定（3/14）。

３．2017年度「学生による授業改善アンケート」全学集計結果報告書の発行
　2017年度「学生による授業改善アンケート」全学集計結果報告書を発行した。

４．「学生による授業改善アンケート」各種集計を利用する各学部等への支援
⑴各学部等から要望される特別集計への対応（１件）。
⑵各学部等から要望されるデータ提供への対応（24件）。

５．GPCA集計の検討
　2019年度から導入されるGPA改正にともなったGPCA集計の改修案を提案した。

６．FD調査プロジェクト中長期的目標の検討
⑴実践知を実現する本学教育研究での「学びの質」を支える「教育の質」と「学習の質」向上の

研究と施策提案を目的とする。
⑵「４＋１年サイクル」を掲げ、過去４年間の実施実績を踏まえた全体総括を１年かけて実施する。
⑶具体的には、2017年度から開始した現行「学生による授業アンケート」の過去４年間の結果を、 

2021年度に総括し、その結果は翌年度以降にフィードバックする。
⑷また、総括までの４年の各年度では、総括時の分析に資する研究を行う。
⑸その「教育の質」と「学習の質」向上の研究は、本学教育研究を①DPで特徴付けられる階層性

でとらえ、さらに②「知識力」と「理解力」の二群を対象に実施する。また、③「理系」「文
系」などの専門の特異性の違いも検討する。

７．プロジェクト会議
　10回開催（4/23、5/21、6/25、7/30、9/18、10/29、11/26、12/18、1/28、3/11）

Ⅲ　その他

本プロジェクトの各業務は、次年度に改組するFD推進センターの適当なユニットに引き継ぐ。

以上
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〈ＦＤ開発プロジェクト〉

Ⅰ　2018年度活動計画（2018年5月19日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
　教育および学びの質の向上を目的とし、授業開発や教材開発に関わる情報をそれぞれの教員に伝
達する。

２．活動計画
⑴ 授業開発や教材開発に関わる現状を分析する。
⑵ 授業開発や教材開発に関わるコンテンツを制作する。
⑶ 授業開発や教材開発に関わるイベントを各キャンパスで開催する。
⑷ FD推進センターにて制作する紙版FDハンドブックに授業開発や教材開発に関わるコンテンツ

を提供する。

３．期待される状態
「２．活動計画」の成果として次の状態を目指す。
　⑴  教員が授業を改善するうえで必要とする支援体制、プロセス、サービスなどが明確となる。

（活動計画 ⑴）
　［評価基準］
　　 授業を改善するうえで必要となる支援体制、プロセス、サービスなどを調査し、要求を整理し

たうえで、要求仕様書としてまとめられている。
　⑵教員が新たに授業や教材を開発する際に参考となるコンテンツが制作されている。（活動計画⑵）
　［評価基準］
　　 制作された紙版およびWeb版FDハンドブック用コンテンツがプロジェクト内でレビューされ

ている。
　⑶ 授業や教材開発に関する知識を教員が得る。（活動計画⑶）
　［評価基準］
　　イベント参加者が100名を超えている。
　⑷ 新たに開発したコンテンツが各教員に展開される。（活動計画⑷）
　［評価基準］
　　 紙版FDハンドブックが教員に配布されている。Web版FDハンドブックにて公開されてい

る。

４．プロジェクト・メンバー（五十音順、*プロジェクト・リーダー）と役割
　坂本旬（キャリアデザイン学部）、野々部宏司（デザイン工学部）、小西克巳（情報科学部）、小林
克也（経済学部）、堀内剛（教育支援課）、森幹彦（情報メディア教育研究センター）、藤井聡一郎
（情報メディア教育研究センター）、*常盤祐司（情報メディア教育研究センター）

　授業を担当するメンバーから授業を実践する上で必要となる支援体制、プロセス、サービスに関
する要求を獲得し、情報メディア教育研究センター所属のメンバーが要件として整理する。事務職
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員のメンバーは他のFDプロジェクトの活動状況や紙版FDハンドブックに関する情報を提供する。コ
ンテンツの制作やイベントの開催についてはメンバー内で適宜役割を分担するとともに、必要に応じ
他のFDプロジェクトに協力を依頼する。

５．コミュニケーション
⑴月例会
⑵メーリングリスト

Ⅱ　2018年度活動実績（報告）

１．活動目的の確認
　教育および学びの質の向上を目的とし、授業開発や教材開発に関わる情報をそれぞれの教員に伝
達する。

２．プロジェクト・メンバー（五十音順、*プロジェクト・リーダー）と役割
　坂本旬（キャリアデザイン学部）、野々部宏司（デザイン工学部）、小西克巳（情報科学部）、小林
克也（経済学部）、堀内剛（教育支援課）、森幹彦（情報メディア教育研究センター）、藤井聡一郎
（情報メディア教育研究センター）、*常盤祐司（情報メディア教育研究センター）

　授業を担当するメンバーから授業を実践する上で必要となる支援体制、プロセス、サービスに関
する要求を獲得し、情報メディア教育研究センター所属のメンバーが要件として整理する。事務職
員のメンバーは他のFDプロジェクトの活動状況や紙版FDハンドブックに関する情報を提供する。コ
ンテンツの制作やイベントの開催についてはメンバー内で適宜役割を分担するとともに、必要に応じ
他のFDプロジェクトに協力を依頼する。

３．プロジェクトMeeting
　8回　（4/25、5/30、7/4、9/18、10/31、12/4、1/24、3/11）

４．活動計画レビュー

計画 レビュー

⑴ 授業開発や教材開発に関わる現状を分
　  析する。

● 授業を担当するメンバーから、授業改善に関わる支援
体制、手続き/プロセス、システム/サービスなどにつ
いて現状をヒアリングし、多くの授業改善は学部内で
実施できている状況を把握した。

● メンバーおよびリーダ会議でのヒアリングから、100
分授業を契機に過半数の教員が担当する授業の改善を
行っていたことが分かった。
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５．期待される状態に関するレビュー

期待値 現状とアクションプラン

● 教員が授業を改善するうえで必要とす
る支援体制、プロセス、サービスなど
が明確となる。（活動計画⑴）

● 第1回、第2回、第5回のプロジェクトミーティングに
て議論し、兼任を含む教員にFD推進センターの活動
を周知する必要性が明らかになった。

● 次期FD推進センター体制の検討に対し、本議論を踏
まえた意見書を提案した。

● 教員が新たに授業や教材を開発する際
に参考となるコンテンツが制作されて
いる。（活動計画⑵）

● 教育用ビデオシステム（OATube）のプロモーション
ビデオを制作し、Web版FDハンドブックに掲載した。

● 視聴状況を踏まえ、プレゼンテーション支援システ
ム（PEAS）などへの展開を行う。

● 授業や教材開発に関する知識を教員が
得る。（活動計画⑶）

● 共催したシンポジウム2019への教職員の参加者数、
および下記に示すWeb版FDハンドブックのアクセス
状況から、教員がInstructional Designなどの既知の
方法論を知識として得ていないことが考えられる。

●  FDに関わる適切な情報を教員に届けるために、教授
会でFDタイムを設けていただくことなどが望まれる。

● 新たに開発したコンテンツが各教員に
展開される。（活動計画⑷）

● Web版FDハンドブックの訪問者数を下記に示す。

⑵ 授業開発や教材開発に関わるコンテン
　 ツを制作する。

●  反転学習、Digital Storytelling、プレゼンテーショ
ン評価の授業を支援する教育用ビデオシステム 
（OATube） のプロモーションビデオを制作した。

⑶ 授業開発や教材開発に関わるイベント
　 を各キャンパスで開催する。

●  2月28日、市ヶ谷キャンパスにて共催した情報メディ
ア教育研究センターシンポジウム2019に、14人の本学
教職員が参加した。（参考；2017年度実績：９名）

⑷ FD推進センターにて制作する紙版FD
ハンドブックに授業開発や教材開発に
関わるコンテンツを提供する。

● 紙版FDハンドブックの制作はリーダ会議において出
版しないこととなった。

● 代替案として、（2）で制作するコンテンツとそれを補完
するコンテンツをWeb版FDハンドブックに掲載した。
（添付資料参照）
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６．総評
　今年度のFD開発プロジェクトの目的は「授業開発や教材開発に関わる情報をそれぞれの教員に
伝達する。」ということから、そうした情報の伝達経路の現状把握から検討を行った。結果として、
これまでの歴史的な経緯から授業改善は学部内で進められていることが多い。今後は教員がFD推
進センターに気軽に相談できる身近な存在となり、教員の課題を直接把握することが望ましい。
　100分授業を契機とした授業開発や授業改善に関しては、過半数の教員が行っていた。また、学
生による授業改善アンケートでは、授業の工夫に対する学生の受け止めとして64%の学生が肯定的
な回答をしていた。これより、多くの教員は独自の手法で授業改善を行っていると考えられる。し
かしながら、教員が授業改善をする際に必要とする情報をアンケートなどで的確に捉えたうえで、
既知の方法論や大学が提供するサービスなどを含めた適切な情報を、教授会においてFDタイムを
設けるなどして提供していくことが望まれる。
添付資料：
　・Web版FDハンドブックに追加するOATubeプロモーションビデオページ

以上

● 授業支援システムの利用者数である700 〜 800程度の
訪問者数が望まれ、授業支援システムのナビゲーショ
ンメニューにWeb版FDハンドブックのリンクを追加
することを提案する。
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Web版FDハンドブックに追加するOATubeプロモーションビデオページ
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2018年度　教育開発支援機構FD推進センター活動報告

〈ＦＤ推進プロジェクト〉

Ⅰ　2018年度活動計画（2018年5月19日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．プロジェクト・メンバー（五十音順、*プロジェクト・リーダー）
　相原健人（理工学部）、*岡松暁子（人間環境学部）、岸牧人（経済学部）、久保貴寛（学務部学部
事務課リベラルアーツ担当）、酒井理（キャリアデザイン学部）、島野智之（国際文化学部）、田中
佐代子（法学部）、湯山颯太（学務部教学企画課学務企画担当）

２．活動目的
　継続的なFD活動の活性化及び実質化を重視するとともに、シンポジウム、フォーラム、セミ
ナーなどの参加型FD活動、関連部局・センターとの共同シンポジウム及びワークショップの実施、
学部、大学院に特化したミーティングの開催、大学間連携や教員・職員の協働によるFD推進、「法
政大学教育研究」の発行等により、FD活動の共有化、業績化、広報化を図り、教育および学びの
質の向上に向けたFD推進を実施する。

３．活動計画（時系列順）
⑴ 新任教員研修（９月初旬頃）
　・「法政大学の学生像（仮題）」
　・基調講演：教歴の長い教員による、この30年での法政の学生の変化についての講演。
　・ パネルディスカッション：教歴５年、10年、20年の教員による、以下のテーマ（案）と、参

加者からの質問に基づくディスカッション。
　　・法政に着任する前の法政の学生に対するイメージと、着任後のイメージの相違
　　・この10年間の法政の学生の変化
　　・学生の学習意欲が変化した瞬間（教員の取り組みと成果）

⑵ FDミーティング（10月初旬頃）
　・ハラスメントをテーマに開催。可能であれば、ハラスメント相談室との共催で行う。

⑶ FDシンポジウム（10月末～ 11月頃）
　・「全入時代の初年次教育（仮題）」
　・基調講演は２名とする。
　・文科省から１名：初年次教育の設置の趣旨および意義について
　・教育学等の専門家から1名：全入時代の初年次教育について

４．『法政大学教育研究』（紀要）
　紀要を廃止し、報告書にすることの提案。

Ⅱ　2018年度活動実績（報告）

１．プロジェクト・メンバー（五十音順、*プロジェクト・リーダー）
　相原健人（理工学部）、*岡松暁子（人間環境学部）、岸牧人（経済学部）、久保貴寛（学務部学部
事務課リベラルアーツ担当）、酒井理（キャリアデザイン学部）、島野智之（国際文化学部）、田中
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佐代子（法学部）、湯山颯太（学務部教学企画課学務企画担当）

２．活動目的
　継続的なFD活動の活性化及び実質化を重視するとともに、シンポジウム、フォーラム、セミ
ナーなどの参加型FD活動、関連部局・センターとの共同シンポジウム及びワークショップの実施、
学部、大学院に特化したミーティングの開催、大学間連携や教員・職員の協働によるFD推進、「法
政大学教育研究」の発行等により、FD活動の共有化、業績化、広報化を図り、教育および学びの
質の向上に向けたFD推進を実施する。

３．活動計画（時系列）
⑴ 新任教員研修
　・9月29日（土）13時〜 15時　於：G201
　・「法政大学の学生像」

⑵ FDミーティング
　・10月12日（金）17時〜 18時20分　於：富士見坂校舎１階遠隔講義室
　・ハラスメント相談室との共催で行った。

⑶ FDシンポジウム
　・11月17日（土）13時〜 16時15分　於：S505
　・「全入時代の初年次教育」

４．『法政大学教育研究』（紀要）
⑴ 第10号の外部査読を終了し、現在編集作業中である。
⑵ 今後について
　・紀要を廃止し、報告書として発行することとなった。
　・報告書の内容、編集については、今後詳細を決定する。

５．今後の活動への提案
　会合を開催するのではなく、各学部の教授会等を利用した活動を中心とする。

〈内容案〉
　・授業支援システム、論文剽窃検索ソフト、リアクションペーパーのスキャン、等の使い方の講習
　・学生の質向上について
　・研究費の取り方、英文校閲、出版助成について
　・補助金と学部の取組について
  以上
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2018年度　教育開発支援機構FD推進センター活動報告

〈ＦＤ広報プロジェクト〉

Ⅰ　2018年度活動計画（2018年5月19日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
⑴ＦＤ活動とその意義の認知度を高める。
⑵  学生・教職員に対して、学習支援関連の情報を提供するとともに、コンクールを通じてFDに対

する関心を喚起する。
⑶ 教員に対して、授業改善に役立つ情報や資料を提供する。

２．活動計画
⑴ＦＤ学生の声コンクール・ＦＤ川柳の実施
⑵学習支援ハンドブックの編集、活用事例の収集等
⑶ＦＤ広報活動の充実化

３．プロジェクト・メンバー（五十音順、*プロジェクト・リーダー）
　飯野厚（経済学部）、岩田和子（法学部）、川口悠子（理工学部）、* 小屋多恵子（理工学部）、髙
橋美穂子（経営学部）、堀越大史（学務部教育支援課）、米家志乃布（文学部）

Ⅱ　2018年度活動実績（報告）

１．FD学生の声コンクール・FD川柳
⑴ テーマ：キーワード「多様性」and/or「空気」
⑵ 提出期間：2018年8月1日（水）～ 9月28日（金）16：00
⑶ 広報活動
　 2018年3月　　：声コン新聞にキーワードを掲載
　 2018年8月以降： お知らせ配信、 HP、 SNS、 教職員向けメール送信による周知、 チラシの配布、 

ポスター、 インフォメーションボード、 雑誌法政への掲示
⑷ 応募結果
　 声コン　　　　：応募総数 47作品（昨年度40件）
　 FD川柳　　　：応募総数 119作品（昨年度139件）
⑸ 審査結果（11月９日金曜日に選考会を実施、 11月下旬に審査結果をHPで公表）
　 声コン　　　　：最優秀賞1作品、優秀賞４作品、佳作16作品
　 FD川柳　　　：FD 川柳大賞1作品、佳作８作品、入選13作品
⑹ 授賞式

12/26（水）に授賞式を実施した。受賞作品と講評はタブロイド判の新聞形式で3月末に発行、
4月に新入生と教職員に向けて配布予定。

２．学習支援ハンドブック2019年度版の改定状況
⑴ 「学習支援ハンドブック利用状況アンケート」の実施
　 ・目的：学習支援ハンドブックの現状を把握し、改定すべき点を明らかにする
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　 ・実施期間：2018年6月8日（金）〜 2018年7月20日（金）
　 ・実施対象：2018年度に学部授業を担当している教員（専任・兼任）
　 ・回答数：114
 　アンケート結果の一部を「学習支援ハンドブック2019」に反映させ、加筆・修正を加えることと
した。
⑵ 「学習支援ハンドブック2019」の主な変更内容
　 ・成績評価・授業改善（pp.26-29）
　 ・アカデミックライティングの基礎−パラグラフとは−（pp.38-39）
　 ・先行研究の適切な引用と自論との区別（pp.40）
　3月中旬に納品予定

３．ＦＤ広報活動の実施状況
⑴ ＦＤ推進センター Newsletterr

第27号（5月31日）

FD推進センター長挨拶、学生による授業モニターの実施、期首・
期中アンケートのWeb化、 剽窃チェックソフト（turnitin）の導入、 
紹介（学習支援ハンドブック、 FD学生の声コンクール・FD川柳、 
学生FDスタッフ、 授業支援ボックス）

第28号（6月30日）

授業改善アンケートの実施、 ゼミ活動等を対象とした学生向けルー
ブリックの案内、 FD学習支援ハンドブック利用状況アンケートのお
願い、 剽窃ソフト（turnitin）の案内、 アカデミック・サポートサー
ビスの紹介、 学生FDスタッフ報告（2）

第29号（10月24日）

イベント開催報告（第19回FDワークショップ、 第7回新任教員FDセ
ミナー）、 2018年度秋学期の授業で利用できる制度の紹介（学生によ
る授業改善アンケート、 学生による授業モニター）、 学生FDスタッ
フ活動報告（3）

第30号（12月21日）
第11回FD学生の声コンクール・FD川柳結果発表、 第15回FDシンポ
ジウムの開催報告、 秋学期授業改善アンケートの実施のお願い、 学
生FDスタッフ活動報告（4）

第31号（3月22日）

2018年度「第11回FD学生の声コンクール」・「学生が選ぶベスト
ティーチャー賞」授賞式・表彰式・祝賀会報告、 2019年度版学習支
援ハンドブック・TAハンドブック報告、 学生FDスタッフ活動報告
（5）、 FD推進センターの体制変更のお知らせ

４．プロジェクト・メンバー会議
　4 月から 2 月までに全 8 回実施し、本年度もほぼ計画通り活動を行うことができた。（4/27、
5/18、6/15、7/27、10/5、11/9、1/30、2/27）
  以上
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法政大学 第19回ＦＤワークショップ 2018年9月7日

「職員の基本知識『大学制度』とは何かを学ぶ〜教学組織のしくみから単位制度、学位まで〜」

 
◆以下のURLにアクセスし、指定の申込

フォームにてお申込みください。 

◆法政大学職員で学務部以外の方は、申し

込み前に必ず所属長の許可を得てから、

お申し込みください。 

 

https://goo.gl/forms/AwtCEjKqILNxphF13 

 

 

 

 

 

申込締切：2018年8月31日（金） 
 

※定員になり次第締め切ります。 

※個人情報は厳重に管理し、本イベント  

  以外の目的で使用いたしません。 

申込方法 

＜お問い合わせ＞ 法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター  
             TEL03-3264-9040 E-mail：kyoiku@hosei.ac.jp  

法政大学 第７回新任教員ＦＤセミナー 2018年9月29日

「法政大学の学生像」

  

＊新任教員以外の教職員の参加も歓迎いたします。 

 

                

 

 

  

 

 

    

 

【開会挨拶】 廣瀬 克哉（法政大学副学長/常務理事・教育支援本部担当） 

 
【話題提供】 竹口 圭輔（経済学部教授、教育開発支援機構 FD 推進センター長） 

渡邊  誠（人間環境学部教授、人間環境学部長） 

チャピ ゲンツィ（理工学部教授） 

土屋 貴之（学務部学部事務課主任） 

 
【ディスカッション】  
   以下のようなテーマで、登壇者と参加者との意見交換を行います。 

 

           ・この 10・20・30 年間の法政大学の学生の変化 

           ・着任前の法政大学の学生に関するイメージと、着任後のイメージの相違 

           ・多様な学生への対応、取組例 

           ・その他 

    【閉 会】 

 

    ファシリテーター 岡松 暁子（人間環境学部教授、FD推進プロジェクト・リーダー） 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

学内教職員限定 新任教員対象 

2018年度新任専任教員の方は必須参加となりますのでお申し込みをお願いします。 

＜申込方法＞以下のURL、またはQRコードにアクセスし、指定の申込フォームをご利用ください。 

【申込締切】2018年 9月 26日（水） 

【申込フォーム】https://goo.gl/forms/XXqlR8m1BlemSbj93 

※個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の目的で使用いたしません。 

 

 

【QR ｺｰﾄﾞ】 

法政大学 

主催/法政大学教育開発支援機構 FD推進センター 

【E-mail】kyoiku@hosei.ac.jp【TEL】03-3264-9040 

【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 

 

昨今、初等教育・中等教育の改革、入学試験の多様化、社会情勢の変化等により、本学に入学してくる学

生にも学生気質、受講の心構え等、様々な側面で変容が見られます。それに伴い、教育方法や学生への対応

には、新たな取り組みが求められる場面も生じてきています。 

本セミナーは、本学において多年にわたる教歴を有する教員、本学出身の教員、他大学での教歴を有する

教員、学生の大学生活を支える職員等がそれぞれの体験から得た知見を提供し、その上で参加者からの質問

や意見を受け、新任教員が今後、多様な学生に教育を行っていく上で参考になるような議論を行うことを目

的とします。 
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法政大学 第11回ＦＤミーティング 2018年10月12日

法政大学 第15回ＦＤシンポジウム 2018年11月17日

「これってハラスメント？！ －今の世の中、誰もが無関係ではいられない－」

「全入時代の初年次教育」

[日 時]▶▶▶ 2018年10月12日（金） 17：00～18：20

▶▶▶ 市ヶ谷キャンパス富士見坂校舎１階 遠隔講義室[会 場]

ＴＥＬ： 03-3264-9040 MＡＩＬ： kyoiku@hosei.ac.jp

法政大学 第１1回ＦＤミーテイング

お問い合わせ

これってハラスメント？！
―今の世の中、誰もが無関係ではいられない―

昨年の＃Me Too 運動以来、セクハラが再び（？）脚光を浴びています。
スポーツの世界でも、ハラスメントに関する話題が度々登場しました。どんな
ことがハラスメントになるのか？ハラッサー（ハラスメントをする人）と言わ
れてしまったら？事例をもとに考えてみたいと思います。「自分は無関係」と
思っていらっしゃる方も、ぜひご参加ください。

[講 師]▶▶▶ 武 佐和子 （法政大学ハラスメント相談室 専門相談員）

法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター

主催/教育開発支援機構FD推進センター 共催/ハラスメント相談室

本学教職員対象

URL：http://www.hoseikyoiku.jp/fd/

●申込方法

以下のＵＲＬにアクセスし、10月10日（水）までに指定の

申込フォームにてお申し込み下さい。先着順で定員

(40名)になり次第受付終了となります。

個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の

目的では、使用いたしません。

参加費無料

https://goo.gl/forms/M7SeJwpt4m8pbJo63

  法政大学 第１５回ＦＤシンポジウム 

 「全入時代の初年次教育」 
   

   日時 2018年11月17日（土）13：00 ～ 16：15  

  会場 法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎５階Ｓ５０５教室 

プログラム  

【開会挨拶】（13：00～13：05） 

  大野 達司（法政大学教育開発支援機構長/法学部教授） 
 

【講 演】（13：05～13：50） 

 「2010年代の初年次教育－学生と私立大学の多様化を踏まえて－」 

  沖 清豪 氏（早稲田大学教授） 
 

 

【講 演】（14：00～14：45） 

 「高大接続改革の動向－改革を踏まえた初年次教育を考える－」 
 

  吉岡 路 氏（文部科学省高等教育局高等教育企画課 

         専門官・高大接続改革プロジェクトチーム） 
 

            ― 休 憩 ― 
 

【パネルディスカッション】（15：10～16：10） 

  沖 清豪 氏（早稲田大学教授） 

  吉岡 路 氏（文部科学省高等教育局高等教育企画課                     

専門官・高大接続改革プロジェクトチーム） 

  後藤 篤子（法政大学文学部教授） 

  武貞 稔彦（法政大学人間環境学部教授） 
 

【閉会挨拶】（16：10～16：15） 

  竹口 圭輔（法政大学ＦＤ推進センター長/経済学部教授） 

【司会・コーディネーター】 

  岡松 暁子（法政大学ＦＤ推進センター推進プロジェクト・リーダー/人間環境学部教授） 

 主催 / お問い合わせ 法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センター  

           【E-mail】kyoiku@hosei.ac.jp 【TEL】03-3264-9040  

            【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 

 

 

◆以下のURLにアクセスし、指定の    

申込フォームにてお申込みください。 

https://goo.gl/forms/

o8NPWQKwRCBUVBsP2 

 

申込締切：2018年11月14日（水） 

※個人情報は厳重に管理し、本イベント

以外の目的で使用いたしません。 

参加費無料 

申込方法 
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法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センター
『法政大学教育研究』原稿 投稿規程

１　掲載誌名　『法政大学教育研究』

２　投稿資格（第一著者となれる者の資格）
　⑴　法政大学の学部・大学院・研究所・センター・付属校の専任教員ならびに兼任教員
　⑵　法政大学の専任職員ならびに非常勤職員
　⑶　法政大学の学部生・大学院生・通信教育部生
　　　※�第一著者は、投稿時に上記�⑴～⑶�のいずれかの所属とする。ただし、第一著者がそのいず

れかの所属であれば、上記以外の所属者との共著を認める。
　　　※学部生が第一著者として投稿する場合は、本学専任教員の推薦を得る。

３　原稿の内容
　⑴　大学・大学院教育に関する論考またはそれに準ずるもの
　⑵　大学・大学院教育に関するシンポジウムや講演会等の記録および依頼原稿等
　⑶　法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センターおよび学内ＦＤ活動の記録
　　　※高大連携に関係する研究所・付属校独自の取組みの原稿も投稿可とする。
　　　※�原稿は未発表のものに限り、他誌への重複投稿は認めない。また、本誌に投稿した原稿の採

否が決定するまで、同内容の原稿は他誌に投稿できないものとする。

４　原稿の種類および枚数
　⑴　論文（研究成果の発表）��������������４００字詰め原稿用紙換算で５０枚以内
　⑵　研究ノート（試論的報告、資料の提供等）����������������� �同５０枚以内
　⑶　書評論文（書評の形式をとった論考）������������������� �同５０枚以内
　⑷　実践記録（大学・付属校における授業実践の記録および分析）�������� �同５０枚以内
　⑸　研究展望（研究分野または学界全体の動向の展望）������������� �同５０枚以内
　⑹　書評・紹介（新刊書・資料・研究活動等の紹介）�������������� �同１０枚以内

５　投稿期限および発行
　�　投稿期限は、原則として毎年１０月とする。本誌は原則として年一回、当該年度３月末日に発行

する。
　�　詳細は、前年度３月までに教育開発支援機構ＦＤ推進センターのホームページに掲載する投稿要

領を参照する。

2008年５月17日／一部改正2010年１月26日／一部改正2010年10月28日／一部改正2011年１月19日／一部改正2015年１月27日
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６　原稿作成上の注意
　⑴　�原稿の作成にあたっては、原則としてパソコンを使用し、横書き、１段組とする。Microsoft�

Wordによって読取可能な文書ファイル形式とする。
　⑵　使用言語は原則として日本語とする。
　⑶　�「書評・紹介」以外の原稿には、英文タイトルおよび３～５のキーワード（和文）と約２００

字以内の要旨（和文）をつける。
　⑷　�欧文原稿、特殊文字の含まれる原稿、写真、図版の掲載については、投稿前に紀要編集委員会

に相談する。

７　投稿の手続き
　⑴　原稿等は以下のとおり、投稿期限までに紀要編集委員会に提出する。
　　a　郵　送：「投稿申請書」およびプリント・アウトした原稿（２部）
　��※「投稿申請書」はＦＤ推進センターのホームページより入手できる。
　　b　学内メール便（重要便扱い）：「投稿申請書」およびプリント・アウトした原稿（２部）
　⑵　投稿された原稿等（図版、写真、ＣＤなどを含む）は原則として返却しない。
　⑶　�投稿原稿は、紀要編集委員会（外部査読依頼の可否含む）及び原則として２名の査読者（レ

フェリー）による査読の上、紀要編集委員会がその採否ならびに分類を決定する。この際、原
稿採用の条件として原稿の修正を依頼する場合がある。

　⑷　�採用決定後は、郵送または学内メール便（重要便扱い）でプリント・アウトした最終原稿（２
部）及びword形式データをメールにて紀要編集委員会に提出する。

　⑸　�本誌の編集は、紀要編集委員会が行う。著者による校正は原則として初校のみとし、誤植以外
の変更は必要最低限とする。

　⑹　採用された原稿については、各原稿の第一著者に本誌１０部を贈呈する。
　⑺　掲載料は無料とする。採用決定後、掲載者（第一著者）に別に定める執筆料を支払う。

８　著作権について
　�　掲載者は、採用原稿における著作権のうち、複製権、翻訳・翻案権、公衆送信・伝達権について、

法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センターに帰属し、法政大学図書館の機関リポジトリにて公開
することを了承する。

� 以上

担当【お問い合わせおよび原稿提出先】
　　　　　　　　　　〒102-8160　東京都千代田区富士見2-17-1
　　　　　　　　　　法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センター　紀要編集委員会
　　　　　　　　　　（E-mail）�kyoiku@hosei.ac.jp
　　　　　　　　　　（ホームページ）�URL　http://www.hoseikyoiku.jp/fd/
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